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午前10時00分開議 

○渡部眞美委員長 おはようございます。 

 本日の出席委員は14名で、全委員が出席をして

おります。 

 ただいまから、平成27年度各会計決算審査特別

委員会を開きます。 

 それでは、初めに、本委員会の進め方について

確認をいただきたいと思います。 

 本件につきましては、去る９月６日開催の当委

員会におきまして、議会運営委員会での決定事項

に基づき、審査方法、審査日程につきましては了

承いただいたところでございます。基本的にはこ

の了承いただいた内容をもって進めたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 なお、審査の取りまとめについてでございます

が、質疑が全て終了してから認定第１号の各会計

決算と、認定第２号の水道事業会計を区別し、取

りまとめを行うことにしたいと考えております。 

 また、取りまとめの日程は９月26日を予定して
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おりますので、あらかじめ御了承いただきたいと

存じます。 

 なお、取りまとめに当たりましては、賛否、認

定及び不認定について総括的な御意見及び附帯意

見を付すか否かについて発言をしていただきたい

と思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

 各委員、理事者の皆さんの御協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。 

 それでは、認定第１号平成27年度網走市各会計

歳入歳出決算についてを議題といたします。 

 本件につきましては、既に本会議場で提案説明

は終えておりますが、理事者部局、監査委員のほ

うから追加説明がございましたら、説明をしてい

ただきたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部長 平成27年度各会計歳入

歳出決算の概要を御説明いたします。 

 まず、地方公共団体の財政の健全度を判断する

健全化判断比率についてでございますが、本定例

会に監査委員の意見を付して報告をさせていただ

いておりますとおり、実質赤字比率、連結実質赤

字比率、実質公債費比率、将来負担比率の４指標

とも早期健全化基準を下回っているところでござ

います。 

 また、公営企業の経営健全度を判断する資金不

足比率につきましては、能取漁港整備特別会計が

15.4％となっておりますが、経営健全化基準の20

％を下回っているところでございます。引き続き

用地売却の促進を図り、資金不足の改善に努めて

まいりたいと考えております。 

 次に、財政指標により、財政状況を簡単に説明

させていただきます。 

 １点目は、経常収支比率でございます。経常収

支比率とは、歳出のうち人件費や公債費などの経

常的な支出に市税などの経常的収入がどの程度充

当されているかにより、財政構造の弾力性を判断

する指標でございまして、比率が低いほど弾力性

が大きいことを示しております。 

 平成27年度の経常収入比率は93.3％となり、対

前年度0.1ポイント増加いたしました。これは、市

民プールの通年化に伴う委託料の増加などが主な

要因となっております。 

 ２点目は、実質公債費比率でございます。実質

公債費比率とは、先ほどお話しした健全化判断比

率の一つで、公債費負担の適正化を示す指標でご

ざいます。 

 この指標は、従来の公債費に加えて債務負担行

為のうち、公債費に準ずる支払額、公営企業に対

する公債費相当分の操出金など、実質的な公債費

に費やした一般財源の額が標準財政規模に占める

割合をあらわすものでございます。 

 平成27年度決算の実質公債費比率は15.2％とな

り、対前年度0.2ポイント減少いたしました。 

 公債費については、償還額のピークを過ぎたと

はいえ、償還額は高水準で推移することが変わら

ないことから、今後も引き続き財政の健全化に努

めるとともに、限られた財源の中で地域の活性化

を図り、市民が満足する行政運営を目指していき

たいと考えております。 

 以上、本市の財政状況につきまして簡単に申し

上げましたが、平成27年度の各会計歳入歳出決算

額につきましては、財政課長より説明を申し上げ

ます。 

○秋葉孝博財政課長 平成27年度決算につきまし

て、主要施策の成果等報告書により御説明いたし

ます。 

 報告書の１ページから２ページをごらんいただ

きたいと存じます。各会計決算額総括表でござい

ます。表内の金額は円単位でございますが、1,000

円単位で御説明させていただきます。 

 一般会計では、歳入決算額は240億715万4,000

円、歳出決算額は239億3,757万3,000円、歳入歳

出差し引きでは6,958万1,000円となるものでござ

いますが、このうち1,627万1,000円は平成28年度

への繰越事業の財源となるものでございまして、

これを除きました実質収支額は5,331万円の黒字

となるものでございます。 

 10の特別会計につきましては、それぞれの設置

目的により事務事業を行っておりまして、歳入歳

出差し引きで不足が発生している会計は、特別会

計の上から４段目、網走湖整備特別会計の12億

9,646万6,000円と、その下、能取漁港整備特別会

計の５億6,488万7,000円の２会計となっておりま

す。 

 次に、３ページをお開きください。一般会計決 

算額の前年度比較でございます。（１）款別歳入 

決算額年度別比較表をごらんください。歳入の主

な比較増減につきまして、御説明いたします。 

１の市税は、対前年１億6,337万8,000円の減

で、主な要因は、個人市民税の減でございます。 

６の地方消費税交付金は、対前年３億2,441万

6,000円の増で、主な要因は、消費税率の引き上

げの平年度化による増でございます。 
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14の使用料及び手数料は、対前年１億3,068万

1,000円の増で、主な要因は、子ども子育て支援

新制度への移行に伴い、負担金から使用料へ変更

になったこと及び公立保育所への給付費が同額使

用料にも計上されることによる増でございます。 

 15の国庫支出金は、対前年３億8,582万6,000円 

の増で、主な要因は、子ども子育て支援新制度へ

の移行に伴う増や、国の緊急経済対策による地域

消費喚起及び地方創生に係る交付金の増でござい

ます。 

16の道支出金は、対前年３億3,858万3,000円の 

増で、主な要因は、子ども子育て支援新制度への

移行に伴う増や、認知症高齢者グループホーム整

備事業に係る補助金の増でございます。 

18の寄附金は、対前年５億4,164万2,000円の増

で、主な要因は、ふるさと納税による寄附金の増

でございます。 

19の繰入金は、対前年25億6,612万1,000円の減

で、主な要因は、地域の元気臨時交付金基金の繰

り入れの減でございます。   

20の繰越金は、対前年２億2,209万1,000円の増

で、主な要因は、国の緊急経済対策に伴うプレミ

アムつき商品券の発行における販売収入を前年度

から繰り越したことによる増でございます。 

21の諸収入は、対前年１億3,444万2,000円の減 

で、主な要因は、プレミアムつき商品券の販売収

入の減でございます。   

22の市債は、対前年３億9,160万3,000円の増

で、主な要因は、一般廃棄物処理施設の整備に係

る市債の増でございます。 

以上、一般会計歳入決算額240億715万4,000円

で、対前年比2.6％の減でございます。   

次に、４ページの（２）性質別歳出決算額年度 

別比較表をごらんください。歳出の主な比較増減 

につきまして、御説明いたします。   

２の物件費は、対前年５億1,036万9,000円の増

で、主な要因は、ふるさと納税に係る返礼経費の

増でございます。 

３の維持補修費は、対前年１億8,357万9,000円 

の減で、主な要因は、除雪経費の減でございま

す。   

４の扶助費は、対前年３億4,020万2,000円の増 

で、主な要因は、子ども子育て支援新制度への移

行に伴う給付費の増でございます。 

５の補助費等は、対前年３億3,453万9,000円の 

増で、主な要因は、プレミアムつき商品券の発行

による増でございます。 

６の普通建設事業費（１）補助事業費は、対前 

年３億3,788万4,000円の増で、主な要因は、市営

住宅の整備による増でございます。同じく（２） 

単独事業費は、対前年24億8,526万3,000円の減

で、主な要因は、市民健康プール及び天都山展望

台・オホーツク流氷館の整備完了による減でござ

います。   

７の災害復旧費は、対前年２億8,650万7,000円

の増で、主な要因は、大雨により被災した道路等

の災害復旧費の増でございます。 

９の積立金は、対前年２億9,143万9,000円の増

で、主な要因は、ふるさと寄附金の基金積み立て

の増でございます。 

12の操出金は、対前年２億9,117万6,000円の増

で、主な要因は、旧流氷館の解体経費に係る繰出

金の増でございます。 

以上、一般会計歳出決算額239億3,757万3,000

円で、対前年比1.7％の減でございます。   

以上、平成27年度の決算につきまして簡単に御

説明いたしましたが、よろしく御審議くださいま

すようお願い申し上げます。 

○渡部眞美委員長 以上で、追加説明を終了いた 

します。 

それでは早速、本日の日程であります認定第１ 

号中、企画総務部、議会、会計、選管、監査、公 

平委員会、固定資産評価審査委員会、経済部、観 

光部及び農業委員会の所管に関する細部質疑に入 

りますが、まず最初に、経済部、観光部及び農業 

委員会を除く所管分について細部質疑を行いま 

す。 

 それでは、挙手願います。  

○川原田英世委員 それでは、まず私のほうから

歳入の滞納分について若干質問させていただきた

いと思います。 

前年に比べ3.4％の減ということでありますけ

れども、まず、その原因をどのように把握されて

認識されているのか、お伺いします。 

○野呂俊広税務課長 先ほど、財政課長のほうか

ら、市税収入の減少の要因が個人市民税の減収と

いう説明がありまして。 

○川原田英世委員 委員長、申しわけありませ

ん、質問をし直していいでしょうか。 

資料の名前からまず言ったほうがいいのかなと

思いまして。 

 会計歳入歳出決算意見書のほうの11ページに、
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歳入状況についてというふうにありますけれど

も、市税の滞納分について、前年度に比べて3.4

％減というふうになっておりまして、91.8％とい

うふうにありますけれども、減少してしまった原

因をどのように認識されているのか。滞納分につ

いてです。それを伺いたいと思います。 

○野呂俊広税務課長 市税の滞納繰越分が減少し

た要因ということであります。 

 今、全体的には意見書の12ページをごらんいた

だきたいと思います。 

 12ページの一番下のほうに市税収入率の状況と

いうことで載ってございます。滞納繰越分の収入

率が、前年度、平成26年度で9.1％から平成27年

度は11.1％に上昇をいたしました。これによって

滞納繰越額が減少したということになっておりま

す。 

 滞納繰越の減少の要因でございますけれども、

平成27年度において収入済額が前年より上がった

ということでは滞納処分による差し押さえ、ある

いは差し押さえの警告の段階で比較的大きな収入

が得られたということから、滞納繰越額が減少し

たということでございます。 

○川原田英世委員 ということで、取り組みの成

果があったということですね。 

○渡部眞美委員長 暫時休憩いたします。 

午前10時18分休憩 

午前10時19分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 川原田委員の質疑から。 

○川原田英世委員 理解いたしました。 

滞納率は、こういうプラスになっているという

ことで、ただ、全道的に見ると、徴収率は30位で

あるということで、低いのだと思うのですが、こ

れに対する取り組みということで、今後さらに強

化を図っていくというふうに記載があるのですけ

れども、具体的にどのようなことを検討されてい

るのか、お伺いいたします。 

○野呂俊広税務課長 収納の率向上に向けた取り

組みでございますけれども、まず１点目に、滞納

者、あるいは収入未済者に対して、早目の折衝を

行っていくということが大事なのかなというふう

に思っています。その上で、納付相談などがあっ

た場合には、丁寧に応じて、状況に応じながら分

割納付などにも応じていくということ。それか

ら、口座振替率なのですけれども、今33.2％です

けれども、これを引き上げていきたいというこ

と。それから、滞納処分ということであれば、例

えば約束を何回もほごにされる方であるとか、あ

とは折衝にも応じていただけない方、それから資

力、担税力があるのにもかかわらずなかなか納入

に応じてくれない方については、財産調査を徹底

して、滞納処分をしっかり行っていくということ

が大事になってこようかと思います。 

 それから、従来の取り組みでもやっているので

すけれども、強化月間を設けていくということ、

それから夜間窓口の開設、それからインターネッ

ト公売などを実施して、さらに収納率を高めてい

きたいというふうに思っています。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 これについて、目標の設定というのはされてい

るのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 特に何％まで上げるという

目標設定はございませんけれども、まだまだ全道

から見れば収納率としては決して高くはないほう

だと思っていますが、実は、滞納繰越分と現年度

分を合わせた91.8％という収納率は、昨年、平成

９年度以来の91％台に達したということで、これ

が２年連続91.8％台を確保したという状況にござ

いますので、これをさらに維持向上していきたい

というふうに考えてございます。 

○川原田英世委員 年々取り組みの成果があって

上がってきているということで理解したのですけ

れども、全道平均から比べるとやはりまだ低いと

いうことであります。 

他市の取り組み等もいろいろと伺ってはいるの

ですけれども、やっぱり直接会うということがま

ず一番大切だということ、私も共通の思いなので

すけれども、会うというのはやはり伺っていると

いうこと、電話でアポイントをとって伺っている

のか、どのような形で直接会われているのか、お

伺いしたいのですが。 

○野呂俊広税務課長 まず、督促状を発付した段

階で、納税義務者の方からお電話を頂戴して会う

こともございますし、窓口に来て納付相談という

ことで相談に上がるということもございます。 

○川原田英世委員 直接伺うというのは、ではそ

の後の段階ということで、理解してよろしいです

か。 

○野呂俊広税務課長 直接会うのはそのような段

階で、後のことになるということでございます。 

○川原田英世委員 理解しました。 
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 やはり直接会うという機会をふやして、いろい

ろな提案をしていくということが非常に大事なの

ではないかなというふうに思います。 

 ただ、他市でお話を伺っていると、滞納されて

いる方は忙しい方が多くて、すっかり忘れていた

というケースが非常に多いということで、なかな

か電話だとかコミュニケーションがとれない方が

多いといことですので、やっぱり新しい仕組みと

いうか、いろいろなものが必要になってくるのか

なと思いますし、ほかの町では、完全に委託をし

てしまっているというところもあったり、取り組

みは多様にあるようです。 

市の中でも、市の職員ではなくて、もともとそ

ういった業界で働いていた方を入れて対応してい

ただいたり、以前にもそういう質問があったかと

思うのですけれども、そういったことも検討して

いただいて、取り組みをさらに進めていただきた

いなというふうに思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○永本浩子委員 決算審査意見書の12ページで、

今の市税の徴収の件なのですけれども、入湯税と

か、都市計画税、純固定資産税が80％台というこ

とで、特に入湯税などがこんなに低いというの

は、何か理由があるのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 まず、入湯税の関係なので

すけれども、収納率が81.2％ということです。 

入湯税と申しますのは、鉱泉浴場に入浴するお

客様から150円徴収するという税なのですけれど

も、今はもう既に経営を移譲しましたけれども、

経営移譲前の法人が納入をしていただけていない

という状況から、このような収納率になっていま

す。 

 都市計画税と固定資産も合わせてなのですけれ

ども、収納率が80％台というのは、これも同じ

く、市内の観光産業を中心とする法人がなかなか

納めていただけていないという状況から、収納率

が80％台になっているということでございます。 

○永本浩子委員 そうしますと、経営移譲前の法

人からの未納分がずっと引きずっているというこ

とになると、永久に回収できないという形になる

のでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 計上前の未収納滞納繰越分

については、現在、法的手続を執行中でございま

す。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 市税の関係なのですけれども、先ほど、川原田

委員のほうからもありましたけれども、やっぱり

網走市としては、道内で35市中、30位ということ

で、前年度は29位と。深川市とか、ほかの徴収率

のいいところの何か工夫例とか、そういったこと

は研究されているのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 市税収納率の向上に向けた

取り組み、あるいは研修についてはいろいろ研修

をしましたり、他市町村の状況を振興局のほうか

らいろいろ情報をいただいたりというような取り

組みはしてございます。 

 ただ、他市町村と比べて収納率が低いというの

は、他市町村と産業構造がなかなか違うというこ

ともございまして、先ほど言った固定資産税の大

口の関係ですとかは、例えば同じ観光都市である

小樽市ですとか登別市も同じような状況かなとい

うふうに思っているところでございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 これからもやっぱりいろいろ大変かと思います

けれども、ぜひ、払えるのに払っていないところ

とか、網走市として、その辺工夫できるところ、

先ほどいろいろと具体例を挙げていただきました

けれども、続けていっていただきたいと思いま

す。 

あと、主要施策の成果等報告書の35ページなの

ですけれども、土砂災害ハザードマップ作成事業

のところで、平成27年度土砂災害ハザードマップ

データの作成ということで、２地区ということで

上がっていますけれども、この２地区というの

は、具体的にはどこの地域だったのでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 土砂災害ハザードマップ

作成事業に関するご質問ですが、平成27年度に基

礎調査を実施してハザードマップを作成した地区

につきましては、天都山地区１カ所、あとは鱒浦

地区１カ所ということになっております。 

○永本浩子委員 天都山地区と鱒浦地区というこ

とで、鱒浦も今回、避難勧告が出たかと思うので

すけれども、このハザードマップの作成というこ

とで、今回の大雨とか台風にどう生かされたとい

うか、そういった生かされたということはありま

すでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 こちらの鱒浦地区につき

ましては、具体的には南小学校の下のほう、つく

し６丁目に下水道の処理のポンプ施設があるので

すが、そちらの裏手のほうの山の箇所について調

査を行うということで、そちらに住家がございま

せんので、今回の台風による被害について、特に
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影響があったということでは報告は受けておりま

せん。 

天都山地区につきましては、今回基礎調査を

行ったのですが、住民に対して説明を行ったり、

ハザードマップという段階まで、指定自体が道の

ほうで行われていない箇所で、今後、指定を行う

ということで作業を進めるところでございまし

て、その地区につきましては、今回ハザードマッ

プだとか、そういったものはお配りをしていない

という状況になっております。 

○渡部眞美委員長 暫時休憩をいたします。 

午前10時33分休憩 

午前10時35分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開をい

たします。 

 永本委員に対する答弁からお願いいたします。 

○石井公晶総務課参事 土砂災害ハザードマップ

の関係の御質問ですが、平成27年度に北海道の基

礎調査が終わりまして、それに基づいてマップの

データ自体はつくってはいるのですが、住民の方

とかにお知らせするにつきましては、今後につい

て対応したいというふうに考えております。 

 今回の台風に関して、具体的な部分で住民にお

知らせをしたというふうな対応はしていないので

すが、今後につきましては、平成28年度以降に住

民だとかの説明会を行いまして、マップの配付だ

とかということで周知を図りたいというふうに考

えております。 

○永本浩子委員 ハザードマップは、もう既に配

付はされていると思うのですけれども。 

○石井公晶総務課参事 調査自体は終わって、基

礎調査に基づいてデータ自体はつくっているので

すが、マップ自体はまだ作成前で、それに基づい

て住民に配付するということはまだしておりませ

ん。 

○岩永雅浩企画総務部長 土砂災害ハザードマッ

プの関係ですけれども、参事が説明しているの

は、北海道の調査についてのデータを整えたのが

２地域です。それについても指定地域としてまだ

指定されていませんので、まだ住民の方にお知ら

せをする段階ではないということです。 

おっしゃるようにマップはありますけれども、

それを順次というのでしょうか、北海道の指定に

基づいてマップとして整えていく必要があるので

すが、今のところまだ調査のデータをいただいた

という段階だという説明でございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 今回のデータが今後新しく刷新されるハザード

マップに生かされるためのデータということの捉

え方でよろしいでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 そのとおりでございま

す。 

○永本浩子委員 わかりました。 

今回のこのデータということとまたちょっと違

うかもしれないのですけれども、今、台風が連続

で上陸したり、各地でいろいろな被害があるとい

うことで、市民の方からもハザードマップに関し

て関心がちょっと高くなっている感じで、ここの

つくり方がおかしいのではないかとか、結構いろ

いろな御意見をいただいたりしておりまして、

せっかくつくって、これからまた刷新をして配る

こともあるかと思いますけれども、ハザードマッ

プをもっと市民の方に活用してもらって、災害の

ときには、それが生かされるような方向性もきち

んと考えていっていただければと思います。 

そして、その次の、津波避難計画推進事業なの

ですけれども、予算減額が69万6,000円で決算額が

18万8,000円ということで、約50万円余っていると

いうことになるのですけれども、どうしてこんな

に決算額と開きが出たのでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 津波避難計画推進にかか

わる御質問ですが、予算額と決算額に開きが出た

理由についてでございますが、当初予定していま

した避難訓練等につきまして、なかなか地区との

調整がつかない部分がありまして、今回そういう

経費について利用しなかったというところが大き

いところです。 

 ただ、訓練につきましては、市内の幼稚園だと

か、町内会に費用のかからない形で訓練の参加を

している場合がございますので、訓練自体がな

かったということでは把握はしておりません。 

○永本浩子委員 当初予定していた避難訓練が地

区との調整がつかなかったということで、どれぐ

らいの数を予定していたのでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 １地区ないしは２地区で

一応実施をしたいというふうに考えていたのです

が、地区との調整がなかなかつかない部分がござ

いまして、結果的には予定していた地区での実施

はできなかったのですが、先ほどもお答えしたと

おり、幼稚園だとか、そういった部分での避難訓

練は行われて、そちらのほうには参加したという

ふうに記憶しています。 
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○永本浩子委員 ということは、予定していた地

区は全くできなかったということで、50万円余っ

たということになるのでしょうか。 

○石井公晶総務課参事 そのとおりでございま

す。 

○永本浩子委員 多分、市で予定したということ

は、津波の危険があると思われた地区だと思うの

ですけれども、なかなか調整がつかなかったとい

うのは、大事なことだと思いますので、これで50

万円も余ったから次年度予算をつけるなという言

い方をするつもりは全くないのですけれども、網

走はどうしても、今まで災害が少なかったという

ことで、もしかしたら災害に対する認識が弱いと

いうか、甘く見てしまう市民感情もあるかと思う

のですけれども、最近の気象状況の変化等の感じ

を見ていますと、多分市民の方々も、今までとは

違う対応をきちんとしていかなければいけないな

と、意識が高まってきているのではないかと思い

ますので、ぜひそういったところ、市民の命を守

る、災害で大きな被害を出さないためにという観

点から、調整がきちんとつくように、そして危険

だと思われるところの訓練はぜひできるように、

よろしくお願いしたいと思います。 

 あと、網走市各会計歳入歳出決算書の179ページ

なのですけれども、真ん中よりちょっと下のほう

で、６次産業化プロデューサー育成事業400万円と

いう予算がついているのですけれども、この事業

の中身と成果というのは、どういう感じなのか教

えていただきたいのですけれども。 

○高井秀利企画調整課長 ６次産業化プロデュー

サー育成事業の事業内容等についてであります

が、東京農業大学が実施をいたします人材育成プ

ログラムに対しまして、網走市として補助をして

いる事業であります。 

平成27年度は、ものづくり・ビジネス地域創成

塾に第６期生として募集をしたものに対しての補

助でありますけれども、６期の修了生が11名い

らっしゃいます。この中で、網走から受講された

方は４名という実績であります。ほか、大空町、

斜里町、湧別町、北見市、津別町というところか

らも参加はされております。 

○永本浩子委員 近隣の方も参加されて、創成塾

への補助という形で400万円ということだったのだ

と思います。なかなか成果といっても難しい部分

があるかと思うのですけれども、この育成事業、

平成28年度の予算には入っていなかったかと思う

のですけれども、平成27年度だけのものだったの

でしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 平成28年度につきまし

ては、平成27年度の地方創生交付金の事業を翌年

度に繰り越して実施をしておりますので、引き続

き平成28年度も補助をする予定でございます。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 なかなか成果が見えづらいかと思うのですけれ

ども、網走にとっては、６次産業化はとても大切

な分野だと思いますので、今後もやっぱりしっか

りと続けていっていただきながら、少しでもこれ

が成果に結びつくようにしっかり見ていっていた

だきたいと思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○田島央一委員 １点、確認からちょっとさせて

いただきますが、主要施策の成果等報告書、35

ページの２段目、津波避難計画推進事業でござい

ますが、先ほど、地域と調整できなかったという

お話があったかと思うのですが、私が住んでおり

ます卯原内の地区で、昨年11月末に避難訓練を予

定していたのですが、当時、悪天候で警報が出ま

して、市の総務課の方がたしか来られないという

ことで、延期になったと承知しておりますけれど

も、基本的にそれでよろしいのですよね。 

○石井公晶総務課参事 卯原内地区で予定してい

た部分は、委員おっしゃるとおり天候等の関係で

実施はできなかったのですが、今年度について、

６月に実施をさせていただきましたので、今年度

については図上の訓練ではありますが、訓練は

行ったというふうに理解しております。 

○田島央一委員 確認でしたので、地域との調整

ができていないと言うと、何かトラブルがあった

のではないかというふうに思われるのですけれど

も、そうではなくて、悪天候であったということ

と、市のほうで警報が出たときには対処しなけれ

ばいけないということが最優先であったというこ

とで、私どもは理解しておりますので、その点

ちょっと確認のため質問させていただきました。 

 それでは、この流れで、同じ下の35ページの冬

季避難所停電対策事業についてお伺いしたいと思

います。 

 私の地元のほうでは、冬場に停電になることが

ありまして、2014年12月に、たしか７時間ぐらい

卯原内でも停電いたしまして、何時間続くのだろ

うと思って非常に不安な時間を過ごした記憶があ
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ります。 

そこでちょっとお伺いしていきたいのですが、

これまで対策を講じてきた箇所、多分学校単位で

はあると思うのですが、過去に対策したポータブ

ルストーブ等を整備してきたという箇所を教えて

いただきたいと思います。 

○石井公晶総務課参事 避難所における冬季停電

対策についての御質問でございますが、これまで

の整備した箇所につきましてお答えします。 

拠点の避難所となる小中学校について、そうい

う停電対策の資材等の整備を平成25年度から行っ

ておりまして、平成25年度は西小学校、東小学

校、第五中学校、平成26年度につきましては、中

央小学校、白鳥台小学校、第四中学校、平成27年

度につきましては、網走小学校、南小学校、第一

中学校のほうに配備を完了しております。 

○田島央一委員 もう１点お伺いしたいのが、私

の地元のほうの西が丘小学校はまだ未整備をなっ

ておりますが、今後どのように進めていくのか、

もし決まっているのであれば、見通し等含めて教

えていただきたいと思います。 

○石井公晶総務課参事 今後の今年度も含めた予

定につきましては、今年度につきましては、潮見

小学校と第二中学校、第三中学校への整備を予定

しておりまして、来年度につきましては、呼人小

中学校、西が丘小学校のほうへ配備をする予定と

なっております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 非常に郊外地区、冬季に停電するという状況が

想定される場合には、大体国道も通行どめになっ

ていて、例えば何か買いたいと思っても、僕なん

か卯原内地区ですけれども、コンビニまでも行け

ないみたいな状況もかなり想定できますので、郊

外地区のほうは早目に整備していただきたいなと

いう思いは持っておりますが、見通しのほうが示

されましたので、その点は承知しました。 

 あと、道の補助金が入っていますので、多分、

そのくくりで学校ということになっていますが、

今後、コミセンとか避難所に対して、ポータブル

ストーブを整備していくだとかということがあれ

ば、郊外地区のほうがなかなか身動きもとれない

という状況が想定されますので、その点も含めて

今後配慮いただければなということを意見として

申し添えたいと思います。 

 次に、財産に関する調書、こちらのほうで

ちょっと１点確認したいことがありまして、６

ページの物品ですね。 

物品の中に、自動車類と重要備品というふうに

記載があります。重要備品の中で、決算年度中増

減でマイナス16と書いてありますけれども、16点

ですか。これは、そもそも重要備品というのはさ

まざまあると思うのですけれども、大体どういっ

たものが重要備品という位置づけなのかというこ

とと、 16個減になった部分は何かというのを

ちょっと教えていただきたいのですが。 

○秋葉孝博財政課長 まず、重要備品の中身です

けれども、これにつきましては、網走市物品会計

規則に定めがありまして、この調書には購入価格

50万円以上の備品を記入するということになって

おります。 

 処分をした16の内訳ですけれども、本庁舎にあ

りますコンピューターの周辺機器ですとか、それ

から農産物高次加工研究施設、ここで備品として

あったもので、同じくコンピューターの本体です

とか、そうしたものの処分をしたということでご

ざいます。 

○田島央一委員 50万円以上のものということ

で、購入時ですからそれなりに高価なものであっ

たとは思うのですけれども、パソコンとかそう

いったものであれば、時期がたてば価値も大分な

くなってくると思いますので、その点は承知しま

した。 

 次に、平成27年度決算委員会資料要求項目、こ

ちらの資料になります。項目が表に大分書いてあ

るのですが、そちらの11番、所属別職員の時間外

勤務状況についてお伺いしていきたいと思いま

す。 

 実は昨年も、決算委員会で私のほうから質問さ

せていただいたのですが、１人平均の時間外勤務

の状況を見ると、観光課が断トツに時間外労働が

多いという状況がありまして、昨年質疑している

中で、臨時職員を配置するので、その辺は軽減で

きるのではないかというふうに答弁いただいたと

思うのですが、この数字を見て、市のほうとして

はどのような分析、評価をしているのか、お伺い

したいと思います。 

○小松広典職員課長 観光課の時間外に係る御質

問でございますけれども、ことしの実績につきま

しては、昨年の質問のあったときと変わった点に

つきましては、昨年からマラソン大会が実施され

たというところで、そこの部分についてふえたと

いう認識でおります。 
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 臨時職員の対応というところでの、昨年につき

ましては、そのような御回答をさせていただいた

のですけれども、去年のマラソンの時期につきま

しては、職員を２名ほどその期間の前から併任を

かけまして、それで大会については対応したとい

う経緯でございます。 

そこの部分につきましては、平均として561時間

という形で、人数につきましては区切りの部分、

期間を見て、これは年度末の人数にしているもの

ですから、結果として平均の時間数がふえたとい

う結果になっております。その２名分の時間も

入っていて、そして人数については、現行の人数

ということになっているものですから、平均の時

間としてはふえているということになっておりま

す。 

○田島央一委員 承知しました。 

 数字上の部分もわかるのですが、ちょっとこの

点だけはちゃんと申し述べたいと思うのですが、

観光課の仕事を見ていると、非常にイベントなん

かにも参加しなければならないということで、多

分時間外勤務というのは相当あるのだなというの

はよくわかりましたし、あとその中で、ちょっと

自分としては違和感があったのですが、個人名を

出すことはないのですけれども、観光部長が、例

えばイベントでテントを率先して立てていて、本

当にこれは観光部長のする仕事なのかなというの

は、私自身は疑問に思っていまして、ぜひとも、

市の幹部職員の方は頭脳を使って観光施策をやっ

ていただきたいのですけれども、現状を見ている

と、頭突きをしているのですよね。頭を使うのだ

けれども、使い方をちょっと間違っているのでは

ないかと私は思っていて、それは多分、市の職員

の責任だけではなくて、地域住民、お祭りだとか

イベントを主催する側にも責任があって、実は私

もさんご草まつりのほうを主催してやっているの

ですが、数年前には、お祭りをやるに当たって、

市の職員、何で手伝いに来ないのだみたいなこと

を言う人がいたのですね。そういうものなのかな

と思って、僕はちょっと疑問に思っていたのです

けれども、実際、自分はさんご草祭りをやってい

る中で、市の職員にテントを立てるのを手伝って

くれだとか、頼んだことはないのですけれども、

ほかのお祭りなんかを聞いてみますと、市の職員

だとかが出てきて、テントの設営や準備を手伝わ

ないと、市役所は非協力的だみたいな言い方をす

る地域住民もいると聞いておりますので、そこは

市の体制も含めてとはまた別に、例えば市議会議

員でも相当イベントやっている皆さんは大変多く

いらっしゃいますから、余り市の職員、特に観光

課に負担をかけないような形で、啓蒙だとかも

しっかりしてもらわないと困るなと、私は思って

おります。その点は１点、申し添えたいと思って

おります。 

 あと、最後に、都市開発課のほうも時間外勤務

の時間が相当ふえておりますが、ここの分析だと

か評価についても、ちょっとお伺いしたいと思い

ます。 

○小松広典職員課長 都市開発課の時間外がふえ

ている件でございますけれども、こちらの部分に

つきましては、災害復旧対応に係る部分でござい

まして、昨年の大雨対応に係る部分の時間がふえ

たということで認識しております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 その状況であれば、今年度も相当時間外で働か

れているのかなとも思いますし、また、その辺い

ろいろ数値が出てきたら、またしっかりチェック

をしていきたいなと思います。 

 以上で、私の質問は終わります。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩をいたしま

す。 

午前10時59分休憩 

午前11時09分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○小田部照委員 主要施策成果報告書33ページ、

地域おこし協力隊活用事業についてお尋ねいたし

ます。 

 成果報告書にも記されていますが、改めてこの

事業の目的、内容等についてお聞かせいただきた

いと思います。 

○高井秀利企画調整課長 地域おこし協力隊活用

事業でありますが、三大都市圏などから生活拠点

を網走に移していただいて、地域おこし協力隊と

して網走市内で活動していただく方に対する事業

であります。 

 昨年度につきましては、天都山展望台・オホー

ツク流氷館に１名を８月10日から配属いたしまし

て、業務内容といたしましては、施設の案内です

とか施設のＰＲ、それに加えまして、航空会社の

イベント等にも参加をして施設のＰＲに務めてい

ただいております。 
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○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、１年たって、その経過と実績をどの

ように評価しているのか、伺います。 

○高井秀利企画調整課長 ８月10日から約１年

ちょっと過ぎておりますけれども、積極的に自分

で企画を考えて集客に対する事業等も行っており

ますので、一生懸命やっていただいているとは思

うのですが、まだ１年しかたっておりませんの

で、任期３年間なのですけれども、その終了後に

関しましては、今のところ未定という状態になっ

ております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 これら協力隊は、全道的に研修会や交流会など

が開かれているようですが、当然、本人も参加さ

れているものだと思いますが、網走に実際住んで

みて働いてみて、いろいろな課題ですとか印象、

いろいろなことが思っていたものとは違うとかい

う、そういった思いは一体誰が把握して、市はど

のように対応されているのでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 地域おこし協力隊のフ

ォローでありますけれども、募集とフォローアッ

プにつきましては委託をしておりまして、委託会

社のほうで毎月１回、必ず本人と面接をしており

まして、その状況につきましても、委託会社から

市のほうに報告が届いております。 

 この方につきましては、学生時代４年間、網走

で過ごしておりますので、網走に対しての認識、

ギャップというものは特にお持ちではないので、

今のところ積極的に活動されているというふうに

把握をしております。 

○小田部照委員 この事業は、３年間の事業とい

うことですが、終了して４年目でも必要に応じて

起業するだとかの場合は、上限を100万円として支

援策があるようですが、これ以前に、３年間で

しっかりと網走になじみ、将来に向かって希望を

持って、網走人となっていくことが大切な目標の

一つだと思いますが、本人の考えと市の働く場所

の対応とかも含めて、一致することが大切なこと

だと思いますが、このためにどのような対応を今

後されていくのか伺います。 

○高井秀利企画調整課長 地域おこし協力隊の今

後につきましては、適宜本人と市もコミュニケー

ションをとっておりまして、今のところ、特に何

か起業したいというような考えはお持ちではない

のですけれども、今後につきましては、本人が継

続して網走に住む場合は、そのときのフォローも

含めて、私たちのほうでやっていきたいというふ

うに考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 この事業は大変好評のようで、全国で2,625名が

参加されていますが、その中でも北海道が一番多

く、369人の隊員がそれぞれの地域で活躍している

ようです。 

隣、知床羅臼町では４名の隊員がおり、一番多

いところは東川町で15名となっています。網走は

１名ですが、これからは、この制度を積極的に活

用していけるような網走になるべきだと思います

が、どうでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 総合戦略のＫＰＩにも

地域おこし協力隊の網走の移住というものを上げ

ているのですけれども、平成28年度につきまして

も１名採用する予定でありまして、10月より、ま

た天都山展望台・オホーツク流氷館のほうに配属

をする予定となっております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 こうした施策、または考え方が、人口減少社会

に立ち向かい、地域を発展させていくとてもいい

方法だと私は思っています。これからも積極的な

取り組みと成果を期待して、質問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宜裕委員 私からは、まず、まちづくり推

進事業のおいしいまち網走ＰＲ事業について伺い

ます。これは、決算書の179ページ、成果報告書34

ページに記載されております。 

 まず、この決算の中で伺いたいのは、これはた

しかポイント制でやっているふるさと納税だと思

うのですけれども、繰り越して、まだ使用されて

いないポイントというのは現在どれぐらいあるで

しょうか。 

○高井秀利企画調整課長 申しわけありません。

繰り越しているポイントにつきましては、ちょっ

と現在数字を持っていないので、後ほど報告させ

ていただければと思います。 

○古都宜裕委員 では、たしか以前、川原田委員

の質疑の中であったと思うのですけれども、繰り

越されているポイントというのが、そのまま経年

で経過してしまった場合、その帰属が網走市では

なくＪＴＢで、いわゆる媒介のコンサルのほうに

移譲してしまうという話だったのですけれども、

それは、そのような形で間違いなかったでしょう

か。 

○高井秀利企画調整課長 ポイントとして発行し
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ていただく費用をこちらのほうで負担しておりま

すので、そのままポイントはＪＴＢのほうで所有

することになります。 

ただし、ポイントを使う期限が２年間あります

ので、その２年間の間に使っていただけるような

注意喚起につきましても、ＪＴＢのほうにお願い

をしておりまして、適宜ＪＴＢのほうからもメー

ルですとかはがきという形で、ポイントをお持ち

の方には連絡が届くようになっております。 

○古都宜裕委員 ポイントなのですけれども、

しっかりと市内で消費していただかないと、やっ

ぱりふるさと納税の意味としてのもう一つの網走

のＰＲもそうですけれども、業者に対する行き渡

りにならないと思うのですけれども、そうした一

方的にＪＴＢにお願いするだけではなく、網走市

からも何かしら発信していく必要があると思うの

ですけれども、その辺はどういうふうになってい

るでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 網走市でもポイントの

所有の方に、メールのアドレスをお持ちの方には

メールで、あなたは何ポイント残っておりますよ

という形で通知をしておりまして、ポイントを

使っていただきたいというお願いはしておりま

す。 

 平成28年度からなのですけれども、これまで１

万円に対して5,000円ポイントだったものを、端数

が発生しないように１万円以上につきましては

1,000円単位でも500ポイントを渡している形にし

ておりますので、その形でポイントがなかなか残

らないような形の取り組みを進めたいなと思って

おりまして、これを７月から始めておりますの

で、それも合わせてポイントを使うという方もい

らっしゃるというふうには考えております。 

○古都宜裕委員 ポイントが残ることによって、

今、マスコミ媒体等で見ると、寄附はして商品を

いただかないことが、その地域に対しての災害被

災地だとかの支援につながりますみたいな書き方

があるのですが、網走の場合は、それには当ては

まらないという考えでいいのですか。 

○高井秀利企画調整課長 被災地が事務を取り扱

うのは大変な状況だということで、それに関連す

る都市がかわりに寄附を受領して、そのままとい

う形もあります。 

網走市の場合は、そういったことはやっており

ませんので、網走市の返礼品をお送りさせていた

だいております。 

○古都宜裕委員 このたびの北海道も受けた大変

な台風被害によって、現在、先行していて、そう

やってポイントなり寄附をした上で、返礼品をも

らわない方法が寄附になりますよというのが先行

しているものですから、例えば網走出身の方が、

網走を応援したい意味で、そうしてやったところ

で、それは網走市に対する還元になる。むしろ商

品に還元していただいたほうが、地元にお金が落

ちるという仕組みだということで、積極的にちゃ

んと発信する必要もあると思うのですけれども、

いかがでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 委員おっしゃるとお

り、ポイントを使っていただかないと本当に意味

がなくなってしまいますので、そこは積極的に、

網走市としても周知等、ＰＲ等をしていきたいと

いうふうに思っております。 

○古都宜裕委員 今どれぐらいポイントが浮いて

いるという部分も聞きたかったのですけれども、

それは後ほどということだったので、次の質問に

行きたいと思います。 

 決算書179ページの少し下のほうなのですけれど

も、東京農大学生確保対策支援補助金とあるので

すけれども、平成26年度は60万円の決算だったの

ですけれども、今回300万円の予算をつけた上で

190万円ということで、どの程度学生の確保につな

がったのかなと思いまして、それを伺いたいと思

います。 

○高井秀利企画調整課長 東京農業大学学生確保

対策支援補助金でありますけれども、東京農大が

実施しております学生確保対策事業に対します補

助金でありますけれども、平成27年度の実績とい

たしましては、保護者が市民の方、この方たちに

は20万円の補助金になるのですけれども、これが5

名で100万円、農大の連携校は10万円になるのです

けれども、こちらが６名で60万円、友好都市出身

の方ということで、10万円が３名いらっしゃいま

して30万円となっております。 

この友好都市につきましては、厚木市からの入

学になりまして、３名いらっしゃるのですけれど

も、そのうち２名の方が過去に厚木市からの少年

少女訪問団で網走に来たことがあるという方が入

学されておりますので、これまでの友好都市の取

り組みが成果としてあらわれているのではない

か、成果の一つではないかというふうに考えてお

ります。 

○古都宜裕委員 そういったプラスのいろいろな
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施策がつながって、こちらにつながっているのだ

という部分もしっかりとＰＲしていただいた上

で、しっかりやっていただければと思います。 

 次の質問に入ります。 

 次、181ページなのですけれども、生活緊急情報

メール配信事業、これについて、予算、決算は昨

年も同様、平成26年も同じなのですけれども、た

しか平成26年度だと登録者数が655件だったのです

けれども、現在の登録者数はどのようになってい

るでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 生活緊急情報メール配

信事業の登録者数でありますけれども、平成28年

８月末現在でいきますと、1,936名の方が登録をさ

れております。 

○古都宜裕委員 一般質問等でも、災害対策につ

いていろいろ議論もありましたけれども、市内の

中高生もほとんど１人１台といっていいほど携帯

電話を持っていますし、携帯電話を持っていると

いうことは、メールアドレスもほとんど持ってい

ると思います。そういった中高生に対しても、

しっかりと登録していただけるような注意喚起も

必要ですし、また、農業大学の学生も外部から来

ます。網走の細かいところを知らない方も多いと

思いますので、そういった部分にもしっかりと注

意喚起を促して登録者数をふやし、いろいろな部

分に活用できるようにしっかりとＰＲ配信をして

いただきたいと思うのですけれども、そういった

注意喚起というのは、どのようになっているで

しょうか。 

○高井秀利企画調整課長 生活緊急情報メール配

信の登録についてでありますけれども、転入者の

方につきましては、転入時にお配りしております

網走ガイドブックの中で、こういう事業をやって

おりますよという周知もしております。 

市内の住民の方につきましては、毎月発行して

おります広報あばしりの最終面にＱＲコードを載

せて、登録いただけませんかということで、毎月

ＰＲをしてはいるのですけれども、なかなか広報

紙を中高生の方が見る機会は少ないかもしれない

ですけれども、保護者の方等につきましては、そ

ういう形でＰＲをしております。 

また、中の紙面にも余裕があるときは載せるよ

うにしておりまして、平成27年度も２回ほど紙面

の中でも告知をしております。 

あとは、公共施設等にもポスター等を掲示し

て、周知を図っていきたいというふうに思ってお

ります。 

○古都宜裕委員 網走川で、それこそ台風、大雨

の後、大変悲しい事故がありましたけれども、中

高生に至っては、教育のほうと連携して、広報あ

ばしりを見てほしいというよりは、学校として積

極的に登録していただくような声がけも必要と思

うのですけれども、そういった学校との連携をど

のように考えていますでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 現在のところ、教育委

員会とは連携を図っておりませんので、今回の件

を契機に、学校現場での周知も可能かどうかも含

めて検討していきたいと思います。 

○古都宜裕委員 わかりました。 

 以上です。 

○高井秀利企画調整課長 先ほどの古都委員から

の御質問で、平成27年度に寄附をいただいた方で

未使用のポイントにつきましては、９月16日現在

になりますけれども、9,273万1,500ポイントが使

われておりません。 

 もう一つ、ポイントが失効する際には、ＪＴＢ

のほうから寄付者に対して、ポイント相当分の網

走の商品を送付するということで、今、取り組み

を考えられているところです。 

○古都宜裕委員 ＪＴＢのほうから、そういった

網走の商品にちゃんとかえた上での発送を考えて

いるということで、消費活動にはつながるのかな

と思いますが、できれば、本人が望むような商品

を送っていただきたいので、選んでいただいて、

網走のプラスイメージにつながるような形にして

いただきたいと思います。 

 以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 それでは、私からも質問をさせ

ていただきます。 

 まず、決算審査意見書17ページに、使用料、手

数料の収入状況という表があるのですが、そこの

下から９段目、公営住宅等駐車場使用料というの

があるのですが、ここの収入率が、平成26年度も

平成27年度もゼロ円ということになっているので

すけれども、これはどのように見たらいいのかな

と思うのですが。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩をいたしま

す。 

午前11時27分休憩 

午前11時29分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた
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します。 

 金兵委員の質疑から。 

○金兵智則委員 済みません。まとめて言えばよ

かったと思うのですけれども、そのページの一番

下、その他使用料のところの平成27年度が、ここ

多分100％になるのではないかなと思うのですけれ

ども、そこも御確認いただければなというふうに

思いまして、次の質問に移ります。 

 決算書177ページ、文化賞表彰費というのがある

のですが、これは、学術・教育・芸術などの発展

に著しく貢献した個人、団体に表彰するというも

のだと思うのですが、たしか当初予算53万2,000円

の決算額17万3,440円ということで、大きく開きが

あるというのと、あと、昨年度の決算は60万円を

ちょっと超えるぐらいだったのかなという記憶が

あるのですが、そこからも大きく下がっていると

いう実態、これはどのような中身なのかをお伺い

したいというふうに思います。 

○岩尾弘敏総務課長 文化賞表彰費に関する質問

ですが、平成27年度は、文化賞については推薦が

ございませんでしたので、該当者なしということ

であったのですが、これについて、市の議員を退

職された方の功労賞の経費ということで、そちら

のほうから支出をしております。 

 平成26年度につきましては、２名の個人の方が

文化賞を受賞されておりますので、そちらの支出

額になったということでございます。 

 以上です。 

○金兵智則委員 せっかくの表彰ですので、多く

あった方がいいのかなと思うのですけれども、推

薦自体が年々減ってきていると。たしか推薦が多

分必要なのだと、表彰を受けるのに第三者の推薦

というのが、たしか条例の中にもあったのかなと

思うのですけれども、推薦自体が少なくなってき

ているとか、そういう流れなのでしょうか。 

○岩尾弘敏総務課長 市の広報、あるいは各団体

等から推薦をいただいておりますが、現在、推薦

の方が少なくなっている状況です。 

○金兵智則委員 それもちょっと残念な話で、網

走の文化ということは、意外といろいろな分野で

発揮されているというふうに思いますので、この

表彰が、だからといって無理やり表彰してくださ

いというわけではないのですけれども、ここが

やっぱりしっかりあったほうがいいのかなという

ふうに思いますので、あらゆる手段を構築して

いったらどうかというふうに思いますけれども、

何かお考えがあれば。 

○岩尾弘敏総務課長 文化賞については、名誉市

民に次ぐ非常に重要な賞であるというふうに認識

しております。 

引き続き、文化連盟であるとか、そういったと

ころに呼びかけをしまして、そういった該当者に

ついては、推薦の該当者を探していくというよう

なことで取り組んでいきたいと思います。 

○金兵智則委員 ここにも若干高齢化の波という

のがあるのかなという考えもありますけれども、

積極的にここをやってくれというものでもないよ

うな気はしますが、ないよりはやっぱりあったほ

うがいいというふうに思いますので、努力をして

いただけたらなというふうに思います。 

 続きまして、防災関係でお伺いします。 

 先ほど来、津波避難計画推進事業なり何なり、

いろいろ質問が出ていましたけれども、もう１

個、防災訓練という中で、地域防災訓練事業とい

うのが179ページにあると思うのですが、これも、

予算額と決算額を比べたときに、大きく下回って

いるといいますか、使われていないという状況が

あると思いますけれども、まず、状況についてお

伺いしたいというふうに思います。 

○石井公晶総務課参事 地域防災訓練に関する御

質問でございますが、平成27年度の訓練実施地域

につきましては、潮見地区で実施をしてございま

す。 

ただ、訓練の内容につきましては、実動を伴う

訓練を想定しまして予算を組んでいたのですけれ

ども、地区との調整の中で図上訓練という形で実

施をさせていただいたという部分で、経費がかか

らないで済んだということで、予算額との開きが

出ているところでございます。 

○金兵智則委員 この事業についても、先ほど津

波避難計画推進事業のときにありました１カ所な

いし２カ所、年度内でやるというふうなお考え

だったと思いますが、間違いなかったでしょう

か。 

○石井公晶総務課参事 こちらの訓練につきまし

ては、市内の地域福祉会議と実施につきまして協

議を進めながら、１カ所ないしは２カ所という形

で実施をするということで目標を持って進めてい

るところですけれども、平成27年度につきまして

は、潮見地区１カ所という実施箇所になってござ

います。 

○金兵智則委員 たしか、昨年度の決算委員会で
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も、僕、質問させてもらっているのですけれど

も、平成26年度も潮見を予定していたはずなので

すよ。そのときはたしか、担当者の方の体調が悪

くて平成26年度できなくて、決算額と開きがあっ

たということで、それが平成27年度にずれ込んだ

とすれば、もう１カ所やってもよかったと思うの

ですけれども、いかがですか。 

○石井公晶総務課参事 委員おっしゃられるとお

りでございますが、２カ所目の調整がつかない部

分があって、今回につきましては、潮見地区１カ

所という形になってございます。 

○金兵智則委員 先ほどの津波避難計画推進事業

のときもありましたけれども、先ほど、卯原内の

ほうで天候が悪くてという田島委員からの話もあ

りましたけれども、調整がつかなくてというのが

余りにもちょっと多いのではないかなと。相手の

あることですから、致し方ない部分もあると思い

ますけれども、この避難訓練、防災訓練というの

は、これは大事なのではないかなと。図上訓練で

あろうが、実動訓練であろうが、やっぱりやらな

いと意味がないことで、もっと積極的に取り組ん

でいいと思いますけれども、いかがですか。 

○石井公晶総務課参事 委員おっしゃられるとお

りでございまして、目標とする２地区の実施につ

きまして、今後も調整を続けながら実施をしてま

いりたいというふうに思っております。 

○金兵智則委員 積極的な対応を求めたいという

ふうに思います。 

 次に、先ほど、東京農大生確保対策支援補助金

というのが古都委員からありました。岩永部長が

次長のころからずっと質問させてもらっていたと

いうふうに思います。ここまで来るのに長かった

なというふうに思いますが、一定程度の結果が出

て大変喜ばしいと思いますし、敬意を表したいな

というふうに思いますけれども、今後もそのよう

な流れで続いていきそうな雰囲気があるのかどう

かだけ、最後、聞きたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 今後も、予算額いっぱ

いいっぱいの入学者があるように祈ってはおりま

すが、受験される方の動向等もありますので、今

のところはそういう状況になっております。 

○金兵智則委員 姉妹都市も対象に広げてという

のも何年か前から始めて、それもやっとこの平成

27年度でこのような状況になったというのは、本

当に嬉しいことだなというふうに思います。 

 僕の質問は、以上です。 

○渡部眞美委員長 答弁の準備ができていないの

で、次、お願いいたします。 

○川原田英世委員 次に、主要施策の成果等報告

書の34ページ、真ん中の国勢調査事業についてお

伺いしたいと思います。 

 国勢調査、調査票の紛失というか、１件ありま

した。全国的にも大きく報道された件でありまし

たけれども、その一連の流れがどうなったのか、

まず、お伺いさせていただきます。 

○鈴木聡企画総務部参事 一連の流れということ

でございますけれども、紛失時に、警察の届け及

び道との報告等をやらせていただきました。その

後、記者説明等をやらせていただきましたけれど

も、結果的には、その後、進展はない状態で、紛

失したものは見つかっていないというような状況

です。 

○川原田英世委員 見つからないままだというこ

とですけれども、一度お伺いしたときに、紛失し

た各家庭のところに報告に行って、こう、こう、

こういう理由だという一連の流れを説明して回っ

ているということだったのですけれども、なかな

かお会いできないというふうなお話だったのです

が、全ての家庭に、もう説明は終わっているとい

うことでよろしかったでしょうか。 

○鈴木聡企画総務部参事 騒動の当初から各戸を

回らせていただきまして、不在のところもあった

のですけれども、その後調査票の配付等、その際

に改めて説明してということをやらせてもらいま

して、その中でも、説明したのだけれども回答を

いただけないという方もいらっしゃいましたけれ

ども、全ての方に説明をさせていただきました。 

○川原田英世委員 全ての方に説明していただい

たということですが、５年に一度という事業であ

りますけれども、次回に向けて、こういった問題

を受けて、対策というのはどう考えておられるの

か、お伺いします。 

○鈴木聡企画総務部参事 国勢調査の動向としま

しては、個人情報の重要性といいますか、年々高

まってまいりまして、回答に対する個人の考え方

等さまざまありますけれども、そういった部分で

個人情報の取り扱いについては、非常に難しい問

題といいますか、重要なことに今後もなってくる

と思われますので、調査員の意識の高まりといい

ますか、意識の徹底といいますか、そういうマ

ニュアルではないですけれども、そういう意識の

向上については、調査員等に十分な説明をして
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いって、調査に当たるような取り組みを進めてい

く必要があるというふうに考えております。 

○川原田英世委員 そういうふうに、どうしても

人が扱う、そして個人情報の流出というのは、至

るところで連日のように事件があるわけでありま

すけれども、そういったものもあってということ

も側面に一つあって、インターネット上での国勢

調査というのが前回から始まったということであ

りますけれども、前回については、ネットでの国

勢調査をされた方というのは何％ぐらいあったの

か、お伺いします。 

○鈴木聡企画総務部参事 今、手元にネットの正

確なデータというのはないのですけれども、やっ

ていた当初、約３割の方に回答していただいたと

いうような記憶がございます。 

○川原田英世委員 約３割となると、かなり大き

いのだなというふうに思いますけれども、私が

ネット上でやろうと思ったのですけれども、期日

が過ぎていてできなくて、そういうところはまだ

まだ工夫が必要なのかなというふうに思います。 

 それと調査員数、ここに実績として記載があり

ます。公募124名、その他、記載があるのですけれ

ども、公募人数124名というのは、最初からこの人

数を決めて公募かけたということでよろしいので

しょうか。 

○鈴木聡企画総務部参事 人数を決めて公募して

いるというわけではなくて、公募を募って受けて

いただいた方がその人数ということになったとい

うことでございます。 

  先ほどのネットの回答数ですけれども、先ほど

３割程度という話だったのですが、結果的には

34.7％という数字が出ておりました。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 公募して124人が集まったと。そのほかの推薦だ

とか、市職員というのは、公募人数が少なかった

ので補ったというような意味合いでよろしかった

のでしょうか。 

○鈴木聡企画総務部参事 当然、公募の方で全員

調査員がそろえばいいのですけれども、どうして

もそういうふうな状況にないということで、不足

分については調査員の登録の方とか、足りない分

については市の職員にお願いしてという形で調査

員をそろえております。 

○川原田英世委員 なかなか公募でも集まらない

ということが今問題なのかなと思います。これは

やっぱり民生委員だとかも同じですし、町内会の

役員の方もなり手が減ってきているという、いろ

いろなところでなり手がいなくなってきていると

いうのは問題だなと思うのですけれども、その中

で、インターネットで30％以上のということで、

いろいろなやり方を工夫していかなくてはいけな

いなと思うのですが、でもやっぱり、どうしても

人間のマンパワーが必要になってくる部分だとい

うことで、公募をかけるに当たって、５年後に向

けて、もう少し集まりやすくするような取り組み

の仕方等は、何か検討されていることはあります

か。 

○鈴木聡企画総務部参事 今回につきましても、

公募につきましては、当初公募した中でもなかな

か集まっていただけなかったということで、その

後、臨時的に、スーパーにそれぞれ職員が説明に

行って、パートの方でそういう方がいないかとい

う活動もしてきました。その結果でこの人数不足

ということもありましたので、次回につきまして

も、調査員の調達というのは相当厳しいことが予

想されますので、今後の課題となりますけれど

も、調査員に負担をかけないようなといいます

か、そういった周知は今後検討が必要なのかなと

は思っております。 

○川原田英世委員 ５年に一度という期間も決

まっているものでありますから、なるべく早くか

ら公募かけて、いろいろなところで協力を呼びか

けていくということが必要になってくると思いま

すので、５年に一度の事業ではありますけれど

も、今回いろいろ問題もあったということで、５

年後に向けて準備を進めていただきたいと思いま

す。 

 私からは、以上です。 

○渡部眞美委員長 ここで、先ほどの金兵委員の

質問に対する答弁準備ができたようですので、答

弁をお願いいたします。 

○吉田正史監査事務局長 先ほどの金兵委員の御

質問ですが、私どもの収納率の数字に間違いがあ

りましたので、訂正させていただきます。 

 公営住宅等駐車場使用料の収納率につきまして

は、平成27年度が85.3％、そして平成26年度が86

％です。一番下の、その他使用料の平成27年度分

は100％です。 

申しわけございませんが、以上のように訂正さ

せてください。よろしくお願いします。 

○渡部眞美委員長 次の質問者、挙手願います。 

○井戸達也委員 私のほうからは、防災備蓄の関
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係で、ちょっとお聞きしたいと思います。 

 主要施策成果等報告書の34ページになりますけ

れども、予算が大体650万円に対して635万1,000円

と。毎年備蓄をそれぞれの小中学校等に整備を進

めていると。戸数の割合というか、大体何世帯に

どれぐらいの割合という形か、もしわかれば、そ

の辺の整備の割合というか、戸数を割り出してい

る数というか、伺いたいと思います。 

○石井公晶総務課参事 防災備蓄品の整備の割合

についてでございますが、世帯数に対する備蓄の

量だとかということの数字については、整理をし

ていないので、今お答えすることができない状況

にございます。 

○井戸達也委員 備蓄をするスペースに限りが

あったり、いろいろと問題があって、用意ができ

る個数が限られているという部分も恐らくあろう

かというふうに思いますけれども、いざ、だっと

来たときに、数が足りないとか、そういった部分

も考えられますので、その辺はある程度割り出し

た中で、整備を進めていただきたいという部分。 

 それと、簡易トイレだとか、簡易トイレ用薬剤

だとか、発電機だとか、投光器、こういったもの

を備蓄しているというふうに思いますけれども、

これらを実際に使用した訓練等の実績というのが

あれば、教えていただきたいと思います。 

○石井公晶総務課参事 今の質問の簡易トイレだ

とか、そういった部分での使用実績というものは

ないのですが、非常食等につきましては、それぞ

れの地区で行っている訓練等の際に、食料の配給

の訓練という形で使用した例はございます。 

○井戸達也委員 乾パンだとかは、私どもも、子

ども防災キャンプを実施した際に、提供していた

だいて食べたという部分がございます。せっかく

備蓄しているものですので、いざ使用するときに

使い方がわからないだとかということになりかね

ないので、実際にどういった形で使うかという部

分も含めて、身のある防災訓練をしていく必要が

あるのかなというふうに思います。 

田島委員だとか金兵委員のほうからもお話が出

ていましたけれども、私も実際、防災訓練の企画

から携わっていって、調整しながら参加を呼びか

けたということがございましたけれども、非常に

興味はあっても、なかなか参加したがらないとい

う実態が実はありまして、一生懸命企画しても、

案内を町内会の回覧板で流しても、参加を希望す

るという方が非常に少なくて、人を集めるという

か、実施にこぎつけるまでに非常に苦労したとい

うこともございますので、実際こういった備蓄も

含めて、いかに地域の住民が危機意識を持って、

みずから考えてみずから訓練を行うというような

形にしない限り、形だけの訓練というふうになっ

てしまうので、その辺を一度練り直していただい

て、本当に実際、実のある訓練は一体どういうも

のなのかというものも、例えば自主防災組織等だ

とか、消防団だとかも交えて、練り直していただ

きたいなというふうに思いますけれども、その辺

について伺います。 

○石井公晶総務課参事 市民への啓発等につきま

しては、委員おっしゃられるとおりと思っており

まして、今後、関係機関だとか、自主防災組織だ

とかと一応協議を進めて、訓練の内容だとか、使

う備蓄品だとか、そういった部分の相談をしなが

ら、よりよい訓練を実施していけるように、今後

も調整を図りたいと思っています。 

○井戸達也副委員長 以上で、終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 私のほうからは、まず決算カー

ドに基づいて質問したいというふうに思います。 

 昨年度は、暴風雪が連続して網走を襲って、結

果として単年度収支では2,712万6,000円の赤字と

なった。平成27年度の単年度収支は145万5,000円

の黒字というふうになっております。 

平成27年度についても、年明けのことしの１月

から３月にかけて、やはり相当の量の積雪があっ

たというふうに思っているのですが、そういった

ことも影響して、このような単年度収支になった

のか、その辺御説明いただきたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 まず、今、委員からお話の

ありました単年度収支でございますが、単年度収

支につきましては、前年度の黒字を翌年度に繰り

越しますので、その繰り越した額が残っているか

どうかということで、約5,000万円程度の繰り越し

が実際にあるのですけれども、それを財源に事業

で使ってしまっているので、実質単年度収支が145

万5,000円ほどになっているということです。 

 昨年、平成26年では、今、委員お話のとおり、

大変な大雪がございました。平成27年度につきま

しても、それほどの大雪ではございませんが、除

雪経費につきましては、多額の補正をしたところ

です。 

 また、当初予算につきましては、予算編成にお

きまして、実際には基金を繰り入れしなければ予
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算が組めないというような状況になっております

ので、この基金を取り崩さないということを目標

にして決算を行っておりますので、結果的に小さ

な黒字額になっているということでございます。 

○松浦敏司委員 その辺わかりました。 

 次に、財政力指数についてなのですけれども、

平成25年度でいうと0.379％、平成26年度は0.385

％、今回の平成27年度は0.397％と、ここ３年間の

決算カードの財政指数を見る限り、徐々に数値が

上がっているのですが、この辺、どのような要因

があってこのようになっているのか、伺います。 

○秋葉孝博財政課長 財政力指数につきまして

は、分母が交付税算定で使われます基準財政需要

額でございます。同じく分子が交付税算定で使わ

れます基準財政収入額ということで、両方、分母

と分子の要因がございまして、分母につきまして

は、公債費の支払いが進んでおりますので、交付

税がその分の公債費算入と言いますけれども、そ

の分が減っていくということで、まず分母が小さ

くなっているという傾向が一つございます。 

 次に、基準財政収入額につきましては、昨年、

消費税の増税がございまして、前の年、平成26年

４月１日からなのですけれども、その際は３カ月

ほどおくれて消費税の交付金というのは入る仕組

みになっておりますので、１年間の効果が出てい

ないと。平成27年度からは１年間の効果が出ると

いうことで、地方消費税交付金が増額になってお

りますので、収入額が上がると。そうしたことで

財政力指数が若干ですけれども上昇しているとい

う状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 次に、経常収支比率について伺いたいと思いま

す。 

 これも決算カードで見ると、平成25年度は91.6

％、減税補塡債、臨時財政対策債を除くと98％。

平成26年度は93.2％、同じく減税補塡債、臨時財

政対策債を除くと99.5％。平成27年度は93.3％、

減税補塡債、臨時財政対策債を除くと99.1％とい

うふうになっています。 

ここの数字への影響というのは、先ほど冒頭説

明があって、市民プール云々というようなお話も

ありましたけれども、そのほかにも、例えば流氷

館とかごみ処分場というのも、ここに関係してく

るのかなと思うのですが、その辺説明いただきた

いと思います。 

○秋葉孝博財政課長 経常収支比率につきまして

は、説明では要因を一つ上げて、ほとんど前年と

比べまして増減がございませんので、市民プール

ということで説明をさせていただきました。年間

運用になりまして、4,500万円ほどの金額がふえた

ということを御説明させていただきましたが、実

際には、プラスとマイナスの要素が多々ございま

して、一つは、公債費の支払いが進んでおります

ので、公債費は下がりますので、これは、経常収

支比率は下がる傾向になるのですけれども、もう

一つ、扶助費系というのがふえていまして、これ

は一般的な生活保護や支援費だけではなくて、子

ども子育て支援新制度が始まったことによりまし

て、例えばですが、幼稚園に対する補助というの

が、それまでは都道府県、北海道から直接幼稚園

に補助金として出ていたものが、これからは市を

経由して支出になりますので、その分がふえてい

る。そこが相殺されておりまして、プラスマイナ

スでほとんど影響がないと。 

あと、物件費が上昇しておりまして、その物件

費、委託料がメーンで、その中でプールがあると

いうことで、その説明としてはそれを使わせてい

ただいたということです。 

今、お話のありました一般廃棄物処理施設です

とか流氷館につきましては、建設に係る経費につ

きましては、経常収支比率には入りませんので、

今後、施設が運営になって、廃棄処理でランニン

グコストがかかるようになれば、それは上昇の要

因として捉えています。 

ただ、流氷館につきましては、収支賄っており

ますので、経常収支に与える影響については、恐

らくないだろうというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。その辺、非常に

理解できました。 

 地方交付税なんかを見ますと、平成25年度では

77億1,800万円、平成27年で言いますと74億4,000

万円というようなことで、年々下がっている状況

にあります。 

この辺についての下がる要因が当然あるのだと

思うのですが、その辺はどんなふうに捉えたらよ

ろしいのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 まず、交付税の全体的なお

話をさせていただきますと、今、一般財源総額と

いうのが確保されている状況ですけれども、実際

には、全体的には公債費、これは全国的に投資が

落ちていますので、公債費が落ちていく。それか

ら人件費なんかも、今は若干上昇になりましたけ
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れども、下がっていく中で、その浮いたお金とい

うのは全て社会保障費に今、回されているという

ような状況が一つございます。 

全体的には、ほぼ変わらないか、若干の減少と

いう傾向、それから、地方税がいいときは、これ

は当然、反対に交付税が減りますので、当市の状

況といたしましては、過去の建設投資の交付税に

算入が見られる事業費算入ですとか、公債費算入

という言い方をしますけれども、これが、支払い

が進んでおりますので、減少していくということ

になりますので、主な要因としては、公債費の減

少が主な要因でございます。 

○渡部眞美委員長 松浦委員の質疑の途中です

が、ここで、昼食のため休憩いたします。 

 再開は、午後1時といたします。 

午後０時01分休憩 

午後１時00分再開 

○井戸達也副委員長 委員長を交代します。 

休憩前に引き続き、再開します。 

 松浦委員の質疑を続行します。 

○松浦敏司委員 財政課長のほうから答弁いただ

きましたけれども、経常収支比率というのは、一

番好ましいのは80％台ということでありまして、

90％を超えると財政の硬直化というふうに一般的

に言われております。 

先ほどの答弁の中にも、過去の事業によって公

債費があるということで、私どもも、この要因と

なる大型公共事業というのが二十数年前に相当急

速に進められたということでありまして、そうい

う中で、結果として今、ピーク時よりは楽には

なったけれども、それでも経常収支比率の中に占

める公債費の割合というのは27.8％というような

状況になっているということで、類似団体で見る

と19％台になっておりまして、少なくともやはり

目指すべきはその辺なのかなというふうに思うの

ですが、その辺、財政課としてはどのようにお考

えでしょう。 

○秋葉孝博財政課長 委員、今、御指摘のとお

り、こういう指標に限らず当市におきましては、

交付税で成り立っているという地方財政の基本的

なところがございますので、極力標準的な団体に

財政のさまざまな指標につきましては、そこに

持っていきたいという考えではあります。 

○松浦敏司委員 目指すべきということでありま

すので、いずれにしても、一時期30％を超える状

況もありましたけれども、今現在は、ここまで一

応下がってきているということで、危機的な状況

は免れたというふうにはなっているとは思うので

すけれども、しかし、依然として厳しい状況にあ

るということは間違いないということだと思いま

す。 

 次に、実質公債費比率の関係なのですが、これ

も決算カードを見ると、平成25年で言えば16.4

％、平成26年が15.4％、平成27年が15.2％という

ことで、連続して16％を切っていると。 

昨年もこのことで質問をしたわけですが、メ

リットがあるというお話もありました。しかし、

メリットがあるけれども、それを生かせない状態

にもあるというような答弁だったかというふうに

思うのですが、この辺、その後の状況変化とかあ

るのでしょうか、伺います。 

○秋葉孝博財政課長 昨年お話をさせていただき

ましたのは、許可制、同意制、届出制と言いまし

て、16％を切ったことによりまして、振興局を通

じまして北海道知事の同意がなくても起債が発行

できるということでございます。 

実際には、それが行えるのは民間資金からの借

り入れのみということになっていまして、建設事

業を一般的に実施する際は、年度当初から始めま

して、大体その年度末、もしくは12月あたりかそ

の辺に完成をしますので、起債の借り入れが例年

３月末、５月末という状況になります。 

同意がなくてもすぐ発行できるという例が、こ

うしたものはなかなかないというのが実態でござ

いまして、仮にこういうものが政府資金まで拡大

されますと、例えば臨時財政対策債、こういうも

のはおおむね例年５億円ほどございますが、そう

したものを早く借り入れすることによって、資金

繰りが改善されるという期待はございますが、今

のところ、そうした拡大まではいっていません。 

ただ、16％で届け出制ということだったのです

が、これが少し緩和されまして、全体的には18％

未満でも届出制ができるというふうに、そのあた

りは緩和がされたという状況にございます。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 次に、目的別の歳出の状況を見ますと、平成25

年度で言えば、１位が農林水産費で20.1％と、２

位が民生費で19.6％、３位が公債費で14.8％、平

成26年度は、１位が民生費で23.6％、２位が公債

費で16.8％、土木費が３位で14.6％と、平成27年

度でいうと、１位が民生費26.4％、2位が公債費

16.5％、３位が土木費で14.6％と、こんなふうに
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なっております。 

 お金の動きですから、全体のお金の流れの中で

結果としてこういうふうになっているのだという

ふうに思うのですけれども、平成26年、27年に民

生費が大きく率を占めているという、その要因は

何なのか。 

また、同じく公債費が２年連続して２位になっ

ておりますけれども、この辺での要因というのは

どんなものなのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 まず、公債費につきまして

は、過去には公債費が最も多いという時期もござ

いました。これは、まだまだ公債費残高を抱えて

いますので、支払いの公債費が大きいということ

で、このような順位になっているかというふうに

考えております。 

 次に、民生費につきましては、やはり社会保障

費関連費が伸びていきますので、年々予算額が大

きくなっております。特に、冒頭で説明させてい

ただきましたが、子ども子育て支援新制度に導入

になりましたので、総体的に需用費が、民生費が

最も大きくなっているという傾向にあると思いま

す。 

○松浦敏司委員 理解しました。 

 それから、次、固定資産税なのですが、この

間、固定資産税の決算額が減少を続けておりま

す。平成26年は若干ふえたのだけれども、しかし

平成27年度にまた平成25年度よりも下回るような

状況になったのですが、この辺の要因について伺

いたいと思います。 

○野呂俊広税務課長 固定資産の減収の要因です

けれども、これは、固定資産には土地、家屋、償

却資産と三つございますが、土地につきまして

は、地価の低下に伴う毎年下落しているという状

況から減少してございます。 

ちょうど平成27年度が固定資産の評価がえの基

準年度でございまして、土地については、課税標

準額が約３％、家屋については、評価額で５％減

少したということから、全体の固定資産が減少し

たということになってございます。 

○松浦敏司委員 例えば、平成26年に消費税が８

％に上がりましたよね。そういう関係で一定の影

響もあるのかなというふうに思うのですが、例え

ば家屋で言えば、新築がなかなかふえないという

状況、これがあるのではないかと思うのですね。

土地は、これは評価がえで３年に一度でしたか、

見直しというのがあるのだけれども、家屋につい

ては、新築がふえないとなかなか税が伸びない

と、こんなふうに思うのですが、その辺はどのよ

うに御判断しているのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 固定資産の家屋の関係でご

ざいますが、平成23年度までは減少が続いており

ましたが、平成24年度からはやや持ち直している

状況でございます。年間で、約90件をめどに、木

造家屋で90件、非木造家屋で30件程度で、120件程

度の状況となってございます。 

消費税率が延期されましたけれども、延期され

なければ駆け込み需要というのがあるかなという

ふうに見込んでおりましたが、延期になったとい

うことで、その需要も先延ばしになったかという

ふうに思っていますが、家屋につきましても、今

後、急激に上昇に転じるというような見込みは立

たないのかなというふうに思ってございます。 

○松浦敏司委員 やはり労働者の実質賃金が上

がっていないというよりも、下がったままという

ことで、民間で言えば、賃金もそうですけれど

も、ボーナスも下がったままというようなこと

で、中には、まだボーナスが出ないというような

民間の状況があるという中では、今、固定資産税

がふえていく展望というのはなかなか見えてこな

いと。 

その辺はやむを得ない状況といいますか、やは

り賃金がふえていくような政策をとっていかなけ

ればならないという点では、国の政策というのは

非常に大事だというふうに思いますし、中小企業

に対する手当もしっかりしながら、その辺の労働

者の賃金を上げていくための努力が必要だと。こ

れは国に申し上げていかなければならないことだ

というふうに思います。 

次に、軽自動車税についてでありますが、これ

は逆に、この３年間を見ると上昇しています。こ

れは多分、先ほど私も言ったように、労働者の人

たちの暮らしが大変だという中で、普通車から軽

に切りかえるということもあるのだろうかなとい

うふうに思うのですが、その辺どのように判断し

ているのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 軽自動車税の新車登録台数

につきましては、本年度は、昨年度より落ち込み

ましたが、課税台数累計で言いますと、緩やかに

上昇傾向にあるというような状況でございます。 

○松浦敏司委員 あと、軽自動車税が若干上がっ

たのも影響しているのではないかと思うのです

が、その辺はどうなっているのでしょうか。 
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○野呂俊広税務課長 委員おっしゃるとおり、軽

自動車税が増税になったということで、調定額、

収納額が上がったという要因もございますが、先

ほども申し上げましたように、登録台数がふえた

ということに起因しているところも大きいという

ふうに思ってございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 軽自動車についても、いろいろ不正な偽装が

あったとかというふうなこともあったりします

が、多分、こういった状況が続くのだろうなとい

うふうに思います。 

 次に、市・道民税にかかわってでありますけれ

ども、平成25年度では、個人が19億8,400万円、そ

れから、法人が３億5,300万円と。平成26年度で

は、個人が約20億2,700万円、法人が３億6,700万

円と。平成27年度では、個人が19億2,400万円、法

人が３億4,500万円ということであります。 

 この数字の動き、個人、法人とも平成27年度は

下がっていると。平成26年度が伸びている。消費

税の関係があるのかなというふうに思うのです

が、この辺、どのように見ているのでしょうか。 

○野呂俊広税務課長 個人市民税の関係でござい

ますけれども、平成27年度の収入が対前年、平成

26年度から市税全体で約１億6,000万円減少してご

ざいます。この主な要因でございますけれども、

まず、個人市民税については、漁業の所得が前年

度から課税標準額で半減したということで、漁業

所得だけで１億3,000万円の減収となってございま

す。これは、平成26年がサケ、ホタテが生産額で

史上最高値と言われていましたので、その反動で

はないですけれども、そこから２割減少したとい

うことから、平成27年度については、漁業所得が

落ち込んだというところに起因していると分析し

てございます。 

 それから、法人市民税につきましても、前年比

より約2,200万円の減少となっていますが、これに

つきましては、建設業、卸小売業の業績が振るわ

なかったという状況でございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、実は、委員会資料要求の中で、滞納者

への差し押さえの状況というのが15ページに出て

おりまして、これは前段でどなたかも質問してい

たと思うのですが、この中で、一番右端に、うち

収入というところで（換価配当）というふうにあ

るのですが、換価配当というのはどのような内容

なのか、伺いたいと思います。 

○野呂俊広税務課長 資料15ページの換価配当額

ですけれども、これは、市税歳入として受け入れ

た額ということになります。 

○松浦敏司委員 ちょっと聞き取れなかったので

すけれども、もう一度ちょっとわかりやすくお願

いします。 

○野呂俊広税務課長 これは、差し押さえをした

段階で、例えば給与でございましたとか、あと国

税還付金ですとか、いわゆる現金ですね。現金を

市税の歳入として受け入れた額ということになり

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、基本的には差し押さえというのは、よ

ほどのことがあってのことだというふうに思うの

ですね。そういうことではあるのだけれども、や

はり平成27年度で言えば、まだ250件ほどあるとい

うことで、差し押さえというのは余りよろしいこ

とではないのだけれども、しかし、やはりそう

いった手段を選ばなければ納めてもらえないよう

な状況、ただ、そういう中にあっても、相手の状

況によっては、ない袖は振れないという方も当然

いらっしゃるだろうというふうに思います。 

 特に、預金を押さえると。預金は、それだけの

余裕があるから預金しているのだろうから、しか

し、それにしても、どこまでやるかというのは非

常に難しいところがあるのですが、そういう意味

では、多分、相手方としっかりとした話し合いの

もとで、やむなく差し押さえし、そして、それを

物によっては現金化していくということなのだろ

うというふうに思います。この辺については余り

機械的な対応はしないようにしていただきたい

と、これは要望しておきたいと思います。 

 次に、基金について伺いたいと思います。 

基金の一覧表を見ますと、財政調整基金から始

まって、全体として37億5,632万円というふうに

なっていて、前年より２億数千万円ふえていると

いうふうに思うのですが、その要因は何なのか、

伺います。 

○秋葉孝博財政課長 ふるさと納税の取り組みに

よりますふるさと寄附金の積み立てによる増でご

ざいます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 ふるさと寄附というのは、相当、市に対しての

役割を果たしているというふうには思うのです。

そのうち、取り崩し可能な基金の種類と金額につ

いて伺いたいと思います。 
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○秋葉孝博財政課長 財政課のほうで取り崩し可

能という言葉を使っている基金につきましては、

まず財政調整基金、それから減災基金、それから

市営住宅等建設基金というのがございまして、こ

れにつきましては、残高はもうかなり少ないので

すが、過去に、つくしヶ丘の市営住宅の建設をし

たときに売却した土地の収益でございます。それ

から、ふるさと寄附金につきましては、平成28年

度から子供の活動にですとか、それから学校への

学習支援機器の整備などに使っていますので、こ

れは財源として使うということで、使用可能基金

というふうに区分をしております。総額で、27億

1,200万円ほどが現在の基金残高となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それから、地方債残高なのですが、平成27年度

で言うと344億831万円、平成26年度で言えば351億

8,229万円、平成25年度が363億6,855万円というこ

とで、３年間で19億何がしが減っているのかなと

いうふうに思うのですが、順調に減っていってい

るとは思うのですが、それにしても、まだ344億円

というような状況で、これは、現時点ではこうい

う状況なのですが、ただ今後どんなふうな、さま

ざまな事業もありますから、ふえたりすることも

あるのだろうというふうに思うのですが、今後、

例えば来年度あたりだと若干上がったりするよう

に私なりには思うのですが、その辺はどんなふう

な見込みになるのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 今、一般廃棄物処理施設の

建設をやっておりますので、来年度の見込みとし

ましては、若干プラスに転じる可能性があるとい

うふうに考えております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、今の網走の財政の状況という

のは、なかなか大変な状況にあるということであ

ります。 

 それから、監査意見書の６ページなのですが、

この中で財政分析指標が出ております。ここで、

義務的経費の中で公債費は下がっております。 

また、類似都市と比べると、平成26年度では、

網走で言うと、人件費が18.5％、扶助費が8.2％、

公債費が29.4％。類似団体で言うと、人件費が

23.8％、扶助費が8.0％、公債費が19.7％というふ

うになっていて、相当の数字の違いというのが見

えるわけです。 

とりわけ人件費については、相当開きがあるな

というふうに思っているのですが、それだけ当市

においては、相当職員定数も削減してきたという

ようなことなのかなというふうに思うのですが、

その辺どのように判断しているのでしょうか、伺

います。 

○秋葉孝博財政課長 今、お話の経常収支比率に

おけるそれぞれの割合ということで、状況が似て

いるような類似団体と比べましても、当市につき

ましては人件費が低い数字となっております。 

 委員御指摘のとおり、職員数、総数を抑制して

きたということが寄与しているというふうに考え

ております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それで、次に、任意的経費も見てみますと、平

成26年度では、網走市で言うと、物件費が13.9

％、維持補修が4.9％、繰出費が11％、補助費が

7.3％ということで、類似団体で言うと、物件費が

12.7％、維持補修が1.5％、補助費が11.2％、繰出

費が13.1％というふうな形になっております。平

成27年度で言えば、網走では、物件費が14.9％、

それから維持補修で4.6％、補助費で6.8％、繰出

費が11.1％というふうになっております。 

 この物件費というのは、大まかに言って、何を

指しているのか、伺いたいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 物件費につきましては、経

常的な行政費、例えば消耗品ですとか、郵送料の

役務費、それから、施設管理運営におきましては

委託料、それから燃料費、そういった日常的、経

常的に使われるものが入っています。 

また、臨時職員等の賃金もこの物件費に含まれ

ております。 

○松浦敏司委員 賃金というのは、臨時職員、あ

るいはパートといった部分の人件費を指している

ということでいいのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 はい、そのとおりでござい

ます。 

○松浦敏司委員 そこで、当市においては、結構

臨時職員、パート職員がいるなというふうには思

うのですけれども、この物件費の中に占める割合

というのは、わかりますか。 

○秋葉孝博財政課長 これは、決算統計と言いま

して、総務省から示された指定統計によって区分

して、分類をして、指標を算出しているものでご

ざいますので、そういった中に賃金ごとに出すと

いうことがございませんので、現時点でそうした

指標というのは持ち合わせておりません。 
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○松浦敏司委員 とりあえず、わかりました。 

 あと、職員の超過勤務の関係であります。 

 決算資料の16ページ、他の委員も質問しており

ました。先ほど、職員の定数が大きく削られてい

るという話もいたしましたけれども、その結果も

影響しているのだろうというふうに思うのです

が、やはり特定の課が200時間以上超えるような超

過勤務があるということでありまして、やはりこ

れは、余りにも多い数字だなというふうに私は率

直に思ったのです。 

やっぱりこういう点では、市長の公約にある女

性の登用、職員の半分を目指すという点からいっ

ても、現状では、その展望は開けないのだろうと

いうふうに思います。これほど超過勤務があると

いうような状況で、子供を産み育てる状況にある

女性たちにとっては、必ずしも安心して働ける職

場ではないような印象を私は受けたところです。 

 そういう意味でも、やはり一定の職員をふやし

ていくというようなことも考えないと、非常にま

ずいなというふうに思ったところです。 

 それで、17ページには、職員数の推移というの

があって、平成11年から27年度までの退職者数と

採用者数というのが出ています。退職者は、この

間307名、定年退職が167名、それ以外が140名とい

うことで、いわゆる採用され人は174名ということ

で、結果、133名が削減されたということになりま

す。 

こういう中で、結果としてこういう勤務状況に

なっているのだろうというふうに思うのですが、

健康というのが一番大事だというふうに思うので

す。そういった点で、現時点で病院との関係で、

有所見といいますか、これはどんなふうな数字に

なっているのか、伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 職員の健康に係る部分の健

康診断の有所見率になりますけれども、平成27年

度の有所見率は55.4％になります。 

○松浦敏司委員 これは、近隣の類似市といいま

すか、そういったところと比べて、どんな数字に

なるのでしょう。 

○小松広典職員課長 他都市との比較というのは

したことはありません。 

○松浦敏司委員 決して低くはないというか、高

いといいますか、何らかの形で年齢が進むこと 

で病気というのは持つものですけれども、この中

で、例えば休職といいますか、長期に休まなけれ

ばならない職員はどのぐらいいるのか。その辺、

伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 平成27年度の、長期という

ことで、休職に入っている職員は２名ですが、１

名につきましては、けがの部分です。 

○松浦敏司委員 いずれにしても、健康が第一だ

というふうに思います。市長もそういうことを掲

げて市政運営しておりますから、市職員の健康管

理というのは非常に大事だというふうに思うので

す。 

 そこでちょっと伺いたいのは、網走市の場合は

出勤退勤時のタイマーがあるわけではないのです

が、この残業、いわゆる超過勤務のときのメモと

いうか、それは誰か担当者が、課長なり係長なり

が本人から聞き取りして、この数字を出してきて

いるのか､その辺伺いたいと思うのですが。 

○小松広典職員課長 職員の時間外命令につきま

しては、所属長が事前に命令をしまして、そして

職員が帰るときにその時間を記録して、時間外勤

務命令簿につきましては、警備のほうに提出して

確認を経てという事務手続になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。それは理解をし

たところです。 

 次に、私有財産について伺います。 

 平成27年度の事業として63万6,120円、内容とし

て修復が１件、そのほか調査委託というふうに書

いてありますけれども、具体的にはどんなことが

なされたのか、伺います。 

○秋葉孝博財政課長 建物の小修繕につきまして

は、対象となっている家屋の地盤沈下に伴う修繕

と認められたものにつきまして、小修繕を行って

おります。 

傾きの調査59万4,000円ですが、これにつきまし

ては、継続して実施しているもので、それぞれ傾

き度におきましてランクの区分をしておりますの

で、この調査を継続して行っているということで

ございます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 それと、同じく10ページに、指定地域のＢラン

クで２から１と減っておりますが、これはどのよ

うなことから１になったのか、伺います。 

○秋葉孝博財政課長 この傾き調査につきまして

は、30年間という一つの目安がございまして、こ

の間、傾きがそれほど変わらない、これ以上の傾

きがないだろうというようなことで、30年間を一

つの目安に調査をしております。 

１件の減少につきましては、その調査期間を終
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えたということで、減になっております。 

○松浦敏司委員 それは理解しました。 

 指定地域、あるいは要観察地域で若干残ってい

るという点では、今後ともこういう調査はしてい

くことになるのだろうというふうに思いますが、

とりあえず、それはわかりました。 

 私のほうからは、以上です。 

○井戸達也副委員長 次。 

○平賀貴幸委員 それでは、何点か質問させてい

ただきます。 

 最初に、財政の関係を何点か伺っていきます

が、平成26年度のときには、大型の事業が非常に

多くて、飛躍の年を目指すのだというような形

だったのですけれども、平成27年度については、

一定程度それが落ち着いた状態の中で運用が始

まったというところだったというふうに思いま

す。 

 それを受けての今回決算ということになるので

すけれども、その決算の状況についてはどのよう

な評価をされているのか、まず伺いたいと思いま

す。 

○秋葉孝博財政課長 委員お話のとおり、市民健

康プール、それから天都山展望台・オホーツク流

氷館、それから第１回の網走のマラソン大会、さ

まざまなイベントといいますか、完成していろい

ろなものが動き出した年になりました。 

 予算につきましては、３月に補正をしまして、

国の経済対策も活用しながら３月にはプレミアム

つき商品券の発行をしまして、地域の消費喚起、

それから４月以降に、今、お話をしました市民健

康プールのオープンがありまして、それから流氷

館のオープン、それからマラソン大会ということ

で、にぎわいの創出は、地域といいますか、当市

におきましては、さまざまな人の交流が行われた

のかなというふうに感じております。 

 その後、ふるさと納税の導入になりまして、非

常に支援をいただきまして、地域の消費喚起にも

十分貢献できたのかなというふうに感じておりま

す。 

○平賀貴幸委員 状況については、理解をさせて

いただきました。さまざま進み始めた年の決算だ

という認識だというふうに思います。 

 そうは言っても、災害がふえてきたですとか、

さまざまな財政的な影響もあると思いますし、市

が保有する資産の老朽化の問題というのが一つ大

きいのだろうと思っております。 

毎年、財務４表に絡んで伺っておりますが、こ

としは、資産の老朽化の比率のことだけ伺ってい

きたいと思います。 

 昨年伺ったときに、どの程度まで資産の老朽化

比率が上昇していくことに耐えられるのだろうか

という観点で質問をさせていただいたところ、先

日、担当委員会にも示されましたし、ちょうど去

年の平成27年度の予算にもなっておりました施設

の管理計画が示されて、一定程度、いわゆる棚卸

しのような作業が行われれば、そこは見えてくる

のではないかというような答弁もあったところで

すけれども、実際のところ、見えてきたものなの

かどうか、もう少し時間かかるものなのか、どん

な印象をお持ちでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 先日、経済委員会にお示し

をさせていただいた総合管理計画ですけれども、

この策定に当たりまして、もう一方、固定資産台

帳の整備ということを同時に進めまして、どの程

度の資産で、どれぐらいの資産価値があるかとい

うことを精査しております。 

 公会計における資産の内容ですけれども、これ

はあくまでも決算統計上の建設投資と言われる建

設投資に使ってきたお金、決算額を積み上げたも

ので、決して正しい数値と言えるものではない

と。これにつきましては、簡易な方法でこうした

ものを示すためにつくっているということで今

やっているわけですけれども、今後ですけれど

も、固定資産台帳を整備した上で、次はもう少し

一歩進んだ、基準モデルと言われるものですけれ

ども、こうしたモデルの公会計に取り組んでいき

たいというふうに考えております。 

 実際には、固定資産台帳を整備していますが、

もともと台帳がない中での単式簿記をずっとやっ

てきましたので、精度というものを上げることが

なかなか困難だという認識をしております。平成

28年度決算になりますので、そこから固定資産台

帳、今回、整備をした台帳を１年経過させまし

て、この間のことしの移動も含めまして、来年度

は新たな形でのモデルを作成したいというふうに

考えております。 

 ただ、例年９月議会前の委員会で説明させてい

ただいておりましたが、作業はかなりかかると考

えておりますので、今の時点では、どの時点まで

お示しできるかというのは、はっきり申し上げら

れないというのと、やはり、精度を一番初めから

かなり上げるというのはなかなか困難というふう
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に私は認識しておりますので、そういう取り組み

も導入して、日数をかけることによって、そう

いったいろいろな分析のできるようなものにして

いきたいというふうには考えております。 

○平賀貴幸委員 答弁の内容は理解させていただ

きました。一つのわかりやすい仕組みといいます

か、行政の透明化を目指すための手法の一つだと

いうふうに理解をします。 

 ただ、今、答弁ありましたとおり、そもそもの

会計開始時期が単式で台帳がない状態で始まった

というところがありますから、なかなか現実との

整合性を図るというのは、私も容易ではないのだ

ろうなと思いますけれども、そうは言っても、繰

り返しになりますが、行政の透明性を図るという

意味では、どのくらい網走市の資産というのは老

朽化しているのかということを、ほかの市と比較

しつつ、財政にどのくらい影響が将来的にあるの

だろうかを見る指標としては、一定程度意味が大

きな指標だと、私は思っているものですから、ぜ

ひそこは引き続き研究をしていただきたいと思い

ますし、また、今答弁のあったような作業がどう

進むかというのは、これからまた見守っていきた

いというふうに思います。 

 次に、幾つか事業の関係で伺わせていただきま

すが、決算書の175ページです。 

市庁舎の管理費に関連して伺っていきます。予

算と比べますと、400万円ほど抑制的に決算はなっ

ているのですけれども、やはり庁舎の老朽化とい

うのも一つ問題になっているというのは、たびた

び各決算委員会を含めて、いろいろなところで議

論されてきた経過があると思います。 

耐震化の問題もいろいろあるのですけれども、

これまでの市庁舎の管理費の推移と比べて、こと

しの市庁舎の管理費の状況はどうだったのかとい

うのをまず伺いたいと思います。 

○岩尾弘敏総務課長 庁舎の管理費の推移と平成

27年度の状況ですが、予算額に比べておおむね400

万円程度の減というふうになっております。 

この減った理由につきましては、燃料費、重油

が減少傾向にあると。かわりに灯油を使ったス

トーブ暖房などを利用しているというようなこと

がございます。あとは、庁舎の管理、庁舎警備だ

とかそういった委託料、入札等を実施しまして、

入札分の減といったことがございます。 

 推移につきましては、光熱水費、電気料が今、

ＬＥＤへの入れかえ等を行っておりまして、現在

170基程度の蛍光灯をＬＥＤ化しておりまして、ま

た、パソコン等につきましても、省電力のパソコ

ン等を使用するということで更新をかけておりま

すので、そういった面で減少している傾向にある

ということでございます。 

○平賀貴幸委員 そうしますと、ここは設備自体

の老朽化にかかわらず、大体このぐらいの経費で

押さえながら当面やっていけそうだという見通し

はあるということなのでしょうか。 

○岩尾弘敏総務課長 はい、そのとおりです。 

○平賀貴幸委員 そこは理解をさせていただきま

した。耐震化の問題等もあって、施設の整備も建

物自体にも必要なのだろうと思いますが、管理費

については一定程度の状態で維持できるというこ

とで、そこは理解をさせていただきたいと思いま

す。 

 耐震化等の問題については、また後で伺ってい

きたいと思いますが、次に、同じく決算書の177

ページです。 

 職員研修について伺いたいと思います。ここも

予算よりも少ない決算額になっておりまして、こ

こ何年かは、大体予算より少ない決算額の職員研

修なのかなという認識を持っているところです。 

 そこで伺いますけれども、平成27年度はどんな

目的で、どんなことをされたのかと思うのです

が、網走で講師をお招きするなどして開いた研修

会もあるでしょうし、出張されて研修されたもの

もあると思うのですけれども、どのようなことを

行われたのか、伺いたいと思います。 

○小松広典職員課長 平成27年度の職員研修の内

容でございますけれども、集合型研修、講師を呼

んで職員を集合させて実施した研修が５回になり

ます。それから、職員を研修地に派遣して実施し

た研修の延べ受講人数になりますけれども、それ

が30名程度になります。 

○平賀貴幸委員 回数、人数等は、理解をさせて

いただきました。 

 分けて聞いていきますけれども、まず、網走で

開催した５回の研修なのですけれども、どんな目

的で、どんな研修を５回行われたのか、伺いたい

と思います。 

○小松広典職員課長 網走市で、集合型で実施し

た研修の内容ですけれども、まず、新入職員に対

するビジネス基礎研修が１件、それから新規キャ

リアデザイン研修、これは目的を持って仕事に臨

むという内容の研修になっております。それが１
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件。それから、在職５年以上の職員を対象に実施

しました三次職員研修、これは、組織の自分のポ

ジショニングを確かめながら仕事を進めていくと

いう内容の研修になります。それから、実技研修

として、接遇向上と、それからクレーム対応とい

う中身の研修になっておりまして、こちらにつき

ましては、公募型の研修としております。それか

ら、人事評価に係る評価者研修というのも管理職

を対象に実施しております。 

 補足なのですけれども、先ほどの三次職員研修

につきましては、大空町との定住自立圏の関係の

合同研修となっております。 

 以上です。 

○平賀貴幸委員 五つの研修が行われているとい

うことを理解させていただきましたが、今回の５

回の研修を行った、ほかにもいろいろな研修で必

要なものはあると思うのですけれども、今回この

五つをチョイスして行ったというのは、どういう

流れの中で行われたのでしょうか。 

○小松広典職員課長 まず、新規採用職員につき

ましては、必ず毎年採用後に行っている研修とな

ります。 

実技研修につきましては、最近、行政事業とい

いますか、いろいろなテーマがありますので、こ

ちらについては、テーマを接遇の向上とプラス、

クレーム対応ということで、市民満足度をテーマ

とした研修の取り上げ方として、受講者を募って

やっているところですので、また、翌年以降につ

いては、テーマを変えてということで、希望を

とってやっていく予定になっております。 

それから、人事評価研修につきましては、評価

者の研修ですので、これについては、人事評価の

ニーズに応える部分の研修ということになりま

す。 

○平賀貴幸委員 内容は理解させていただきまし

た。その都度、課題に応じて研修内容も入れかえ

ながら、そこは進めていっていただきたいと思い

ますが、一方で、出張しての研修30人ということ

でした。これも、いろいろな課題があって、個人

が希望したものもあれば、職場のほうから指示さ

れていくものもいろいろあると思います。 

 それと、議会でも行政視察のような形で行く、

ほかの行政の実際の先進事例を見るというのがあ

ると思うのですけれども、そういったものも、主

張の30人の中には含まれているのでしょうか。 

恐らく、そういったことは、網走市役所のほう

でもやっていらっしゃると思うのですけれども、

それも入っての30人なのでしょうか。 

○小松広典職員課長 委員おっしゃるとおり、当

然、今ついている仕事で最低限必要な知識ですと

か、また、それのスキルアップのためにもっと上

を行くための上級研修とかというのもございます

し、それから、所属別にテーマを持っていただい

て、それを、公募をかけまして、その中で予算の

範囲内で選考した上で派遣するという研修もござ

います。 

○平賀貴幸委員 そうすると、いわゆる議会の行

政視察のような形で、市の側のほうが先進事例と

して、あるいはこれから取り組もうとする必要性

があって、他の自治体に視察のような形で研修に

行くというものもここに入っているということで

すか。それは別の枠の予算になっているというこ

とでしょうか。 

○小松広典職員課長 枠組みとしては、先進都市

派遣研修という枠組みを持っていたのですけれど

も、平成27年度の実績としては、たまたまなかっ

たという実績でございます。 

○平賀貴幸委員 そういう枠組みがあるというこ

とはわかりましたので、ここの予算でそれもやら

れているということも理解させていただきました

が、研修費というのは、私はできるだけ抑制的に

ならずに、積極的にかけていくべきだと思ってお

りまして、ここの予算ができるだけ余らないほう

が本来はいいのではないかというふうに思ってい

ます。 

より積極的に公募をかける、あるいは研修の内

容を職員の皆さんが必要とするものにしていくな

ど、もっと取り組みの工夫が必要ではないかと思

いますけれども、その点については、どう評価さ

れているでしょうか。 

○小松広典職員課長 不用額を出さないでという

ところにつきましては、当初予算組みをした段階

で、それから執行していくに当たって、集合型の

研修でいけば、講師の旅費が伴うものもございま

すし、平成27年度の実績としては、道内講師が多

かったというところで、東京も意識してつくって

いるというか、積算している旅費ですので、そこ

の部分の不用額として出てきたという部分もござ

います。 

 あと、個人個人が研修所に赴いてですとか、研

修場所に赴いてという形の旅費を伴う研修につき

ましても、例えば受講先で受講の枠がいっぱいに
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なってしまってなかなか受けられないというとこ

ろもございますし、あと、今、いろいろな災害が

起きたりですとか、もともと予定していたものが

行けなくなったりという部分もあるのですけれど

も、そこの部分については、もう本当にここの職

員研修の費用につきましては、効果的な部分、行

政運営をするためには不可欠なものという認識を

しておりますので、なるべく不用額を出さないよ

うな形で効果的に使っていきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。

今、答弁あったとおり、できるだけ不用額をここ

は出さないように、積極的に研修が実施されるこ

とを改めて望みたいというふうに思います。 

 続いて、成果等報告書の中に移っていきたいと

いうふうに思いますが、最初に、最後の97ページ

の項目から聞いていきたいと思いますが、首都圏

網走ＰＲ事業が１月７日から２月１日ということ

で実施されております。 

効果の期待される事業だったというふうに思い

ますが、実際に実施してみての反応ですとか、評

価はどのように受けとめていらっしゃるのか、伺

いたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 首都圏網走ＰＲ事業の

成果等でございますけれども、国の緊急経済対策

に伴いまして創設された地域住民生活緊急支援の

ための交付金を活用いたしまして、首都圏におい

て、網走のシティセールスを行うための東急電鉄

田園都市線及び東横線の１編成を貸し切りまし

て、その車内において各種広告のポスターを掲載

したり、セールスする画像を掲出したものであり

ます。 

期間は、委員おっしゃったとおり１月７日から

２月１日までで、両編成がかかわっているのです

けれども、具体的にどれぐらいの人数が電車に

乗ったとかというのは、電車の性質上算出するこ

とはできないというのは、もう東急電鉄のほうか

ら話をいただいておりましたので、その辺の具体

的な効果というか実績というのは出てこないので

すけれども、ある程度、東横線でいきますと１日

117万人ぐらいの方が乗車される、田園都市線が

121万人乗車されるということの数値はいただいて

おりましたので、かなりの効果があったのではな

いかというふうに考えております。 

 当然、東京メトロですとか東武線、みなとみら

い線、神奈川県、埼玉県のほうまでも電車は走っ

ていたので、かなりの方にＰＲできたのではない

かというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 インターネットを見ていても、

網走の関係者が様子を写真に撮って載せていると

いうこともありましたが、ツイッター等を見てい

ると、一市民の方が電車の中が網走だらけになっ

ているですとか、そういうのを載せていたりして

いるのを私も見ておりましたので、一定の効果が

あったのだろうと思います。 

 そこの効果を推しはかっておくという必要も私

はあるのだろうと思っておりまして、いわゆる

ビッグデータの活用について、そこは考えておく

べきかと思います。どの程度、これをやっていた

期間、網走というキーワードが多く出てきたのか

ですとか、そういったことを調査することは、も

ちろんこれお金がかかることなのですけれども、

一定程度の意味があって、それに基づいて次の制

作をという形で、さらなる首都圏等のＰＲに広

がっていくと思うのですけれども、その点、今回

は実施しなかったのだと思うのですが、今後どう

いうふうにお考えなのか、伺いたいと思います。 

○高井秀利企画調整課長 ただいま、国のほうで

もリーサスを整備されておりますので、そういっ

たリーサスの中で活用できるような情報等も使い

ながら、政策に反映させるようなことをしていき

たいというふうに思っております。 

○平賀貴幸委員 リーサスも大事なのですけれど

も、ここは自分たちで調査をする会社に予算を

払って調査をしてもらわないと、多分なかなか

リーサスの情報というわけにいかない部分だと思

いますので、ここはせっかく実施されるのでした

ら、そこも含めて実施されたほうが、よりこの程

度の効果があるので、次の年はまたこういうこと

をやろうと形に持っていきやすいというふうに思

いますので、今後の課題にしていただきたいとい

うふうに思いますが、いかがでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 次年度以降、こういっ

たシティセールスができるかどうか、ちょっとま

だわかりませんけれども、同じような事業をやる

際には、そういったインターネット上でどれぐら

い検索されているですとかというようなデータを

拾う方法も、予算をかけることができるのであれ

ば、そういうこともやりながら、印刷も活用しな

がらということで、政策に反映できるようなこと

をやっていきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 特に、新たな事業を始めようと
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する年ですとか、そういったときをうまく狙いな

がら、こうしたＰＲ事業と先ほど申し上げたよう

なインターネットのビッグデータを活用した調査

を独自に予算かけて行う、多分リンクさせていく

ことで、より意味のある事業展開もできると思い

ますので、そこはぜひ、今後に向けて配慮をして

いただきたいなと思います。 

 あわせて、先ほど国勢調査の関係で、アンケー

トの国勢調査の中身を聞くわけではないのですけ

れども、アンケートの回答がネットで34.7％あっ

たというふうに伺いました。 

やはりインターネットを使って、意思の伝達を

しようという方がふえているのだなというふうに

改めてそこは受けとめたところでして、今の質問

とも絡んで、やはりそこは見ておかなければいけ

ないなと改めて思うのですが、網走市でも国勢調

査以外にもいろいろあるのですけれども、各種調

査をするときに、インターネットの活用をしてい

る、もちろん意見を募集しますというときには活

用されている、プロポーザル事業をやられるとき

はされているのですけれども、各種調査をやると

きのインターネットの活用というのは、どういう

ふうになっているのでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 経済部等でも各種調査

等を行っておりますが、現在のところ、やはり紙

媒体での調査が主なものでありますので、今後、

調査対象にもよりますけれども、インターネット

を活用した調査ができるのかというのは、他市の

先進事例等も参考にしながら研究したいと思いま

す。 

○平賀貴幸委員 私もＮＰＯ法人を運営してい

て、非常に多くの数の調査が来て、びっくりする

ことが多いのです。なかなか大変だなと思うので

すけれども、インターネットで答えるものについ

ては、多少意識のレベルは正直下がるというのが

現場にはあるようでして、答えやすいというので

すか、そういうのがあるようです。 

市の各種調査を見ていても、丸をつければ答え

られるような内容のものもあったり、具体的に記

述しなければいけないものも確かにあるので、一

概には言えないのですけれども、先ほどの国勢調

査のインターネットの回答率から考えると、各種

調査の回答をインターネットで受け取れるような

仕組みを整備していって、それで意見を吸い上げ

るということは、やはり一定程度効果も高い事業

ではないかと思いますので、そこは企画を中心に

全市的な検討が必要だと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 全庁的に調査の手法に

つきまして、現在の手法と今後どのような手法に

すると回収率が上がるかどうかというものを含め

まして、かなり時間がかかるかもしれませんけれ

ども、研究したいと思います。 

○平賀貴幸委員 実は、これは職員の皆さんの業

務の軽減にもつながります。インターネットで回

答が来たほうが、データ上の整理もしやすいとい

うのもありますので、ぜひここは、全庁的に検討

しながら進めていただきたいというふうに思いま

す。 

 最後に、男女共同参画の関係だけ伺いたいと思

います。 

具体的な事業の取り組みというよりは、庁舎内

が現在どうなっているかということを伺いたいと

思うのですが、やはり男女共同参画の推進のため

には、市の職員の皆さんの意識改革というのが必

要だと思います。 

市長も50％まで女性職員の比率を高めるのだと

いう目標を上げられていて一般質問の中でもどう

いうふうになっているか、密室では見えないとい

うふうに申し上げたのですが、女性の登用という

か、女性職員の比率を高めるという意味での取り

組みというのは、今のところどんな状況になって

いるのでしょうか。 

○小松広典職員課長 庁内における男女共同参画

の取り組みですけれども、女性の役職の管理職登

用ですとか、あと、いろいろなテーマはあるので

すけれども。 

○井戸達也副委員長 答弁調整のため、休憩しま

す。 

午後２時03分休憩 

午後２時13分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

 質疑を続行します。 

平賀委員の質問に対する答弁から。 

○小松広典職員課長 庁内における男女共同参画

に係る取り組みでございますけれども、女性職員

を増加させるというような取り組みのところでい

きますと、平成27年につきましては、女性の構成

比率25.4％という実績でございました。 

職員の採用につきましては、能力の実情につい

て行うことになっているものですから、女性を恣
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意的にとか、そのような形ではできないところな

のですけれども、その取り組みとしては、やはり

女性の受験者数をふやすというところが最大の努

力をしているところでございまして、募集要項の

ほうにも女性活躍推進の内容をうたったりですと

か、そのような対策を行っているところです。 

 面接しているときにも女性の方に話をお伺いす

ると、そのような記載があったのでと、網走がそ

のようなところを取り組んでいるので受けました

という方も見られるものですから、その辺につい

ては、ある程度の効果は出てきているところなの

かなということで認識しております。 

○平賀貴幸委員 以前、商工の関係のところで、

企画だったかもしれませんけれども、企業の採用

ページをしっかり整備していったほうが若い人材

を集めやすいという質問をしたことがあるのです

が、多分、網走市のような行政組織にも同じよう

なことが言えるのかなと思うのですけれども、

ちょっと見た限り、もしかしたら私が見つけられ

ていないだけかもしれませんけれども、現在、網

走市で働いている女性職員が、こんな気持ちで働

いているとか、こんなことをしているですとか、

そういうのを紹介しているようなページというの

は、網走市の場合、あったでしょうか。 

○小松広典職員課長 最近の入った職員の活躍と

いいますか、インタビューページというのは用意

してはおりますけれども、ただ、女性活躍推進の

ところをうたったような内容というのは、まだ整

備していないものですから、そちらの方向性を

持ったインタビューというような形については研

究してまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ぜひそこは引き続き取り組んで

いただきたいと思います。 

 一方で、管理職における女性比率を高めるとい

うのも大切なのだと思います。なかなかそれは進

んでいないのだと思いますけれども、どのような

取り組みを進めている結果の現状なのか、伺えれ

ばと思います。 

○小松広典職員課長 女性管理職の実績になりま

すけれども、現在のところ１名になっておりま

す。 

どのような形で進めていくのかということにな

りますけれども、やはり経験を積んでいただくし

かないというところの部分もございますので、そ

の辺については、職員研修でセミナー等を開催し

まして、意欲を持って働いていただくような形で

の進め方をしてまいりたいと思っております。 

○平賀貴幸委員 最初にも、研修の質問をさせて

いただきましたけれども、やっぱり研修の機会が

多くないと、なかなか管理職のスキルまでいかな

いということも、いろいろなデータを見ていくと

言えるようです。 

特に、国と地方の公務員の差というのが一つ研

修を受ける機会の差だとも言われているように、

やはり一般の職員の方の研修もなかなか男性のほ

うが受ける機会が多めになってしまうのかなとい

う印象はありますので、そこはぜひ、いろいろな

形で工夫をして、女性も研修を受けやすいような

中身にするとか、日程を工夫するですとか、いろ

いろな形でそこはやっていっていただければなと

いうふうに思います。 

 一方で、働き方そのものも整っていないと、な

かなか女性が働く職場、女性も働きやすい職場、

男性も働きやすい職場、その両方をやるというこ

とができないというふうに思います。 

そうすると、育児時間ですとか、育児休業が取

りやすい職場にできるだけなっていく必要がある

のですけれども、その辺についてはどのような状

況になっているでしょうか。 

○小松広典職員課長 職員の育児休業の取得状況

なのですけれども、昨年の27年度の実績につきま

しては６名、その内訳といいますか、一応出産す

る方は全員とっているという実績になっておりま

す。 

○平賀貴幸委員 全員女性が６人とられたという

ことでしょうか。 

 それから、育児時間をとられている方や、先ほ

ど申し上げました看護休暇等をとられている方と

いうのは、どんな感じになっているのでしょう。 

○小松広典職員課長 性別につきましては、１名

男性が育児休業をとったところでございます。 

 あと、育児時間の実績については、ちょっとこ

れまでないところであります。 

看護休暇につきましては、それぞれの方、全て

とっているような実績になっております。 

○平賀貴幸委員 理解いたしました。 

 育児時間は人それぞれの考え方ですので、そこ

はとる、とらないはあると思いますが、とりやす

い職場の環境づくりには努めていただきたいと思

います。 

 一方で、今、育児休業を初めて男性が一人とら

れたというふうに伺いましたけれども、北海道で
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も初めてとられた方、たまたま私、もともと知っ

ている方なのですけれども、とられたときに積極

的にその方を紹介するなどして、男性でも育児休

業がとれるのですということをＰＲされるような

動きを北海道もしていたのを記憶しております。

相当もう前のことですけれども。 

網走市も、その方がうんと言ってくださらない

となかなか難しいことですけれども、男性でも育

児休業がとれるし、もちろん女性でもとれるので

すと。網走市もこういう職場環境の改善に、市と

しても取り組んでいるのですということを発信し

ていくことは、網走市内の企業に対する影響力と

いうのは相当大きいのではないかと思うのですけ

れども、その辺についてはどうお考えでしょう

か。 

○小松広典職員課長 先ほど申しました男性の職

員なのですけれども、こちらから働きかけてとい

うわけではないのですけれども、たまたま民放の

テレビ局のほうの取材がありまして、取材を受け

て、それがテレビ番組になったわけなのですけれ

ども、そこについての市民の反響というものも

あったものですから、有効な手段として、ほかに

もいろいろなメディア媒体ありますので、研究し

てまいりたいと思います。 

○平賀貴幸委員 ちょっとそのいきさつを知らな

かったものですから失礼しましたが、ぜひ、そう

いう機会も捉えて、働き方の見直しをするという

ことは、やはりとても大切なことだと思います。  

特に、少子高齢化の時代ですし、人口減少の時

代ですし、労働力をどう確保していくかとか、さ

まざまな課題が多い中で、市としてそこに積極的

に取り組んでいくのだと姿勢をちゃんと見せてい

くというのはとても意義深いことです。市の中も

もちろんですけれども、市の外に向かっても、ぜ

ひ情報を積極的に、そこは機会を捉えて発信して

いただきたいというふうに思います。 

 質問は、以上で終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

○近藤憲治委員 それでは、重複を避けて、１点

だけお伺いいたします。 

 定住自立圏推進事業についてでありますけれど

も、これは過去にも経年的に取り組まれてきてい

ることだと思うのですが、平成27年度において

は、具体的な取り組み、どのように進められたか

をお伺いいたします。 

○高井秀利企画調整課長 定住自立圏推進事業の

平成27年度の実施の状況でありますけれども、定

住自立圏共生ビジョンの懇談会を平成27年10月、

11月と２回開催いたしまして、第２次定住自立圏

共生ビジョンを策定しております。 

○近藤憲治委員 過去にもお伺いしたことあるの

ですけれども、今、実際に定住自立圏の協定を結

んで構成しているのは、網走市と大空町というこ

とであります。 

この部分については、空港の利活用含めて非常

に密接なつながりがあるという部分で意味がある

というふうに考えておりますけれども、それ以外

の自治体との自立圏の協定締結に向けた動きとい

うのは、この推進事業の中では、具体的には特に

なかったということでよろしいでしょうか。 

○高井秀利企画調整課長 昨年開きました懇談会

の中では、他の地域とのという話は、特にござい

ませんでした。 

○近藤憲治委員 定住自立圏という枠組みだけで

はなくて、観光でありますとか、その他の地域イ

ンフラの維持確保という点を、この先の人口減少

を見据えると、やはり多くの地域と広域的に連携

を図っていかなければならない側面というのは多

々出てくるというふうに思います。 

定住自立圏という看板をつけるかどうかという

のは、その時々の判断だと思うのですけれども、

そういった広域連携にテーマで心砕いていってい

ただきたいというふうに思いますが、いかがで

しょうか。 

○高井秀利企画調整課長 昨年、総合戦略を策定

する際に、近隣の大空町、清里町、小清水町、斜

里町と網走市が、地域間連携によって取り組める

テーマを検討するということで意見交換会を開催

しております。 

今後も、こういった地域間連携というのが必要

になってくると思いますので、必要に応じて他の

地域と連携を取り組めるような形をとりたいと

思っております。 

○近藤憲治委員 終わります。 

○井戸達也副委員長 次。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 以上で、認定第１号中、企画総務部、議会、会

計、選管、監査、公平委員会、固定資産評価審査

委員会の所管に関する細部質疑を終了しました。 

 ここで、理事者入れかえのため、暫時休憩をい

たしますが、御着席のままお待ちください。 

午後２時25分休憩 
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午後２時27分再開 

○井戸達也副委員長 休憩前に引き続き、再開し

ます。 

それでは、引き続き、本日の日程であります認

定第１号中、経済部、観光部及び農業委員会の所

管に関する細部質疑に入ります。 

では質問者、挙手願います。 

○田島央一委員 それでは、平成27年度決算に係

る主要施策の成果等報告書の60ページ、空き店舗

活用事業補助金についてお伺いしていきたいと思

います。 

 交付要綱のほうに別途、資料あるのですが、交

付要綱の中、空き店舗対策の対象となる区域が中

央商店街振興組合区域、市道南４条通線に面した

区域のうち、東２丁目中通線から西４丁目通線ま

での区域及び西２丁目通線に面した区域のうち、

南４条通線から南６条通線までの区域というふう

になっておりますが、まず、１点確認をしたいの

ですが、建物のほうが道路に面したところに入り

口がある店舗ということが対象でいいのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗活用事業補助金

の関係ですけれども、今、委員がおっしゃられた

区域の玄関入り口がその道路に面している店舗に

ついては、１階、２階問わず対象としているとこ

ろでございます。 

○田島央一委員 そこで、もう１点お伺いしたい

のですが、対象店舗のほうは、第４条ということ

で、交付要綱にも記載されてはいるのですけれど

も、現時点で、交付の対象になるような数という

のは、市のほうで大体押さえているのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗の数ですけれど

も、使える、使えないというものもあるのですけ

れども、おおむね10店舗程度があるという形に

なっております。 

 ただ、これは以前からも指摘されているのです

けれども、使えない部分もあるし、なかなかわか

らない部分もあるということもありまして、現在

行っている今年度の事業なのですけれども、その

中で、空き店舗の調査をやっていこうというふう

に考えているところでもございます。 

○田島央一委員 10店舗ほどで、調査もなおかつ

しているということで、もう１点ちょっとお伺い

したいのですが、この事業を活用して、空き店舗

が埋まっていく定着率というのは、どの程度に

なっているのか、お伺いしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 この事業につきまして

は、平成17年から開始した事業でございますけれ

ども、これまで21件の認定をしております。その

うち残念ながら６店舗が閉鎖されておりまして、

約７割は残っている状況となっております。 

○田島央一委員 ７割方ということで、まずまず

定着していいただいているのかなというふうには

感じますけれども、あと例えば、先ほど空き店舗

の数も含めてお聞きしたのですけれども、目標み

たいなものは、市としてはお持ちになっているの

でしょうか。例えば、９割方埋まったら大体目標

に達してきたなだとか、そういった何か目標の数

値なんかお持ちなのかなと思っているのですが。 

○田口徹商工労働課長 空き店舗の埋まりぐあい

の目標ですけれども、目標の数値は持っていませ

ん。 

ただ、まだシャッターになっているところも多

い状況もありますので、もう少しにぎわいが創出

できるまでは、現在の補助制度を続けていきたい

というふうに考えております。 

○田島央一委員 にぎわいを創出するということ

がこの補助金の目標でもあると思いますので、そ

ことあわせて、商店街の基軸となるこの区域がま

ずは活性化するということが最優先ということで

承知はしました。 

昨年も議論にありましたけれども、対象区域を

広げてくれないかだとか、私もいろいろな方の話

を聞いていると、確かにそういう声も聞こえる部

分はあるのですけれども、個別の案件どうこうと

いうことではありませんが、まずはやはり、基軸

となるこの商店街を活性化して、一定の目標に達

すれば対象範囲が広がるのか、ちょっと違う形の

補助になるのか、また別ですけれども、わかりや

すい何か目標が一つあればいいのかななんて思っ

ておりましたので、今回ちょっと質問をさせてい

ただきました。 

 以上でございます。 

○井戸達也副委員長 次。 

○永本浩子委員 主要施策の成果等報告書の56

ページ、建築技能者等地域定着促進事業と、その

下の建築技能者人材確保補助金ということで、予

算額より決算額がどちらも結構少なくなっていま

すけれども、多分、対象者が見込んだ数よりも少

なく、３人だったということで、こういう金額に

なったのだと思うのですけれども、やっぱり建築
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関係の人材が今不足しているということで、人材

をふやすためのきっかけづくりとか、工夫とかと

いうのは何かされているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 建築技能者等地域定着促

進事業の人材確保の部分と、それから、市で行っ

ております建築技能者人材確保補助金の関係の件

だと思いますけれども、確かに最初のほうは北見

の高等技術専門学院、こちらに通われる生徒に対

して奨学金を出しまして、この地域に就職してほ

しいという趣旨のものでございますし、後者のほ

うは、そこを出て市内に働いた従業員に対しまし

て、通年雇用された事業者に対して、冬期間の給

与の２分の１で最大上限20万円を支援するという

ものでございます。 

 建築者の不足は、確かに業界のほうでもうたわ

れております。我々は、北見技専の建築科に通う

生徒をふやすために、協議会、ある地域の学校の

就職の関係で集まる会議があるのですけれども、

そういうところにも参加させていただいて、この

制度を周知して、ぜひ建築技能者の育成増加に努

めたいということで、そういう取り組みをさせて

いただいております。 

○永本浩子委員 確かにそういった形でもやって

いただいていると思うのですけれども、多分、現

実なかなか、それでも人が集まらないのかなとい

う思いもありますので、例えばもっと小さい段階

まで目を落として、子供がもっと興味を持つよう

なアプローチとか、また、女性という観点から

も、この業界にも進出してもらえればみたいなア

プローチというのはどうなのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 建築技術者の育成は、あ

る程度の年齢になってから建築のほうに向くので

はなくて、小さいうちからそちらのほうに興味を

持つということが非常に大切なことだと思ってお

りますので、市のほうでは、ものづくり技能体験

事業補助金というものを用意しまして、網走地方

技能士会が毎年行っております小学生を対象とし

たものづくり体験があるのですよね。毎年、夏に

一日やるのですけれども、そこに若干支援させて

いただいて、市も小さなお子様からの興味を持つ

仕組みをつくることに対して協力していっている

状況にございます。 

 あと、女性については、残念ながら、今のとこ

ろは建築士の中ではちょっと取り組んでいるもの

はございません。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 今、女性ということも提案させていただきまし

たので、いろいろな角度でやっぱりふやしていく

努力、そして小さいときに興味を持ったものを、

また、それが継続していけるような何か対策とい

うものも、業界の方たちとも相談しながらぜひ

打っていっていただきたいと思います。 

 次に、57ページの起業化支援事業補助金と起業

家支援セミナー事業負担金のほうなのですけれど

も、起業化支援補助金、予算が250万円に対して決

算が50万円ということで、補助件数１件、多分５

件分見込んでいたけれども、実際には１件だけ

だったという結果だと思うのですね。そして、起

業家支援セミナーには、創業ゼミナールには９名

が参加、起業家フォローアップセミナーにも11名

が参加しているけれども、実際に起業された方と

いうのは１人のみということなのかと思いますけ

れども、こういう捉え方でよろしかったでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 起業化支援事業補助金に

つきましては、予算はそれだけついているのです

けれども、実際に使っていただいたのは１件とい

うことで、50万円の執行という形になっておりま

す。 

 それから、起業家支援セミナーにつきまして

は、昨年は９名参加しております。そのうち２件

の起業があったというふうに聞いております。 

この補助金を使った方とセミナーの人とは、一

致していない状況です。 

○永本浩子委員 了解しました。２名の方が起業

されたけれども、補助金を使った人が１名で、も

う一人は補助金をもらわずに起業されたというこ

とですね。 

○田口徹商工労働課長 起業家セミナーのほう

は、二人とも助成金は使っていないです。起業化

支援を使ったのは別の方になっております。 

○永本浩子委員 ありがとうございます。 

 ということは、やっぱりこのセミナーが、かな

り効果が出ているということなのかなというふう

に今、思いました。網走にとっても、新しい方に

また事業を起こしていただくというのはとてもあ

りがたい話で、これからも力を入れていっていた

だきたいと思うのですけれども、そのサポート体

制とか相談窓口というのは十分機能しているので

しょうか。 

セミナーに参加して、実際起業するまでのサ

ポート、起業してからもまたサポートというのが
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丁寧なほど、やはり定着化率も高くなるかと思う

のですけれども、その辺のサポート体制はどんな

ふうになっているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 当市で、昨年、産業競争

力強化法によります創業支援事業計画の国の認定

を受けておりまして、その中では、商工会議所を

中心として、市と商工会議所がタッグを組んで創

業支援をしていくと。さらには、そこには、金融

機関との連携をとりながらバックアップしていく

という、一応計画をつくって対応させていただい

ております。 

○永本浩子委員 金銭面だけではなくて、そうい

う人的なサポートというのがとても大事な部分だ

と思いますので、ぜひこれからも、その辺力を入

れて取り組んでいっていただきたいと思います。 

 次に、地場産品市場開拓推進事業なのですけれ

ども、実績としては、札幌、厚木、天童、札幌と

いうことで、４回にわたって行われたようなので

すけれども、実際に販路というのは拡大されてき

ているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 地場産品市場開拓推進事

業ですけれども、昨年は北海道産品取引商談会、

これは札幌でやったものですけれども、平成27年

度におきましては、札幌会場におきまして４社が

出店しております。そこで接触バイヤーは100名、

それから、商談件数は一応10件という報告を受け

ております。 

 それから、大阪で、これはちょっと事業が大都

市圏販路拡大事業になるのですけれども、その前

の年まで同じ事業でやっていたのですけれども、

大阪のほうでも商談会をやっておりまして、こち

らは３社が出店して、45名のバイヤーと接触しま

して、一応14件の商談というふうに出席企業から

が報告を受けております。 

○永本浩子委員 商談機会がかなりふえているよ

うなので、安心しました。 

今、大阪でという話もありましたし、今後の方

向性のところにも全国各地ということで載ってい

ます。やっぱり北海道、オホーツク、網走という

のが、北海道内とか友好都市だけではなくて、本

当に日本全国に向けたほうがかなり販路は広がる

のではないかなと思いますので、これから道内と

か関係各位のところだけではなく、もっと大きな

範囲で販路の拡大をしていっていただきたいと思

います。 

あと、次に、58ページの地域公共交通調査検討

事業負担金のところなのですけれども、予算現額

が170万円に対して決算額が96万2,000円というこ

とで、半分しか使われていないということで、な

ぜこんなに使われたお金が少なかったのか、まず

お聞きしたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 地域公共交通調査検討事

業の関係ですけれども、昨年は、網走市地域公共

交通活性化協議会の中で、郊外地区の公共交通の

見直しについて地域と意見交換をしていくという

ことで、その中で新たな交通体制の必要性が出た

ときには、地域にアンケート調査をとるというよ

うなことで考えておりました。 

ところが、昨年につきましては、郊外に入る以

前に、市内のコミュニティ路線の関係とかが

ちょっと利用度が低い状況がございまして、そち

らのほうを早急に対応していかなければならない

状況になりまして、そちらの地域と意見交換等を

進めた結果、アンケート調査が行われなかったと

いうことで決算額が低くなっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 ということは、アンケート調査は今年度行うと

いうことですかね。 

○田口徹商工労働課長 アンケート調査につきま

しては、地域に入って、その中で必要性が生じた

ときにやるということにしておりますので、これ

から郊外に入っていく予定にしておりますけれど

も、そこの話し合いの結果になるかというふうに

思っております。予定はしております。 

○永本浩子委員 次のページの地域コミュニティ

交通対策事業にも関連するかと思うのですけれど

も、やはり西山通線と二ツ岩のほう、かなり利用

客が少なくなっているということで、私もちょっ

と住民の方からいろいろなお声をいただいてお話

しさせていただいたときも、かなり利用客が少な

いかなというふうに実感しました。 

もう御存じと思いますけれども、十勝バスが、

このアンケート調査を１軒１軒、社長みずから

回って、いろいろな角度の目的別時刻表、市役所

に行くなら何時の何番のバスとか、この病院に行

くならこのバスとか、そのエリア、エリアによっ

て、必要とされるような目的別の時刻表をつくっ

たりとか、まず第一に、バスの乗り方のわからな

い人が非常に多かったということもあったよう

で、バスの乗り方をわかりやすく図解で説明した

ものを配ったりとか、かなりいろいろなパック事

業をやってみたりとか、そういう取り組みをする
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中で、かなり落ち込んでいた営業成績を盛り返し

たということで注目を浴びているようなので、ぜ

ひ網走としても、私も通りでバスを見るたびに、

乗っている乗客の方が少ないのが気になって、心

配になっているわけなのですけれども、バス会社

のほうともよく協議をしていただいて、こういっ

た取り組みもぜひやっていただきたいと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 地域コミュニティ交通西

山通線と二ツ岩線なのですけれども、こちらの路

線については、いずれも地域要望があって市が走

らせている路線なのですけれども、今、委員おっ

しゃるとおり、利用率がかなり低い状況になって

おります。 

 西山通線につきましては、鉄南地区と錦町地区

の住民40人近くに集まっていただきましたけれど

も、その中でいろいろと議論しまして、どうした

ら使い勝手がいいのか、どうしたら使うのかとい

うお話もさせていただいて、若干時間の変更、10

月１日からになるかと思いますけれども、そうい

うことも進めて、地域に利用していただこうとい

うふうに思っております。 

 あと、二ツ岩線につきましても、小中学生が使

うということで走らせていたデマンド型のタク

シーだったのですけれども、これもなかなか使わ

れない状況になっておりまして、地域と話をし

て、さらには、あそこの福祉施設もありますの

で、そういうところの路線の見直し等も今後検討

していきたいというふうに考えております。 

 あと、バスについてのなじむということですけ

れども、先日行われました七福神まつりにおきま

して、網走バスと連携しまして、都市間バスと市

内バスを展示して、小さな子供たちを中心に、試

乗の体験とかをして、なじむということも、若干

遅きにはありますけれども、取り組ませていただ

いたという状況になっております。 

○永本浩子委員 やっぱり乗らなくなったのには

乗らなくなったなりの多分理由があって、使い勝

手が悪いとか、時間帯が合わないとか、そういう

ことがあって、全部の人の要望に合わせるのはな

かなか大変かもしれませんけれども、やはりそう

いったところを的確につかんで対応していくとい

うことはとても大事なことだと思いますので、ぜ

ひその辺よろしくお願いいたします。 

 あと、62ページの農業担い手実践研修支援事業

なのですけれども、あと、同じく青年就農給付金

事業、あと、青年就農支援資金貸付・利子補給事

業、三つとも予算額よりかなり決算額が下回って

いますけれども、予想していた人数より、やっぱ

り実際の人数がかなり少なかったため、こういう

ことになったのでしょうか。 

○川合正人農政課長 まず、農業担い手実践研修

支援事業でございますが、こちらのほうは、ＪＡ

オホーツク網走が実施しております新規就農の農

業者の研修のいろいろな費用となっております。 

こちらのほうは、３年間で実地を研修していく

わけなのですが、重立ったものとしては、農業大

学校に行っての実地研修なり、トラクターの研

修、あとは簿記等も研修してくるわけなのです

が、３年間のうちの１年と２年が重立った事業と

なっております。平成27年度は、１年生が９名と

２年生３名ということでございましたが、平成26

年度は、１年生５名と２年生が13名ということ

で、人数のほうが減っているということで、この

執行額が減少ということになっております。 

 また、青年就農給付金事業でございますが、予

算からしまして決算が300万円ということですが、

こちらは１名、150万円の給付を受けられるという

国の事業なのですが、予算のほうではやはり多目

にといいますか、新規就農が出てきたときに国費

から予算を持ってくるものですから、その辺の要

望もありまして金額が減少しているというところ

であります。 

また、それにあわせまして、青年就農支援貸付

金利子補給事業ですが、こちらのほうも、この貸

付金の利用をする人間が１名のみということであ

りましたので、執行が減となっております。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 網走の農業としては、次の担い手が、この数字

だけではそのまま直に減っているというふうに捉

えなくても大丈夫ということでしょうか。 

○川合正人農政課長 網走の農業ということです

が、やはり全国的に少子高齢化ということで、担

い手が減少してきているという状況にはありま

す。 

ただ、網走市では、担い手といいますか、充足

率というのは高いほうではあります。その中でも

後継者がいない方もいらっしゃいますから、そう

いう方についてどうしようかということもありま

す。 

今回、新規就農ということで、平成27年には２

名新規就農しておりますし、今年度も２名はして
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おりますので、その辺では網走市も新規就農とい

うのが進んできているのかなというふうには考え

ております。 

○永本浩子委員 例えば、用意されている就農給

付金とか支援資金貸付制度とかというのは、使い

勝手が悪いとか、そういったような声は出ていな

いのでしょうか。 

○川合正人農政課長 こちらの制度なのですが、

国の制度の150万円というのが支給されるのです

が、それが年に２回の支給となってございますの

で、その間、75万円ずつもらうのですが、それが

半年に１回ということで、こちらのほうから貸付

制度を設けたということになっております。 

貸付制度を使ってやられる方は、やはり助かっ

ているというお話は受けております。 

○永本浩子委員 では、今のところはいい反応と

いうか、出ているということでよろしいでしょう

かね。 

○川合正人農政課長 今、利用されている方につ

いては、そういう不満は聞こえてはおりません。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 網走は、農業が第１次産業、基幹産業ですの

で、次の後継者がしっかり育っていくように、ま

たよろしくお願いしたいと思います。 

 また農業関係なのですけれども、64ページ、農

地集積支援事業が、平成27年度は2,000万円の予算

が1,199万円ということで、約半分なのですけれど

も、平成26年のときは予算のほうと決算額がほぼ

同額だったと思うのですけれども、平成27年度が

半分になったというのは、なぜなのでしょうか。

予算額は、どういったものを基準にして立てられ

ているのでしょうか。 

○川合正人農政課長 農地集積支援事業について

でございますが、こちらのほうは、国のほうで農

地中間管理事業というものがスタートしまして、

その中で農地中間管理機構に農地を集めて、担い

手に集積をしていくということで、その農地中間

管理事業に土地を出した者が協力金というのを受

けられるという制度になってございます。 

網走市の中では、大体離農されていく方が農地

中間管理事業を使っているという状況になってお

りまして、平成26年度につきましては、予算額の

見込みどおりの執行となりましたが、平成27年度

につきましては、これも国の予算ですので、ある

程度の予算の確保をしていたのですが、それだけ

の利用者というか離農者もいなかったということ

で、執行が減となっております。 

○永本浩子委員 ということは、離農者が少な

かったということで、むしろよかったというふう

に捉えてもよろしいのでしようか。 

○川合正人農政課長 そうですね。離農者が出な

かったということは要因になっているというふう

に思っております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

 あと、その下の特産品産地ブランド形成事業な

のですけれども、オホーツク網走農業協同組合と

４団体の中で、長いも部会、青果部会連絡協議

会、行者菜部会ということで、四つの団体が入っ

ていますけれども、長芋と行者菜以外の農畜産物

というのは、具体的にはどんなものがあるので

しょうか。 

○川合正人農政課長 こちら特産品産地ブランド

事業ということで、長芋と行者菜の部会のほうに

進出をしております。 

また、それ以外ということでございますが、Ｊ

Ａオホーツク網走でいろいろなところに農産物を

出店していっておりますので、それが野菜等青果

物を出しておりますので、そういうところでのブ

ランド形成というか、販売促進といいますか、販

路拡大のほうで、こちらの事業を使っているとい

うところです。 

○永本浩子委員 長芋とかは、海外輸出の動きが

あったりだとか、そういったものが見えるのです

けれども、ほかのものに関しては、具体的には、

ブランド形成というのはどこまで進んでいるので

しょうか。 

○川合正人農政課長 ほかの農産物ということで

ございますが、やはりその農産物の生産量という

ものが少ないものですから、市外に流通させる、

それをブランド化にしていくというのは、なかな

か若干厳しいものがあるのかなというふうには

思っております。 

 まず、網走では第４の作物といいますか、長芋

が主体的に量もありますので、そちらのほうに力

を入れているということと、行者菜は北海道では

網走市のみの生産ということもありますので、そ

の強みを生かして販売を進めていきたいというこ

とで、この２点が主力となってございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 長芋と行者菜がやはり中心ということで、ほか

のものもできれば次にブランド化したいというこ

とだと思いますので、ぜひ進めていっていただき
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たいと思います。 

 あと、66ページの森と緑づくり推進事業なので

すけれども、これも予算額が133万3,000円で、決

算額が41万6,000円だったということで、予算のほ

ぼ３分の１ということで、この理由というのはど

ういったところにあるのでしょうか。 

○川合正人農政課長 森と緑づくり推進事業につ

いてでございますが、こちらのほうは、いろいろ

な団体の要望がありまして、そちらのほうの要望

に応じまして、こちらのほうから苗木を配付する

という事業で、春と秋に実施をしてございます。 

平成27年度については、申込件数が７件という

ことで41万6,448円という執行になりましたが、そ

れまでは13件ありまして、平成26年度は13件、100

万円程度の執行ということで、平成27年度が少な

かったという状況になってございます。 

○永本浩子委員 その約半分に減ってしまった理

由というのは、どういったところにあるのでしょ

うか。 

○川合正人農政課長 具体的なところまでちょっ

と把握はしていないのですが、やはり団体のほう

でも植樹する場所もなくなってきているというこ

ともあるかと思います。継続して植樹をしていた

だいている方もいらっしゃるのですが、平成27年

度になって申し込みがなかったという方もいらっ

しゃいますので、恐らくそういうことが影響して

いるのかなというふうには考えております。 

○永本浩子委員 では、実際にやっていらっしゃ

る方たちにも一度抱えている課題とか、この先の

展望等も一度調べてみていただければいいかと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 ○井戸達也副委員長 永本委員の質疑の途中で

すが、暫時休憩をいたします。 

午後３時02分休憩 

午後３時10分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 永本委員の質疑を続行いたします。 

○永本浩子委員 先ほどの続きで、主要施策の成

果等報告書の70ページなのですけれども、北の新

大陸発見！あったか網走負担金ということで載っ

ておりますけれども、前年まで網走湖畔でやって

いたものを平成27年度で天都山のほうに移したと

いうことで、湖畔でやっていたときと流氷絶景ス

ライダーとか、天都山展望台のほうでやるように

なってみて、その違いというのは、お客の入り込

み数とか反応とかは、どんな感じだったのでしょ

うか。 

○伊倉直樹観光課長 北の新大陸発見！あったか

網走についての今年度の状況はどうだったので

しょうかというお尋ねだと思いますが、昨年の12

月に、所管の総務経済委員会のほうで、会場につ

いて、網走湖から天都山のほうに会場を変更させ

ていただきますという御報告をさせていただきま

した。その際にもお話をさせていただきました

が、モービル等のメニューというのがなくなっ

て、氷の滑り台とチュービングというのが中心の

メニューになったものですから、お客様の反応と

してはさまざまですが、インバウンドの方から

は、非常に景色もきれいだということで、御好評

いただいているところでございますが、中には、

スノーモービルを楽しみにいらっしゃったお客様

もいて、そういった部分でなくなったのは寂しい

というようなお話を伺っているところでございま

す。 

○永本浩子委員 入り込み数に関しては、どうで

しょうか。 

○伊倉直樹観光課長 平成27年度の入り込みにつ

きましては、１万2,000人という状況でございまし

て、参考までに、その前の年の平成26年度は１万

1,500人という状況でございます。 

○永本浩子委員 少しは、500人程度ふえたという

ことですね。採算は、網走湖畔でやっていたとき

は結構赤字だったというふうに聞いたことがある

のですけれども、天都山でやるようになって、採

算はとれるようになったのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 収支の関係でございます

が、網走湖で行ったときと比べまして、大きく固

定経費というのが削減されたものですから、収支

というのはプラスに転じたところでございます。 

○永本浩子委員 わかりました。 

 今後の方向性として、新たな冬季イベントの開

催について、運営体制を含めて検討しますという

ことで、天都山でやったような流氷絶景スライ

ダーとかにプラスして、また新しい何かを検討す

るということなのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 新たな冬季イベントのお尋

ねでございますが、基本的に平成27年に行った冬

季の北の新大陸発見！あったか網走のイベントを

ベースにしまして、そこで課題と言われるような

御意見もいただきましたので、その辺を今後研究

しながら、より魅力あるイベントにしていきたい
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というふうに考えております。 

○永本浩子委員 大事な取り組みだと思いますの

で、ぜひまた、さらによくなるように検討をお願

いしたいと思います。 

 私のほうからは、以上です。 

○渡部眞美委員長 次。 

○川原田英世委員 それでは、私のほうからも何

点か質問させていただきたいと思います。 

 まず１点目に、確認だったのですが、先ほど、

永本委員のほうからもありました起業化支援事業

補助金、これについてなのですけれども、対象は

新規起業者となっていますが、新規起業者のみな

のか、第二創業だとかそういう方は入らないとい

うことでよろしかったのか、ちょっと確認させて

ください。 

○田口徹商工労働課長 起業化支援事業につきま

しては、新規事業者を対象とした事業となってお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 今、世代交代がそれぞれの企業でもどんどんど

んどん進んでいます。担い手不足ということもあ

り、なかなか世代交代できずに廃業に進んでいく

企業もかなり今、多い状況ということもありま

す。  

また、ＩＣＴなどの動きが活発になって、いろ

いろな業態も変えていくという動きも重なって、

それはまたさらに廃業へと進めていく動きになっ

ているものがあると思いますので、そういった意

味では、新規起業のみだけではなくて、第二創業

だとか、新しいことに挑戦していくような企業の

支援というか、若者の支援という形も、こういっ

たものに中に、今後検討していっていただきたい

なと思うのですが、それについていかがでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 第二創業等につきまして

は、詳しいことはちょっと私も把握していない部

分もありますので、市内の金融機関等ともいろい

ろ協議しながら、研究させていただきたいという

ふうに思います。 

○川原田英世委員 ぜひお願いします。国のほう

でもいろいろなそういったチャンネルを持って、

第二創業にかなり手厚く動いていっているという

ことですので、そこら辺も含めてお願いしたいと

思います。 

 次に、歳入歳出決算書の中から質問させていた

だきたいのですが、229ページになります。 

 ものづくり総合支援事業についてですけれど

も、まず、この事業の実績をお伺いいたします。 

○田口徹商工労働課長 ものづくり総合支援事業

ですけれども、この事業につきましては、新製品

創出支援事業、それから、事業化スタートアップ

支援事業、ものづくりフォローアップ支援事業、

それから、ものづくり支援セミナーなど、これら

を組み合わせてものづくり総合支援事業として示

させていただいております。 

 平成27年度の実績ですけれども、非常に残念な

のですが、新製品創出支援事業、それから事業化

スタートアップ支援事業につきましては、実績が

なかったという状況になっております。それか

ら、ものづくりフォローアップ支援事業につきま

しては、２件の支援があったという状況になって

おります。そのほか、ものづくり支援セミナーに

ついては開催してきております。 

○川原田英世委員 なかなか結びつかなかった部

分もあるということで、フォローアップだけは２

件ということで、これが成果なのかと思います

が、セミナーの参加者というのはどうでしたで

しょうか。どのくらい参加者がおられたのか、把

握させていただきたいのですが。 

○田口徹商工労働課長 セミナーの参加者ですけ

れども、参加者数は19名の参加となっておりま

す。 

○川原田英世委員 この物づくりは、新製品とい

うことですから、まったくほかにはない類似した

ものがないものということになってくると思いま

す。実質言うと、かなりハードルが高いですよ

ね。 

そこの部分をいろいろと考えていかなくてはいけ

ないのではないかなと、僕は思うのですけれど

も、例えば、完全な新製品ではなくて、ほかの自

治体で取り組んでいて、徐々に知名度が上がって

きたような商品だとか、そういったものは、やは

り新製品ではないという判断でだめなのか。例を

挙げると、今、釧路のほうで鮭節とかやっていま

すよね。そういうのをこっちの事業者が新たにや

りたいといった場合は、それは新商品ではないと

いう扱いになるのか、その仕切りはちょっとわか

らなかったものですから、教えていただきたいの

ですが。 

○田口徹商工労働課長 新製品創出支援事業や事

業化スタートアップ支援事業につきましては、審

議会を開きまして、その中で一応審査する形と
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なっておりますけれども、例えば、使う材料と

か、そういうものにおいて新規性を出すとか、そ

ういうところで何か変わったものをしていただけ

れば、それは採用の可能性は十分にあるかという

ふうに思っております。 

○川原田英世委員 わかりました。そこの部分で

いろいろと網走特有のものを入れていけば、採用

になるかもしれないということで、その部分、物

づくりに取り組んでいる業者の方に、ちょっとそ

こはよく伝わっていなかったようで、「完全に新

しいものでないとだめなのですよね、そんなの無

理です」という形で嘆いていた方もおられたよう

ですから、そこの部分の周知も取り組んでいただ

ければなというふうに思います。 

 次に、その同じページの大都市圏販路開拓支援

事業について、先ほど、永本委員の質問の中でも

若干御回答があったのかなというふうに思うので

すが、この事業の実績についてもお伺いさせてい

ただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 大都市圏販路開拓支援事

業についてですけれども、これにつきましては、

北海道貿易物産振興会が主催する北海道産品取引

商談会、これの大阪会場の部分を対象事業として

おります。 

 こちらにつきましては、市内業者３社が出店し

まして、来場流通バイヤーは、34都市から104社、

235名が参加しております。出展企業としては、69

社が出展していた状況となっております。 

それからもう一つ、網走観光国内プロモーショ

ン事業、これは観光部の事業ですけれども、これ

と連携しまして、関西圏において特産品の販売並

びにＰＲを行う事業を行っております。 

これにつきましては、昨年６月５日から７日に

おきまして大阪市内でラジオ大阪を使った観光と

物産のＰＲ、それから、大阪天神橋筋商店街にお

ける観光ＰＲ及び網走の物産販売ＰＲ、それから

天神橋筋商店街、天三おかげ館における特産品の

ＰＲなど、これらの事業を行ってきております。 

事業効果としましては、この観光との連携事業

では２日間で、出店が３社で、50万円の売り上げ

があったということで、一定の物産ＰＲができた

のではないかなというふうに考えております。 

また、観光ＰＲ等あわせることによりまして、

物販観光の相乗効果があったものと判断しており

ます。 

○川原田英世委員 ３社が取り組みを行ってとい

うことで、物販に関しては２日間で50万円となる

と、なかなかすごい金額だなというふうに思うと

ころですけれども、商談会の３社、104社が来られ

ていたということなのですけれども、ここでの成

果というのは、何か具体的にもしあれば、教えて

いただきたいのですが。 

○田口徹商工労働課長 先ほど、永本委員のとき

にちょっとお話ししましたけれども、大阪での商

談会では、市内から３社が出店しまして、接触バ

イヤーが45名で、14件の商談件数があったという

ふうに報告されております。 

○川原田英世委員 商談件数はあったと、ちょっ

と実績かどうかはまだわからないということで、

理解しました。 

 この網走市内の３社にというのは、市内の各企

業に、こういったものありますからどうですかと

いう案内をかけて、３社が集まったということで

よろしいのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 商工会議所とか物産協会

とか、そういうところに案内文書を出して、応募

のあったところです。 

○川原田英世委員 わかりました。物販とも重

なって、かなり実際に現金が動いて、ただ単純に

商談会となるとやっぱり難しいという方もいるの

ですけれども、実際に物を売るということも含め

て、マンパワーが必要になってくるところもある

とはいえ、動くことができたということで、この

取り組みを今後さらに広げていっていただきたい

なというふうに思います。 

 今回大阪ということでしたけれども、首都圏、

東京圏等も含めて、取り組みを行っていただい

て、３社以上に関係する企業がふえるようにして

いっていただきたいと思うのですけれども、今後

の取り組みについては、どんなようなお考えで

しょうか。 

○田口徹商工労働課長 当市としましては、物産

展については、今後余り多くやるということは考

えてはいないのですけれども、そのかわり商談

会、取引のできる業者と確実に会える場、それを

多く設けていきたいというふうに考えておりまし

て、本年度から、昨年は北海道札幌と大阪だった

のにあわせまして、ことしは東京も含めて商談会

をふやしてきている状態にあります。 

○川原田英世委員 わかりました。そういった形

で取り組みを進めていただきたいと。 

物産のところではなく商談会、企業同士のとい
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うことで、物量も大きく動くことも検討されると

いうことですから、なかなか体力的にどこまでの

企業が加算できるのかということもあるかとは思

いますけれども、ぜひとも積極的に取り組みを進

めていただきたいと思います。 

 次に、観光についてなのですが、次のページの

231ページのところで若干触れさせていただきたい

のですけれども、観光施設案内板等整備事業、前

回もお伺いさせていただいたのですが、この事業

の平成27年度の中身、実績についてお伺いいたし

ます。 

○伊倉直樹観光課長 観光施設案内板等整備事業

のお尋ねでございます。 

 この事業につきましては、国の経済対策交付金

を活用いたしまして、観光客の受け入れ体制の向

上を図るため、観光案内板に多言語表記を追加す

るほか、デザインの見直しを行ったものでござい

ます。 

平成27年度の事業なのですけれども、案内看板

の修繕につきましては、網走セントラルホテル

前、それから刑務所前の三眺駐車場前、天都の宿

網走観光ホテル前、道の駅、網走駅前、オホーツ

ク流氷館敷地内の看板の整備をしたところでござ

います。 

 また、老朽化した看板もございましたので、そ

の部分につきましては、呼人と能取に設置してあ

りました旧流氷館の看板、それから北浜にありま

した夢街道オホーツク網走という広域看板なので

すけれども、こちらの看板も撤去したということ

をやった事業でございます。 

○川原田英世委員 近年、やっぱりインバウンド

はふえてきているということ、そしてレンタカー

で、車で回る方もふえていると。気がつくといつ

の間にか、電子掲示板も英語で表示されるように

なっているのですね。国道のほうの。そういうふ

うにどんどんどんどん進んでいっていることであ

りますので、今回、平成27年度でいろいろ整備さ

れたということですから、今後も進めていってい

ただきたいというのと、案内看板であると同時

に、私よく思うところがあって、世界中旅をして

いると必ず国際的にも統一のマークでインフォ

メーションマークというのがありますよね。

「Ｉ」とついたもの。あれがなぜか日本にはなく

て、海外の私の知り合いが来て一緒に連れていく

と、日本ではどこで観光の案内を受けたらいいの

かわからないと。観光案内あるのですよと言って

も、国際的な基準と違うという話をよく耳にしま

す。 

これは、網走がどうのこうのということでは若

干ないのかもしれないのですけれども、車ではな

く、普通に公共交通などで来て、歩きの旅人、海

外からの旅行者がインフォメーションを受けると

き、駅にもインフォメーション、英語の受けられ

るのがありますけれども、そこが外国の人に、そ

こでインフォメーションが受けられるということ

がいまいち伝わっていないというのがあるのです

けれども、そういった案内所の表示というのは、

どのようにお考えでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 今、委員からお話しありま

したインバウンド向け、インバウンド対象だと思

いますが、案内板の表記につきましては、一つの

課題であるというふうには認識しております。 

したがって、今後は、市のホームページですと

か、観光協会等で多言語、もしくはいろいろな外

国語をしゃべれる案内の方がこういうところにい

ますというようなことをメッセージとして送れる

ような手法を今後考えていきたいということを

思っているのと、あと、海外にプロモーションに

行ったときも、そういった海外の方がどういった

ことでお困りになっているかというのを、生の声

を聞きながら反映させていきたいというふうに考

えております。 

○川原田英世委員 ぜひ進めていただきたいと思

います。観光庁の中でも外国語で対応できる施設

一覧というのが出ていて、残念ながら今網走はそ

このリストにはないのですけれども、これからは

それを目指して、進んでいっていただきたいなと

思います。 

 次に、その下の段の施設めぐり観光バス試験運

行事業についてなのですけれども、これは試験運

行ということですので、この実績を伺いたいので

すが。 

○八木勇人観光部参事 施設めぐり観光バスの関

係ですけれども、こちらは、市内の観光施設とい

うのは天都山地区を中心に立地しているというこ

とで、そのため、市街地のほうから同地区までの

交通手段としては、観光繁忙期、閑散期に非常に

足の手段がないということがあって始まった事業

ということで、駅からバスターミナル、そして天

都山の観光施設のほうにめぐるバスということに

なっています。 

 実績なのですけれども、平成27年度の実績なの
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ですが、年間を通じて利用された人数というのが

４万6,523名の方がこの施設めぐりバスを利用して

いるということでございます。 

○川原田英世委員 ４万6,000人が年間を通してと

いうことで、ちょっとそれがどのくらいなのかわ

からないのですけれども、どうなのでしょう、こ

れは想定していた利用者数よりも多いという判断

なのかどうなのか、お伺いしたいと思います。 

○八木勇人観光部参事 先ほど４万6,523名という

お話しだったのですけれども、こちらの施設めぐ

りバスの運行なのですが、網走バスが運行してい

て、そこが大きく三つに分かれていて、自主運行

している部分、それと市が補助をして運行してい

る部分、それと平成27年度につきましては試験運

行ということで平成26年度までは運行していな

かった部分を国の交付金を使って運行させたとい

う部分があります。 

 まず、市の補助運行分の人数が3,621名、自社運

行のほうが４万996名、試験運行のほうが1,666名

ということになっています。なので、現実的には

網走バス独自で動かしている人数というのが４万

996名ということです。言いかえれば、そこが採算

がとれているラインの期間に運行している人数と

いうことになります。 

○川原田英世委員 わかりました。試験運行事業

と運営しているものは、この人数でいくと、そこ

までニーズはなかったというふうな理解でよろし

かったでしょうか。 

○八木勇人観光部参事 ニーズがあるかないかと

いう御質問なのですけれども、乗るか乗らないか

ということで、そこの試験運行、補助運行の部分

の期間は、採算に乗るニーズはまだないというこ

とになります。 

 ただ、しかし、観光客の方たちの足、二次交通

という部分では、観光地としては備えておかなけ

ればならない部分だということもありまして、こ

ういったことを用意しているということでござい

ます。 

○伊倉直樹観光課長 ちょっと補足させてくださ

い。 

今、参事からお話がありましたけれども、まず

施設めぐりバスの補助運行につきましては、閑散

期の週末を運行しているのは、御存じだと思いま

す。平成27年度の試験運行で行ったのは、閑散期

の平日ということになっていますので、時期が違

うということです。 

一般的に、閑散期であれ、週末のほうが、利用

率が高いのではないかというふうに私どもは分析

をしておりまして、その結果、補助運行について

の閑散期の平日については、平成26年度の１便当

たりの乗降数は2.7人でした。平成27年度に行いま

した補助運行、閑散期の平日、この部分に関して

の１便当たりの乗降数は3.9人ということで、年度

は違うのですけれども、1.2ポイントぐらいふえて

いるということになっています。 

今、二次交通の確保という観点のお話の話もあ

りましたけれども、平成27年度から通年で365日、

バスがつながったということで、平成28年度、今

年度の状況がどういった形の結果になるかという

ことで、今後の方向性というか、そういったもの

が見えてくるのではないかというふうに考えてお

ります。 

○川原田英世委員 わかりました。 

 やはり観光客の足というのも、この日はないで

すよとか、そういうことになっても、ガイドマッ

プを見て動いている人たちにとっては、そんな情

報は関係なくて、やはりそういったしっかりとし

たサービスというか、観光客の足というのは、必

要だなというのは、私も非常に共通の認識があり

ます。 

 やっぱり利用者が少ないとか、そういう話にも

なかなか観光のある意味設備というか、備えとい

うか、こちらのソフトの部分というのは、それと

もまた違うと思いますから、ここは、今年度も

やってみて、しっかりその上で必要性を判断し

て、今後も考えていかなければいけない部分に

なっておりますので、取り組みをお願いいたしま

す。 

 以上で、終わります。 

〇渡部眞美委員長 次。 

○小田部照委員 先ほど、永本委員からも質疑あ

りましたが、私も成果報告書の62ページ、青年就

農給付金事業について伺います。 

 まず、新規青年就農者とありますが、この二人

は、網走のどの地域で何をつくられるために就農

されたのか、伺います。 

○川合正人農政課長 青年就農給付金の２名の方

の内訳ということでございますが、こちらの２名

の方は、二見ヶ岡地区でイチゴを栽培している農

家の方でございます。 

○小田部照委員 わかりました。イチゴというこ

とで、お話によると、最初の２年間が研修期間、
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３年目から独立するというのが一般的なお話しら

しいのですが、この二人の現状、何年目なのか、

どういう現状なのか、お聞かせいただきたいと思

います。 

○川合正人農政課長 この２名の方でございます

が、こちら２名の方は、平成27年から就農してお

りまして、その前の２年間については研修をして

ございました。現在、毎年報告書をいただいてい

ますが、就農は順調にイチゴ農家として営農して

いるというふうに聞いております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 この制度のちょっとお話を聞くと、５年間毎年

150万円が支給されるという形なのですが、５年間

でトータル750万円、独立して経営ですのでイチゴ

の量がとれないですとか、経営がうまくいかなく

なった場合に、廃業に追いやられたといった場合

は、この750万円は一括返済するのが原則だという

ような制度になっているという、ちらっとお話を

聞いたのですが、その辺は、詳しい制度の内容が

わかれば教えていただきたいなと思います。 

○川合正人農政課長 まず、年間150万円というの

も、当初は通常どおり年間150万円という支給が

あったのですが、近年、変更がございまして、そ

の人の農業所得に応じて金額がちょっと変わって

くるというような制度になってきてございます。 

 まず、２年間の準備金でございますけれども、

それが150万円ずつ２年間、その後、就農しますと

５年間最大で毎年150万円ずつの給付が受けられる

ということになっておりまして、まず、準備金の

150万円ずつを受けて、就農をして、準備金を受け

た期間よりも長く就農しない場合は返還という形

になります。 

ただその後、就農して、２年間準備金をいただ

いて、２年間以上就農していれば、その返還とい

う義務は生じないということになっております。 

○小田部照委員 今の説明ですと、最長で５年間

750万円を受けるとしたら、５年以上就農していれ

ば、その後は返還の義務はないという理解でよろ

しかったでしょうか。 

○川合正人農政課長 準備期間でまず２年間ある

のですが、その最大２年間のうちにどれだけ給付

を受けていたかというのもあるのですよね。その

給付を受けた期間以上営農していれば、その５年

にかかわらず、返還の義務は発生しないという制

度になっております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 ちなみに、このお二人の青年は、網走以外の市

町村から来られた方という認識でよろしいでしょ

うか。 

○川合正人農政課長 １名は網走市の方、もう１

名は市外からの就農ということでなっておりま

す。 

○小田部照委員 わかりました。 

 新規就農を目指して頑張っている二人の青年の

挑戦、人生をかけた挑戦ですので、市としても今

後も細心な配慮と適切な指導、対応を求められる

と思いますが、今後も推移を見守りながら検討し

ていただきたいと思います。 

 以上です。 

〇渡部眞美委員長 次。 

○栗田政男委員 まず、狩猟免許の取得事業なの

ですが、この実績を報告願います。 

○川合正人農政課長 狩猟免許の取得支援事業で

ございますけれども、こちらのほうは、平成27年

度の補正ということで取り組みをさせていただい

ております。平成27年度につきましては、３件の

方に利用いただいまして、決算額11万6,770円と

なってございます。 

○栗田政男委員 つまり、３名が取得をされて、

鉄砲を買ったか買わないかまで追跡調査している

かどうかは別なのですけれども、免許を取られた

ということは、当然、そういう作業に入っていた

だけるということなので、その辺の、最初ですか

ら、銃の種類も多分規制があるというふうに私も

理解していますので、10年持てばライフル等の取

得に昇格するということもあるのですけれども、

この部分の、すなわちこの方々は、例えば鹿の被

害とかあった場合については、すぐ出てもらえる

体制にでき上がっていると思っていいのですか。 

○川合正人農政課長 この狩猟免許の支援事業に

該当する方は、網走市の猟友会に加盟していただ

くということになってございますので、猟友会で

は有害鳥獣駆除ということで鹿の駆除もしており

ますので、そちらのほうにも参加していただくこ

とになっております。 

○栗田政男委員 やっと少し動き出したのかなと

いう気がしています。正直言って、特に鹿とか、

最近熊の被害、あと、カラスも異常発生をしてい

ます。そういう有害の動物に対して殺傷処分する

しか方法はないのかなというふうに思っています

けれども、そういう事業で、聞くところによりま

すと、なかなか市の予算の部分が正直言って少な
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いせいで、現場に駆けつけたり、いろいろな作業

をするのも大変苦労なさっていると、現場のほう

では。 

私は、この部分はやはりきちっと予算づけをし

て、拡充して対応してあげるべきではないかなと

思うのですが、その辺の見解について教えていた

だきたいのですが。 

○川合正人農政課長 今現在、有害鳥獣駆除とい

うことで、猟友会にお願いをしてございます。 

また、現在は、国も有害鳥獣の駆除、管理をし

ていかなければならないということで、緊急捕獲

対策事業ということもしておりますので、その事

業とあわせて、網走市では拡充して実施していき

たいというふうに考えております。 

○栗田政男委員 囲いわなとか、いろいろなわな

系統も費用が高いですけれども、やはり適切な場

所に適切に配置することによって、多少なりとも

効果があるでしょうし、熊なんかはやはり１頭で

もとれれば、それなりの成果が出たということに

なると思いますし、決して甘く見ては、動物に関

してはやはり人命にかかわる大切な部分ですし、

郊外地域に住まわれている方々、今、住環境もか

なりよくはなっていますけれども、非常にそうい

う部分では不安を持っているということもあるの

で、これは大切な部分なので、ぜひとも拡充・拡

大をしながら、しっかりと対応していってほしい

と思います。 

 次ですが、これも農政なのですが、森林整備事

業、推進事業なのですが、最近、郊外地域を歩い

ていますと、非常に林業といいますか、伐採され

ている林地が目立つような状況があります。 

 これは今、いろいろな風水害の関係で地力の保

水力という面では、余り切り過ぎてしまうと大変

なことになってしまうということで、当然そうい

うこともあって、森林整備補助金というものを支

出されているのではないかと思うのですけれど

も、そういう総体的な部分で、森林の伐採には網

走市の許可が必要だと思うのですが、その辺の実

績について、ふえているとか、前年度比較とかい

う部分で、どうなっているのでしょうか。 

○川合正人農政課長 森林整備事業の関係の伐採

というところでございますけれども、まず、森林

の経営計画というものを立てまして、伐採をする

という手続がございます。そこは５年間の計画の

中でやっていきますので、変更もございますが、

そこはフラットといいますか、計画どおりに来て

いるというところであります。 

 また、そういう計画に乗っていないところの伐

採届けというのが出てくるわけなのですが、ここ

はやはり、最近は林の価値も上がってきていると

いうこともございまして、また、伐期にきている

ということもあるので、伐採届けというのはふえ

てきている状況にはございます。 

○栗田政男委員 カラマツが盛んに造林された時

期からちょうど同じ時期に皆さん植えていらっ

しゃるので、40年から50年、ちょうど伐採期で、

それ以上過ぎてしまうとちょっとカラマツの性質

上、商品価値が下がってしまうということがある

ので、それがちょうど今、当たっているのかなと

思うのですが、そこでやっぱり心配されるのは、

それに対する切った後の土地に、きちっとした植

林がなされるかなされないかというのが非常に大

きなことだと思うのですね。 

土地によっては、それは国営の事業に乗っかっ

て畑にしてしまうという方法も一つの方法かもし

れません。できるならば、傾斜地はそのまま、ま

た再度カラマツなりトドマツなり、それに適した

植林をされる方向をきちっと持つべきであろう

し、伐採許可の中になかなかそれを位置づけると

いうのが法的には難しいと思うのですけれども、

そういう指導等は当然されていると思うのです

が、その内容について教えていただきたい。 

○川合正人農政課長 伐採後の跡地についてでご

ざいますが、やはり基本的には切ったら植えると

いう造林が必要になってくるということで考えて

おります。 

そういうことで、道と網走市の中でも、未来に

つなぐ森づくり推進事業というのがございまし

て、伐採後のところには造林をするというような

助成事業もあります。また、それにあわせまし

て、網走市としても造林をしていただく方には上

乗せの事業もつけて造林を進めていっているとい

うところであります。   

また、そういう事業に乗らなくても、伐採届け

が来た場合には、人工造林をするか、また天然更

新をするのかということで記載がございます。人

工造林する場合は、それは見ればわかるように

なっているのですが、天然更新ですということで

あれば、５年後には市としても確認をしまして、

更新がされていないようであれば、指導をしてい

くという方向で考えております。 

○栗田政男委員 これは誰しもが、特に我々の管
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内というのは、そういう時期に来ているので、非

常に目立って、急に道路が明るくなったらと思う

と木がないという状況があります。 

適切な指導をしていただいて、しっかりと、森

林というのは大切なものですから、ただ、経営と

いう部分で考えると、林業というのは本当にスパ

ンが長くて、費用だけかかって、なかなか売った

ときの費用対効果というのはないわけで、末代、

孫子の代までの財産というような認識で今まで皆

さん持っていらっしゃると思うのですけれども、

それでもきっちりとした、やっぱり森林というの

は必要なものですから、その対応を、しっかり対

策をしていただきたい。 

今の伐採許可云々というのは非常にいい制度で

あって、無造作に１町歩以上のものは切ってはい

けないという、それ以上大きいものを切った場合

については、ちゃんと指導が入るという大切な部

分ですから、それについてもきっちりとやってい

ただきたいという、これはお願いになると思いま

す。 

 そこで、これもお願いなのですが、最近、さっ

きの前段の質問の中に出ていましたが、植樹をす

るのに場所が足りなくなってきましたなんていう

話も出ていました。これはもったいない話で、

せっかく市民の皆さんが集まって植林をしていた

だくのであれば、民間の土地であれ何であれ、そ

こをボランティアでいろいろな形で、危険とかい

ろいろなこともあるのだとは思うのですが、安全

性を考慮しながらそういう活用の方法をやると、

本当に実行的で、いい形で市民もそれに参画でき

るし、森林に対する理解も深まると思います。 

今まで市が行っていた植樹祭というのは、あく

までもイベントなのです。本当の意味で森林を守

るというところにはまだ行かない部分が多いです

から、あれぐらいの形だけのものをやるのであれ

ば、もっと実益のあるものを検討なさってはどう

かという、これは私の希望です。 

それでは、次に行きます。 

商工なのですが、昨年、ここを見ますと大きな

金額、中心市街地の空きビルが解体されました。

これは本当に願っていて、市民全員がと言ってい

いほど、あのゴースト化したビルがなくなったと

いうことは、非常にいい結果だなというふうに評

価されていると思います。 

いろいろな方々から、この件に関して質問もさ

れています。あれだけの大きな土地が出現したこ

とによって、今、仮ではありますけれどもいろい

ろなイベント等に利用、活用されて、もちろんそ

の中で商工のほうもいろいろな知恵を出しなが

ら、今後の方向性について考えられていると。 

後ろの駐車場も市のほうで取得をして、今後の

活用の中で生かしていきたいということなのです

が、いろいろな資料の中には、これからの活用方

法、市民の意向調査、いろいろなことが出ている

のですが、私が見ている限り、どうも何か進みが

今一歩、前向きに進んでいかないなという気がし

て見ています。 

それはなぜかといいますと、地権者、あそこに

おられる方々、また、あそこで商売をなさってい

る方々の意向、それと市民側の意向、求めるもの

が必ずしも一致していない部分があるから、その

形になっているのではないかなと。 

その結果、イベント等をすると、多くの人たち

があそこにお集まりになります。しかし、ないと

きは日曜日ですら、逆に日曜日のほうが、人手が

まばらなような気がします。それはやはり、あそ

こに求めるものが多分存在しないから、市民の皆

さんがあそこに行く理由がないのかなという気が

してならないのですね。 

だから、そこをやはりいろいろな会議も行われ

ていますし、いろいろなこともやっているのです

けれども、しっかりそこを本音で話し合わない限

り、いつまでも空転してしまうような気がしてな

らないのですが、原課の見解をもう一度お伺いし

たいのですが。 

○田口徹商工労働課長 旧金市館ビルの解体後の

跡地の活用方法についてだと思います。 

 昨年、商店街のほうでは、経産省の補助金を使

いまして、さらにそこには、市の地域コミュニテ

ィ拠点再生事業ということで補助も入れまして、

跡地活用の方策についていろいろと検討した経緯

がございます。 

 それで実際、どういうものが必要なのかとか、

関係者から意見を聞いたり、さらには公募した市

民32名によるワークショップなどを開催してきま

して、さまざまな意見を聞いて、方向性を検討し

てきたところでございます。 

 その結果、市民ニーズの調査結果としまして

は、市民が日常的に集まる施設にすることで、網

走市のシンボルにするという意見が多かったとい

うこともございまして、３回のワークショップの

末、一つの構想案をつくりまして、いろいろと検
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討してきたところです。その案は、ここでは別に

言いませんけれども、案をつくって、それをもと

に建設費の積算とか、そういうこともやってみま

した。 

しかし、現在、非常に建設ラッシュになってい

る。オリンピックが2020年に開催されるというこ

ともありますし、東北の震災の復興事業も進んで

いるということもあって、非常に建設単価が高く

なっていて、なかなか施設を新たに建てた場合に

は、ペイはしない状況にあると。 

さらには、水面下ではございますけれども、当

然、構想をもとに、札幌等のスーパーとかにも声

をかけて、網走のほうへの出店についていろいろ

と意見を伺ったのですけれども、余りにも、今の

四条商店街が、委員からもお話があったとおり、

人通りが少ないということもあって、コンビニす

らなかなか進出が難しいという状況が判明しまし

た。 

そのような状況の中で、昨年は新たな方向性を

求めて事業をやったのですけれども、それはそれ

で一つの結果であろうということの判断をしまし

て、当面、あそこの土地を活用して四条商店街を

もう一度にぎわいの創出をつくっていこう。こう

いうことから、今年度、新たな事業に取り組みを

開始してきている状況にございます。 

○栗田政男委員 少しずつ形は多分つくられてい

るのかなと思うのですが、勘違いしないでほしい

のは、役所のやるべき仕事と民間の商売をやられ

る方々がやる仕事というのは全く違うのですね。  

先ほどの質疑を聞いていますと、役所が手厚く

フォローアップをしろという話が出ていました。

私はそんなことは全然ないと思います。それはや

られる方が自分で考え、自分で努力して、つかみ

取っていくものです。役所がやれるべきこととい

うのは、いろいろなサポートだと思うのです。そ

れが資金であったり、いろいろな情報だったり、

それをしっかり踏まえてやらない限り、それが商

売、例えばやったにしても、手厚く保護されて商

売をやっても、多分最後まで自立できないで、な

かなかひとり立ちはできない。それが本当の意味

の起業はつながらないというふうに私は経験から

言いますけれども、思います。 

そういうことを全部考えたときに、役所のやる

べきこと、それをしっかりと踏まえた中で進めて

いかないと、なかなか難しいですし、あそこに例

えば何かの施設が本当に必要なのか。では、あそ

この施設に人が集まったら、それからフローして

いって、全体にお店のほうに流れていくのかと

いったら、そういう安直、僕はちょっと安易では

ないかなという気がするのですね。だから、全体

を含めて、エリアを決めて、その中をどうするの

だということを、例えば市民があそこに、食の祭

典の場所がほしいのであれば、その中で一つ大事

なポイントが、僕は車だと思います。 

今の４条通の態勢、あの一方通行が非常に今は

弊害になって、いろいろな部分で、あの周辺地域

いろいろ今、空き地がありますから駐車場もある

のでしょうけれども、車なしに今の網走の経済圏

を考えても、これはちょっと厳しいのかなと。そ

れはライフスタイルが変わってきているので、そ

ういうことも加味しながらしっかりと進めてほし

いし、中心の一番一等地にあれだけの空間ができ

ました。決して変な形で、間違っても行政主体で

物を建てたりという形を、僕は望ましい姿ではな

いと思いますので、その辺の考えをしっかり持ち

ながら、網走は前にも話しましたが、二中・向陽

跡地、川向の地域で大失敗をしています。現状の

使われ方が、あれが網走にとってプラスだったか

というのが、誰しもが結果は出ているというふう

に思いますので、あの移転問題から含めて、やは

り活用の仕方というのは非常に大切なウエートで

はないかというふうに思っていますので、これは

意見として申し送ります。 

商工は終わります。 

観光のほうに入りますが、先ほど、北の新大陸

発見！あったか網走の件が出ていましたが、これ

も、今回いろいろな事情があって、新設の流氷館

のほうに移転したということなので、突発的な事

情もあってああいう形だったと思いますが、あの

場所に、流氷館のああいう形で、もし今後も続け

られるのであれば、あれは流氷館会計の部分では

ないかなというふうに私は思います。 

今までスノーモービルの話も出ていましたけれ

ども、スノーモービルはやっぱり湖の上でやると

いうのは、今の時流からいくと、ちょっと安全性

を100％担保できないという部分があるので、難し

いのかと思いますけれども、やはりここは、観光

部としては、湖畔園地の活用が冬の最大の事業で

はないかと私は思います。 

あそこにあれだけの広大な使える土地がありな

がら、その中できっちりとした冬の間は活用して

いないわけですから、そういう意味で、きちっと
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したものを考えていくというのが一つの方向性で

はないかというふうに質疑を聞きながら感じたの

ですが、その辺の見解についてどうでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 今、委員のほうから天都山

でのメニューについて、大曲湖畔園地の活用を考

えたらどうだという御提案だったというふうに受

けとめております。 

 今回、一般質問の中でも部長から答弁をさせて

いただいておりますが、大曲湖畔園地について

は、今回の災害を受けまして、改めていろいろな

角度からいろいろな見え方ができたのではないか

というふうに思っております。 

 それで、大曲湖畔園地については、今後いろい

ろ計画ですとか、そういった部分で進めてきた部

分がありますが、そこに新たに災害といいます

か、防災的な要素というのが今まで以上に意識し

なければならない部分なのだろうというふうに感

じております。 

 そういった中で、今後のあり方を決めていく中

で、今のあったか網走の絶景イベントにつきまし

ても、大曲湖畔園地への活用が可能かどうか。確

かに冬についてはそういった部分ではまた条件が

変わってくると思いますので、その辺はいろいろ

な方の御意見も聞きながら、今後勉強させていた

だきたいというふうに考えております。 

○渡部眞美委員長 栗田委員の質疑の途中です

が、ここで、暫時休憩をいたします。 

午後４時04分休憩 

午後４時13分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 栗田委員の質疑を続行いたします。 

○栗田政男委員 湖畔園地の利活用の答弁をいた

だきました。 

災害があったからといって、また大幅に変わる

こともあるでしょうし、ただ、はっきりしている

ことは、あれだけ広大な50ヘクタールの使える土

地が、もっと言えば、全体をすれば80ヘクタール

ある土地というのは、一角であるというのは、多

分そんなにあるものではないと思います。だか

ら、その利活用というのは非常に大事な部分です

し、変な使い方をしてしまうと、全体を殺してし

まうことになるし、だからこそ、原課のほうも悩

んでいろいろ苦労されているのではないかなとい

うふうに察するところです。 

いろいろな意見もあると思いますけれども、あ

るところで英断をして、しっかりとした施設づく

りをしなくてはいけない時期が来るのかなという

気がしますので、冬のイベントも一つの選択肢と

してしっかり活用する方向で、一つはやはり流氷

館に入ってもらった人をどこかに移動させるとい

うことは、僕は非常に大事だと思います。同じ場

所で完結してしまうというのはもったいない話で

あって、そのあったか網走のイベントがなくても

流氷館というあれだけのものがあるのですから、

当然観光の方はいらっしゃってくれるし、それが

現実に数字になっていますので、そういうことも

いろいろ考えながら、いかに観光の皆さんに広く

いろいろな形で網走の魅力を発信できるのが必要

なのかなという気がします。 

それで、観光部、いろいろ就労時間の話とか出

ていました。どうですか、忙しくないですか。 

○伊倉直樹観光課長 今、栗田委員のほうから職

場の忙しさのお尋ねがございました。 

 忙しくないかどうかと言われれば、忙しいとい

うふうな認識をしております。ただ、職員も一生

懸命頑張っておりまして、イベントも多く、イベ

ントとか、いろいろなプロモーション関係が重な

る時期というのは、非常に残業して、仕事をこな

しているという実態にはございます。 

感触として、メリハリをつけた形で、休暇がと

れる態勢で、常にリフレッシュをして、頭の使え

る観光の推進というものに取り組んでいきたいと

いうふうに考えております。 

○栗田政男委員 ちょっと雑駁な質問で失礼をい

たしました。 

 思うのは、観光部ができ上がって、それほど年

数もたっていませんし、試行的にいろいろなこと

を進めてこられた。そのいろいろな実績も評価さ

れています。それは、一つの形としてマラソンも

始まりましたし、いろいろな部分で観光部という

存在がしっかりとこの網走市の中で光りつつある

のですが、やはり役所ですから、予算も限られて

いますし、人員も限られている。 

そういう中で、有効な本当に絞った中で事業を

いっぱいやられていて大変いいことなのでしょう

けれども、やはり精査しながら、やめるべきもの

はやめて、絞っていくものは絞って、イベントも

それぞれ、先ほど田島委員のほうからもありまし

たけれども、やはり現場に行ってお手伝いをする

のが当たり前だというようなシステムは、やっぱ

り僕は、直していかないと、あくまでも現場は実
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行委員会の皆さんがやっていくのだということを

習慣づけて、これはなかなか変な癖と言ったらお

かしいですけれども、来てもらわないと困るみた

いな感じで、労働力の一つにもう組み入れられて

いる部分がありますから、それではとっても職員

の方がたまったものではないですし、これも先ほ

ど言いましたように、あくまでも形をしっかりサ

ポートしていくというスタンスはしっかり持って

いただきたい。 

 そういう中で、やはりそうなってくると、同じ

ように観光の振興に民間で御尽力されている観光

協会という存在がクローズアップされてくると。

これは、何度もこの決算委員会、予算でも、私は

お話をしていますけれども、そことしっかりとサ

ポート体制、お互いに連携をとりながら、むしろ

僕は、これも何度か言っていますが、役所の人員

が観光協会のほうに出向しても構わないから、そ

ういう民間ができる観光のいろいろな施策につい

てしっかりとサポートしていってもらう体制づく

りというのは、僕は不可欠のような気がするので

すが、その辺の考え方について、原課の、これは

部長のほうがいいかなと思うのですけれども、ど

うですか。 

○二宮直輝観光部長 観光振興を図る推進、ある

いは進めていく組織体制、あるいはバックアップ

体制への御質問かと思いますけれども、やはり今

議論されている、例えばＤＭＯの議論とか、そう

いった側面だとか、もう一つマーケット目線での

いろいろな推進を図るとか、それから先ほども一

部議論がありましたけれども、基本的に観光事業

というのは民間事業ですから、その事業をどう行

政としてサポートし、支援をしていけるのかと。

いろいろなあり方、あるいはいろいろな支援の仕

方、それからマネジメントの仕方も含めて、それ

をサポートする側の担う人材、それから組織、そ

れからそれを直接担う民業としての事業、それか

ら経営、あるいはそこに従事する皆さん、いろい

ろな立場があり、その中で組織があって動いてい

るのだろうと思っています。 

 その中で申し上げると、今の環境に合った的確

な目線を持って、行政として支援をしていく必要

があろうと思います。今、栗田委員のほうからも

言っていただいた観光協会の組織のあり方という

のも、一つ御参考にさせていただきながら、観光

協会と意見交換しながら、機能していく観光協会

のあり方は将来どうだと、こういうこともきちっ

と議論しながら進めていきたいと思っています。 

○栗田政男委員 役割分担をしっかりしながらサ

ポートしていく。これも、何度も多分議会の中で

は議論された話なのですが、やはり観光に携わる

人たちのホスピタリティの向上が必要不可欠であ

るというふうに感じるのですが、実はそこはなか

なか難しくて、そこの部分の研修をしたり、いろ

いろな部分でなじむというのは、なかなか今進ん

でいないと思うのですね。そこをしっかりしない

と、これから先、リピーターも含めた中で、網走

に再度来訪してもらうという手法を考えていかな

いと、これからだんだん厳しい時代が来ますの

で、個別のお客さんがふえていますけれども、個

別のお客さんに対してもきっちりとした対応をす

ることによって、大きな輪が広がる。そういうこ

とが非常に大切なので、その辺も再度繰り返しに

なりますけれども、お願いをしたいと思います。 

 いろいろやるべきことはたくさんあると思いま

すが、それはできる中でしっかりと精査しながら

進められないと、やはり職員の負担も大きくなり

ますし、部長は民間上がりですから多少のことで

はへこたれないと思いますが、やっぱり役所とい

うのは、それなりに育ってきた環境が違いますか

ら、その辺も自分と比べないで、しっかりと目配

りをしながら進めていただければなというふうに

お願いをして、終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○古都宜裕委員 早速、質疑させていただきたい

と思います。 

 決算書、125ページ、Ｕ・Ｉターン推進事業につ

いて伺います。このＵ・Ｉターン推進事業につい

ての今回の成果と実績は、どのような結果だった

のかお伺いします。 

○田口徹商工労働課長 Ｕ・Ｉターン推進事業で

ございますけれども、この事業につきましては、

昨年12月の補正で皆さんのほうに承認いただきま

して取り組ませていただいた事業ですけれども、

市内の企業において、Ｕ・Ｉターン者を受け入れ

る意向のある企業、これを調査しまして、その企

業について、ホームページにおいて紹介するとい

うものです。 

 具体的には、市が商工会議所のほうに委託いた

しまして、商工会議所の会員の中でＵ・Ｉターン

者を受け入れる企業を調査いたしまして、そして

実際に受け入れる企業について商工会議所のホー

ムページで紹介しているという状況になっており
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ます。 

 そのホームページにつきましては、ことし３月

末に完成しておりますが、建設業で５件、それか

ら製造技術業で１件、それから医療・福祉で３

件、サービス業で２件、教育保健で１件、運送業

で３件、合計15社の会社を紹介するＵ・Ｉターン

者を受け入れるホームページが商工会議所のほう

で立ち上げたという状況になっております。 

 そのホームページを市のほうがリンクを張らせ

ていただいて、さらには、ハローワークと連携し

まして、そこもリンクを張らせていただいて、

Ｕ・Ｉターン者が希望するものを見ていただけれ

ば、網走にはこういう受け入れ企業があるよとい

うのがわかるような仕組みをつくったというの

が、平成27年度の事業でございます。 

○古都宜裕委員 平成27年度は立ち上げのみで、

アクセスなり、実績なり、人の動きが出るのはこ

れからという認識でよろしいでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 商工会議所のホームペー

ジで、もう既に３月末からアップしております

し、市のホームページからもリンクを張っている

ので、見ることはできます。それは、会社として

ハローワークに登録しているところは、私ども紹

介とかあっせんとかができるのですけれども、そ

うしていないところは、見ていただいて直接会社

に問い合わせをしていただくという形になる、そ

ういう状況になっております。 

 ちょっと蛇足かもしれませんが、今年度におき

まして、10月８日に北海道と北海道労働局が主催

する北海道Ｕ・Ｉターンフェアというのが東京で

行われますので、そこに私どもも参加しまして、

このホームページ等を見られるような状況をもっ

てＰＲしてきたいというふうに考えているところ

でございます。 

○古都宜裕委員 例えば、Ｕ・Ｉターン推進とい

うことでホームページを立ち上げていますけれど

も、いろいろな町など、東京を含め九州とかで物

産フェアとかをやりますけれども、そういったと

ころでの紹介などはしていないのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 今のところ、このホーム

ページについての紹介というのは、まだやってい

ない状況ですけれども、今後はいろいろな場面を

通じてやっていきたいというふうには考えており

ます。 

○古都宜裕委員 いろいろな町に網走出身の人も

散らばっていると思いますし、故郷の物産展など

があれば、懐かしい心で見に来る人もいると思い

ます。そんな中で、せっかくの機会ですから、紹

介する機会というのをふやしていただきたいと思

います。 

 次に、219ページ、特産品産地ブランド形成事業

なのですけれども、毎回聞いているのですけれど

も、水産や観光、商工などとの連携というのはど

のようになさっているのでしょうか。 

○川合正人農政課長 特産品産地ブランド形成事

業についてでございますが、こちら農政課の特産

品ブランド化ということでは、今現在、先ほども

申し上げましたように、長芋、行者菜を主力とし

て出しているというところでございます。 

 また、水産のほうでもブランド化を進めている

というところもありますし、観光ともタイアップ

をしようということでは、できるところではやっ

ております。 

ただ、農産品と水産品の収穫時期等の時間差も

あるので、その辺でなかなかタイアップできない

というところもございます。 

ただ、いろいろなところで、タイアップをして

いこうということでは、課の中で話し合いをして

いるところでございます。 

○古都宜裕委員 旬が違うというので、難しい部

分ももちろんあると思うのですけれども、極端な

話、紙媒体一つででもＰＲはできると思います。 

一方では、ＰＲしてくれたけれども、一方では

ＰＲしてくれないという状況では、片方に不満が

生じるので、役所内では連携がとれたとしても、

生産などにかかわる事業者にとっては不満の残る

結果になってしまいますので、しっかり連携を

とって、農産のほうのＰＲのときにでも海産物は

こういうのがありますとか、もちろん観光、商工

のものでも網走のものとしてしっかりＰＲして、

連携をとっていただきたいなと思います。 

 ここはその辺にして、次、ペレットストーブ普

及促進事業、以前も触れているのですけれども、

平成26年は28万8,400円の決算があったのですけれ

ども、平成27年度予算では59万9,000円となって、

今回の決算だと、16万556円となっていますけれど

も、利用率や普及率はどのようになっているので

しょうか。 

○川合正人農政課長 ペレットストーブの事業で

ございますけれども、平成27年度につきまして

も、３件の募集をさせていただいたところであり

ます。その中で、こちらの補助をさせていただい
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たのは応募が１名だったということで、１名のみ

の実績となりました。こちらのほうは、平成19年

度から実施をしてございますが、今までに32名の

方にペレットストーブの助成をさせていただい

て、普及を図っているというところでございま

す。 

○古都宜裕委員 たしか、これは道のほうから推

進をするようにというので来ている事業だとは思

うのですけれども、ただ、これは北海道から来て

いて、購入者がいたら補助するだけなのか、それ

とも、網走市としても積極的に取り入れていただ

くようにＰＲなり何かしているものなのか、どち

らなのでしょうか。 

○川合正人農政課長 こちらのほう、委員おっ

しゃるとおり、国交省の地域住宅交付金を活用し

て、これまでも推進を図ってきております。 

平成28年度からは建築課のほうでまとめまし

て、そちらのほうでの事業推進ということで進め

ておりまして、今後もできる限りペレットストー

ブの要望があれば支援をしていきたいというふう

に考えております。 

○古都宜裕委員 今の答弁を聞く限り、要望があ

れば支援はしますけれども、こちらから積極的に

取り入れていただくような動きではないという認

識でよろしいでしょうか。 

○川合正人農政課長 ペレットストーブの件です

が、それは建築課で所管しているメニューの中に

はそのまま載せてございますので、今後もそれは

引き続き支援をしていきたいというふうには考え

ています。 

○古都宜裕委員 平成19年から始まって、これま

でで32名というのが、私はどうも多いようには思

えません。その点を考えると、ＰＲが足りないの

か、そもそもニーズに合っていないのか、どちら

かをちゃんと考えていく必要があるのではないか

なと思います。 

 次に入ります。 

 229ページ、中小企業振興対策事業ということ

で、大きい項目について伺うのですけれども、平

成26年度と今回の平成27年度の決算額は余り差が

ない状況なのですけれども、平成27年度の予算で

は９億 2,352万 5,000円となっており、約１億

１,000万円の差額があるのですけれども、使われ

なかった事業等も予算書を見るとあるのですけれ

ども、この中の総括としては、どういう原因でこ

の１億１,000万円という差額が出たのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 中小企業振興対策事業だ

とすれば、預託の貸付金、これが予算を計上して

いるのですけれども、実際は借り入れが少なく

て、預託の金額が少なくて執行がされていないと

いうことが考えられると思います。 

○古都宜裕委員 私の見る限りでは、予算書の中

で店舗改善資金貸付事業が使われていなかった

り、工場等進出資金貸付事業が使われていなかっ

たりと、ニーズのミスマッチした部分も、金額と

しては300万円と190万円ということで、１億円の

部分のほんの微々たる部分かもしれませんがあっ

たのですけれども、そういった部分はどのような

形でなっているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 一般資金が、予算が７億

5,600万円というのに対しまして決算額が７億

2,200万円で、ここで3,400万円程度の決算の乖離

がありますし、あと、経営安定資金につきまして

も、5,930万円の予算に対しまして1,355万4,000円

ですから、ここでも4,000万円程度の乖離があると

いうことで、これらの資金について、借り入れが

なくて預託が使われなかったということが言える

と思います。 

○古都宜裕委員 そういった貸付事業が使われな

かったというのは、使わなくても大丈夫なぐらい

の経営力があったということで、ある意味、好意

的に受けとめることもできると思うのですけれど

も、では、そのうちの、ちょっと小さいのですけ

れども、店舗改善資金と工場等進出資金が使われ

ていなかったのですけれども、これらはどのよう

なＰＲをしていたのか。そもそも、ことしだけ対

応するというか、対象のものがなかったものなの

か。 

○田口徹商工労働課長 市のほうでは、これらの

貸付金の預託金については予算計上しております

が、実際の貸し出しについては、銀行のほうで窓

口となってやっていただいております。ですか

ら、銀行のほうで話している中で、これらの資金

が使われなかったという形になるかと思います。

ほかのもので対応した部分もあったのではないか

なというふうに考えます。 

○古都宜裕委員 その辺は理解いたしました。 

 次に、中心市街地活性化対策事業とあるのです

けれども、毎年イベントについてやりとりしてい

たのですけれども、主要施策のほうを見ると、各

事業の下のほうに今後の方向性というのがあるの
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ですけれども、事業ごとにそういったものをしっ

かり持っていると思うのですけれども、七福神ま

つりなどの各イベントとして、今後の方向性とい

うのはどのように持っているのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 中心市街地活性化対策支

援事業の中には、イベントの補助については、こ

こには入ってはいないのですけれども、イベント

につきましては、中心市街地のにぎわい創出のた

め、また、網走市の物販という意味での産業の活

性化等も含めまして、今後とも必要と考えてお

り、必要な支援はしていきたいというふうに考え

ております。 

○古都宜裕委員 網走は、近隣町村から見てもイ

ベントが多いと言われておりますし、それは観

光、商工にすると特にだと思いますし、観光のほ

うに至っては、それは時間外労働みたいな形で労

働時間がすごくふえている一因になっているとも

思うのですけれども、一方で、イベント疲れとい

う言葉も近年ずっと聞かれるのですけれども、そ

ういった部分で考えると、いろいろなイベントを

ある意味統合して、もう少し大きなイベントにし

たりだとかという動きもあってしかるべきだと思

うのですけれども、そういった方向の動きという

のはないのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 おのおののイベントにつ

きましては、実行主体というものがあります。そ

して、そのほとんどが実行委員会をつくってやっ

ているわけですけれども、それが必ずしも一致し

ないので、なかなかイベントをあわせるというこ

とは難しいかなというふうに思いますし、また、

おのおののイベントがある程度大きくなってきて

いますので、大きなイベントをなかなか統合して

いくのは難しいのかなというような感じはしま

す。 

○古都宜裕委員 毎年申し上げていることなので

すけれども、補助金という性質上、そのお金がな

ければ運営できないという状態ではなくて、やっ

ぱりそもそもイベントを楽しみたいと、イベント

自体で単体収益になるような形に持っていくのが

私は理想ではないのかなと思いますし、過去の補

助金体制で見ると、感動朝市が補助金を切られた

りした動きもある中で、そうした中で、なぜそこ

だけ切られたのだろうというのも、ちょっと疑問

に残るのですけれども、イベント自体、私は補助

金を減らせというのではなくて、何か次に新しい

ことをやるからもう少し予算をくださいだとか、

同じような予算をくださいという話があってしか

るべきではないのかな、そういった反省点や改善

点をもう少し浮き彫りになった上で、一緒にもん

でいくべきではないのかなと思います。 

 次に、入ります。 

企業誘致推進事業に入りますけれども、企業誘

致プロモーション事業とありますけれども、これ

はどのような成果があったのでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 企業誘致プロモーション

事業ですけれども、これは、平成26年度から東京

で開催されているデータセンター構築運用展に網

走市も参加しまして、企業誘致の一環で参加して

いるものです。 

 これも何度かお話ししておりますけれども、平

成26年の段階では、なかなか網走市がなぜここに

出てきているのだというような声が聞かれるよう

な中、２年続けてやってきて、ことしも出てくれ

たのですねというお話をされたりとか、以前に名

刺交換した人が再度来てくれたりとか、そういう

ようなことがありまして、つながりが若干できて

きていると思います。 

 残念ながら、データセンターが網走に来るとい

うまでには至ってはいないような状況にはなって

おりますけれども、昨年度におきましては、北海

道の事業でありますデータセンターの誘致に向け

た道と市町村の地域構想策定支援事業というもの

を受けまして、北海道が３回ほど網走に来ていた

だいて、網走のデータセンターの可能性等につい

て一緒に検討していただき、本年３月には、北海

道データベースの現地視察会というのが行われま

して、全国から40社の企業が来たわけですけれど

も、そこでも網走をＰＲさせていただいていると

ころでございます。 

 残念ながら、具体的なものは今のところはまだ

ないという状況ですけれども、徐々に網走市がこ

ういう取り組みをしているということを認知して

いただければというふうに思っております。 

○古都宜裕委員 今、話の中で、40社が来たと。

あとは、成果等報告書の中では、161件の面談及び

名刺交換があったとあるのですけれども、その人

たちに何かしら連絡を取り続けているような状況

にあるのでしょうか。それとも、ただ面談して、

名刺交換して終わってしまっているのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 名刺交換した方々には、

必ず帰ってきてからメール等になりますけれども
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連絡をしまして、網走についてのＰＲは継続的に

させていただいております。 

○古都宜裕委員 網走のＰＲもそうなのですけれ

ども、逆に、どういったところだったら来たいと

思うかとかという、そういうところまで踏み込ん

でもう少し話したりだとかはしていないのでしょ

うか。ただ終わった後にメールを送って、返信が

あってもなくても、それで終わりの状態なので

しょうか。 

○田口徹商工労働課長 今回、北海道の事業でい

ろいろと検討したのですけれども、電力の問題で

すとか、あとネットの問題ですとか、かなり課題

も浮き彫りになってきたというのは事実です。 

ただ、網走の強み、地震が少ないですとか、冷

涼な気候とか、そういうものについては、全国の

企業でも認めている部分がありますので、今後も

継続的にやっていきたいと思います。 

○古都宜裕委員 データベース等の誘致を求めて

いるのに、ネットが弱いというのは、結構致命的

だと思うのですけれども、そちらの強化のほうが

先になると思うのですけれども、どうなのでしょ

う。 

○田口徹商工労働課長 ネットに関しては、一つ

がだめになっても、もう一つがいいという、そう

いう保険的なネットが必要になるのですけれど

も、網走には２社入ってきていることはいるので

す。 

ただ、それの容量を大きくしたりなどの増強を

図るには、かなりのお金がかかると。データセン

ターを維持するということは、企業としてはかな

りのお金をかけてくるという形になるのですけれ

ども、そこがほかの地域よりも少し厳しいかなと

いうことで、決して全然だめというわけではない

というふうに思っています。 

○古都宜裕委員 プロモーションをして、自分た

ちの弱点を分析して、そこをカバーして、さらに

プロモーションにかけていくというのが、私は大

事だと思うのですけれども、弱点がわかっていな

がら、そこを何もしないで同じプロモーションを

しても、なかなかそれは企業誘致としては厳しい

のではないかと思いますけれども、いかがでしょ

う。 

○田口徹商工労働課長 先ほども言いましたけれ

ども、改善ができないという問題ではないもので

すから、致命的とは思っておりませんので、今後

とも継続的に取り組みを進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

○古都宜裕委員 何らかしら、企業の誘致になる

と、多少なりとも網走の雇用に絶対つながってく

ると思いますし、それが最初のＵ・Ｉターンにも

つながってくるものだと思いますので、ぜひ、

しっかりと取り組んでいただきたいなと思いま

す。 

 次に、バス待合所整備事業補助金とあるのです

けれども、これは、成果等のほうで見ると、町な

か市内の３カ所を整備しているのですけれども、

どちらかと言えば、郡部のほう、余り利用が、全

部のバス停が利用あるとは思わないのですけれど

も、利用あるところもあるはずなのです。その中

で、そういったところのほうが、雨風をしのげる

ところがなく、吹きさらしのようなところで待た

なければいけないという現状だと思うのですけれ

ども、そちらのほうの検討とかはないのでしょう

か。 

今後、コミュニティバスとかの検討がある中で

は、やはりそういったほうがちょっと重要になっ

てくるのではないかなと思うのですけれども、い

かがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 バス待合所整備事業につ

きましては、平成26年度から網走バスと連携しま

して取り組んでいる、基本的には網走バスが主体

でやろうとしている事業で、私どもは補助してい

る状況なのですけれども、当初は、市内の10カ所

を想定して事業を進めております。 

平成26年度５カ所、平成27年度５カ所で、２年

で10カ所を設置しようというふうに考えたのです

けれども、なかなか地権者とかの問題があって、

建てたくても建てられない。それで、本当に中央

の部分とかもいっぱい構想は立てて10カ所あるの

ですけれども、建てられたのが平成26年度２件と

平成27年度の３件ということであって、もう少し

中央部分、人の多いところもやろうとはしたのだ

けれども、できなかったというのが現実です。 

○古都宜裕委員 現状を理解させていただきまし

た。ただ、コミュニティバスになっていく中で、

石山通線を見ると、そのとおりだと思うのですけ

れども、バスが小さくなっていて、細かいところ

を回るようになったから、バス停のあり方も今後

変わってくるのかなと思いますので、その辺も注

視しながらやっていただきたいと思います。 

 次に入ります。 

 次に、観光部の外国人観光客等受入人材育成事
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業なのですけれども、これの成果はどうなってい

るでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 外国人観光客等受入人材育

成事業についてのお尋ねでございますが、この事

業につきましては、交付金を活用しまして、外国

人観光客の受け入れ及び体験観光等に対する人材

の育成を行ったものでございます。 

 平成27年度の事業の内容といたしまして、道の

駅に、とりわけ英語対応の専門職員を１名配置い

たしました。また、大曲湖畔園地に、収穫体験の

充実を図るため専門の職員を配置しまして、アス

パラ、トマト、ジャガイモ等の収穫体験の事業を

行いました。 

平成27年度の道の駅の観光案内所の利用総数と

しましては、5万1,618人中、外国人利用者は5,062

人。大曲湖畔園地の収穫体験の受け入れ実績とい

たしましては、アスパラ収穫体験が203名、うち外

国人が22名、ミニトマト収穫体験が65名中、外国

人が十数名というふうに聞いております。それか

ら、トウモロコシ収穫体験が308名中、外国人とい

うのも20名ぐらいというような状況になっており

まして、評価といたしましては、外国人の受け入

れの対応は、一定の効果があったというふうに

思っております。 

○古都宜裕委員 今、お話の中で、道の駅で５万

1,618人中、5,062人が外国人だったとあるのです

けれども、このうち、今、道の駅で英語対応の者

を１名入れたのですけれども、5,062人のうち英語

圏の人はどれぐらいなのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 申しわけございません。国

別の資料が、今、手持ちございませんので、後ほ

どお答えさせていただきたいと思います。 

後日のお答えということでもよろしいでしょう

か。きょう、答えが出ない可能性があります。観

光協会に問い合わせをしないと数字がわからない

ものですから、申しわけございません。 

○古都宜裕委員 今、中国、韓国の旅行客、団体

客がふえていると思うのですけれども、5,062人の

うち、私は、中国、韓国系が多いと思うのですけ

れども、中国、韓国、台湾ですね、が多いとなる

と、やっぱり中国語系の対応ができる職員をふや

したほうが合理的だと思うのですけれども、その

辺はどのような基準で英語としたのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 中国系の外国人対応の関係

についてですけれども、この部分につきまして

は、別の事業の外国人観光客の案内業務補助金の

中で職員を配置して対応している状況になってお

ります。 

○古都宜裕委員 それだとしても、現時点で、英

語をしゃべれる職員が実はいらっしゃるというの

がわかっている中で、さらに今ふえている中国・

台湾系ではなくて、なぜ英語なのかというのがす

ごく疑問に思ったのですけれども、いかがなので

しょうか。 

○伊倉直樹観光課長 中国系の通訳対応の方はい

らっしゃるので、ほかにやっぱり英語対応の需要

というのもありますので、その部分を強化したと

いうことでございます。 

○古都宜裕委員 ということは、今までその方が

いらっしゃるまで、英語対応の部分はいらっしゃ

らなかったという認識でよろしいのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 英語の部分につきまして

は、過去には緊急対策事業で雇用いたしまして対

応しておりましたが、その部分というのが終了し

ましたので、新たな事業として雇用しているとい

うことでございます。 

○古都宜裕委員 その人の部分の対応の事業が切

れたので、新しく別事業としてその人を継続した

というような、または新しい英語対応の人を入れ

たという認識でよろしいですか。 

○伊倉直樹観光課長 はい、よろしいです。 

○古都宜裕委員 次に、海外旅行エージェント等

招聘事業とあるのですけれども、これも毎年行っ

ているのですけれども、どの国の何社ぐらい、そ

の中のどういう立場の人間が来ているのでしょう

か。 

○八木勇人観光部参事 外国人観光客誘致促進事

業の中の海外旅行エージェント等招聘事業という

ことなのですけれども、こちら、帯広市との連携

によるひがし北海道国際観光ルート整備協議会と

いう協議会の中で事業を行っておりまして、台湾

を対象に主に活動しております。 

その中で、訪問した際には、台湾観光局の方で

あるとか、台湾サイクリング協会の支所長、この

方はナンバー２であるのですけれども、そういっ

た方と対面をしています。 

その後に、平成25年には台湾のサイクリング協

会の方々が来ていただいて、ここから台湾サイク

リング協会の方と交流がつながったという形に

なっています。 

○古都宜裕委員 ということは、これは、どこか

決まった旅行業者ではなくて、そういったサイク
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リング協会とか、そういった観光局の人に来てい

ただいている事業ということなのでしょうか。 

○二宮直輝観光部長 済みません、私のほうから

若干補足をさせていただきますと、今、参事のほ

うから申し上げました帯広を事務局としますひが

し北海道国際観光ルート整備協議会の招聘事業の

負担金という形で毎年支出しているものでござい

ます。 

直近には、昨年は、タイの旅行エージェントを

招聘いたしました。平成26年度には「恋する北海

道」というＨＴＢで海外展開している北海道の観

光をＰＲするテレビ番組がございますが、その番

組制作をして、提携しているアジア圏の地域国々

で放映をしてもらって、誘客を展開してきたと。 

今、参事が申し上げたのは、平成25年の台湾を

ターゲットにいたしましたサイクリストを中心と

した招聘を図った事業についてお話をさせていた

だいたということでございます。 

○古都宜裕委員 毎年同じところを呼んでいるわ

けではなくて、それぞれの国で対応したエージェ

ントを呼んで、網走の観光につなげているという

ところは理解いたしました。 

 その中でも、今後、以前一回提案したことがあ

るのですけれども、英語圏とか中国語圏も、最近

はＳＮＳなど中国版のものもありますけれども、

そういったものでやるのもありますけれども、英

語圏だと、特にガイドブックを持って歩いている

人も結構見受けられますし、テレビ番組等で、な

ぜこの観光地のこのお店が有名かとなると、その

ガイドブックに載っているからというものもあっ

たりします。 

網走は、特に飲食店とかもそうですけれども、

施設というのはその場に持っていってＰＲという

のが不可能なものですから、来てもらわないと体

験してもらえないし、見てもらえないものですか

ら、そういった部分もしっかりと対応できるよう

な形も、今後、対応していっていただきたいと思

います。 

次に入ります。 

各種質問もありましたけれども、北の新大陸発

見！あったか網走負担金についてお伺いいたしま

す。 

これは、あったか網走、場所が変わりましたけ

れども、運営にかかわるお金だと理解しているの

ですけれども、今回の415万9,000円の内容につい

てお伺いいたします。 

○伊倉直樹観光課長 北の新大陸発見！あったか

網走負担金の決算額415万9,000円についてです

が、こちらにつきましては、あったか網走実行委

員会に支出している負担金となっております。 

この費用につきましては、ほかにイベントをし

た事業収入と市からの負担金、それから旅館組合

の負担金等から運営をしているという状況になっ

ております。 

○古都宜裕委員 このお金についてちょっと理解

できない部分があったので、質問させていただき

ました。 

 網走観光振興公社、３月にいただいた事業計画

書の中で、ここで見ると、あったか網走委託料と

して計上されているのは224万7,000円なのですよ

ね。224万7,000円とされている中で、決算になる

と415万9,000円となるのは、なぜなのでしょう

か。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。 

午後４時59分休憩 

午後５時14分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 古都委員の質疑に対する答弁から。 

○伊倉直樹観光課長 あったか網走の市の負担の

決算額の関係でございますが、決算額は 415万

9,000円となっております。 

恐らく、古都委員のお話としましては、公社の

ほうのイベントの受け入れ費と金額が合わないと

いうことだというふうに思います。 

それで、昨年12月10日に、総務経済委員会のほ

うで冬季イベントの方向性ということで、御説明

をさせていただきました。その中で、お客様の旅

行ニーズの関係ですとか、あと客離れとか、そう

いった形のものがあって、天都山のほうに移して

やらせていただきたいということでお話をさせて

いただきました。 

その際に、収支の関係の状況、見込みというの

は、お話をしておりませんでした。それで、実は

収支の悪化ということはあったのですけれども、

市のほうで出している負担金を受けている実行委

員会なのですが、ちょっと債務超過というような

状況になっておりまして、その部分の説明という

のをしておりませんでした。 

それで、３月末にある程度金額が確定してお示

しをすべきところだったのかもしれませんが、あ
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と、ほかの実行委員の関係のメンバーの決算の関

係とかで、なかなか御報告をする機会を逸したと

いうことでございます。 

それで、先ほどの415万9,000円の中には、債務

超過で市が負担した分というのが含まれている状

況になっております。債務超過につきましては、

基本的に実行委員会のメンバーの中で案分といい

ますか、応分の負担ということで最終的な債務超

過の処理をしましょうということになりまして、

その分を含めた形で、市の平成27年度の負担金と

いうのが415万9,000円というような状況になって

おります。 

○古都宜裕委員 あったか網走負担金ということ

であるならば、あったか網走の開催にかかわるも

のであるべきだというふうに思います。 

その中で、負債があるということは、逆に、そ

の支払いを待っている人もいるということなの

で、その部分をあれこれ言うというよりは、委員

会にしっかりと内容を報告すべき事件ではなかっ

たのかなと思うのですけれども、いかがお考えで

しょうか。 

○伊倉直樹観光課長 確かに、財務状況というの

は詳しくはお話していなかったのですけれども、

ちょっとそのタイミングとして、その時期になか

なか話せる状況がなかったというようなことでご

ざいます。 

○二宮直輝観光部長 今の課長のお話に加えて、

ちょっと補足をさせていただきますと、実行委員

会のメンバーの中で、ホテル旅館組合ですとか、

主に負担金を分担していただいている湖畔地区の

施設の事情と、それから、実際の平成27年度の

あったか網走としての最終的な決算というのが、

この時点では確定がなかなかできなかったという

ことが相まって、御報告がおくれたと、こういう

こともございますので、その点もあわせてお知ら

せをさせていただいて、的確なタイミングでお示

しができなかったということについては、おわび

を申し上げたいと思います。 

○古都宜裕委員 では、負担すべき債務がどれぐ

らいあって、各方々どれぐらい負担したのかとい

うのが多分確定しているでしょうから、お示しく

ださい。 

○渡部眞美委員長 答弁調整のため、暫時休憩い

たします。着席のままお待ちください。 

午後５時18分休憩 

午後５時22分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 古都委員の質疑に対する答弁から。 

○伊倉直樹観光課長 あったか網走の平成26年度

から27年度に繰り越した債務超過額ですが、約380

万円です。そのうち191万円を市が負担をいたしま

して、残り分については、実行委員会の中の会員

のほうで負担をしたという状況になっておりま

す。 

○古都宜裕委員 その部分の決算が確定したのは

いつなのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 ことしの５月27日になって

おります。 

○古都宜裕委員 ５月27日にこの内容が確定した

ということは、６月にも議会がありましたし、９

月においても、今、私が質問するまで、これを公

に説明する予定はなかったということなのでしょ

うか。 

○伊倉直樹観光課長 これまでも、実行委員会の

中での収支の悪化状況というのは御説明してきた

つもりなのですけれども、決して実態として数字

の部分を隠すというつもりは全くなかったのです

が、結果として説明する機会を逃してしまって、

今回の決算審査委員会で御指摘を受けて御答弁し

ているというような状況になっております。 

○古都宜裕委員 私が思うに、あったか網走負担

金と書いてある支出である以上、私は担当の委員

ではないのですけれども、項目としてみるには、

あったか網走を開催するに当たって運営に対する

負担だと。ただ、運営に負債があるから、それに

つぎ込むためのお金という認識は多分ないと思う

のですけれども、その中で、なぜ委員会の中で、

私は説明する必要があったのではないかなと思っ

ております。その辺の市の認識としては、いかが

だったのでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 お話のありますとおり、財

政の悪化状況というのは説明してきましたが、数

字的には説明をしていませんでした。その部分に

ついては、率直におわびをしたいというふうに

思っております。 

○古都宜裕委員 課長から、さきに部長からもお

わびの答弁がありましたけれども、細かいところ

ではありますけれども、しっかりと報告をしてい

ただいて、議会側の同意も得ることが私は大切で

はないかなと思います。 

 以上です。 
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○渡部眞美委員長 次。 

○松浦敏司委員 決算委員会資料の中の34ページ

に、中小企業誘致制度の実績ということで出てお

ります。 

それで、一般資金の中の運転資金で、新規の部

分として、平成26年度が137件、８億8,500万円、

平成27年度で言うと141件、８億7,800万円という

ことであります。年度末残高で言うと、平成26年

度で言えば271件、12億9,590万円と。平成27年度

では272件、12億6,100万円というようなことであ

りますけれども、原課としては、当初の予定から

すると、この数字を見て、先ほどの古都委員との

やりとりもありましたけれども、余り利用状況が

ないというようなお話もありましたけれども、そ

の辺どのように捉えているか、伺いたいと思いま

す。 

○田口徹商工労働課長 中小企業誘致制度の実績

の関係でございますけれども、一般資金、それか

ら一般資金の運転資金、設備資金ですけれども、

ここ数年、ほぼ同じ新規の利用件数が続いている

という状況から、余り大きく変わった様相はない

のかなというふうには考えておりますけれども、

景気がよくなるまではもう少し借りられるかなと

いう状況も想定した予算であったのは事実ですけ

れども、今回それが変わっていないということ

は、余り景気は回復のほうに向かっていない。市

内の中小企業は、相変わらず厳しい状況にあるの

かなというふうに認識しております。 

○松浦敏司委員 私も同じ意見ですね。運転資金

でありますし、当初どうやりくりするかというよ

うなことでありますけれども、それさえなかなか

借りる状況にないと。 

 それで、一方、設備資金についても、同様の

ケースなのかなというふうに思うのです。設備資

金は、まさにみずからの経営をより前に進めてい

くために、さまざまな設備を整えるというような

ことで投資するわけですから、これについてもな

かなか数字が進まないというのは、こういった非

常に経営状況が余りよくないというようなことか

ら来るのだろうというふうに思うのです。 

 そういう状況ですから、今、網走市内で多くの

労働者というのは、こういう中小、あるいは零細

の業者の中で働いている人が多いという中で、や

はり何らかの支援も必要なのかなというふうに思

うのですが、なかなかそう簡単にもいかないとい

うことだと思うのですが、運転資金の関係、それ

から設備資金と二つ、一般資金の中にありますけ

れども、これは３月議会の中でも話したかという

ふうに思うのですが、一つは、今、マイナス金利

の時代に入っているということで、金利がこの間

若干下がってはいるのだけれども、やはり中小企

業制度の資金についても、もうちょっと今のマイ

ナス金利にふさわしい利息の状況にすべきではな

いかというふうに思うのですが、その辺でのお考

えを伺いたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 市の融資の関係ですけれ

ども、毎年、市の制度融資につきましては、２月

から３月にかけまして、そのときの状況を見なが

ら翌年の貸出金利を決めるわけですけれども、ほ

ぼ全ての項目で貸出金利は下げておりまして、ま

た経営安定資金などは１％まで下げているという

状況から、市のほうとしても、できるだけ借りや

すい状況をつくる方向で金融機関と協議させてい

ただいて、ことしの貸付金利を決めてきた経緯に

あるということで、理解いただきたいと思いま

す。 

○松浦敏司委員 一応いただいている資料では、

平成27年度ということでは、一般資金1.70％から

2.30％と、それから、設備資金でいっても2.00％

から2.30％というふうになっていて、これは平成

27年度であって、平成28年度は、さらにこれより

下がっているというふうな御答弁でしょうか。 

○田口徹商工労働課長 そのとおりです。 

○松浦敏司委員 それは、それぞれ運転資金、設

備資金、利息については、正確には何％になって

いるのでしょう。 

○田口徹商工労働課長 代表的なところでいきま

すと、運転資金の５年もので1.60％、それから設

備資の７年以内のもので1.90％という形で、0.1％

ずつ下がっている状況にあります。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 いずれにしても、景気が回復しないと運転資金

を借りる勇気もなかなか出てこない、ましてや設

備資金には、なかなか手を出せないというような

ことなのだろうというふうに思いますので、一日

も早い景気回復、いまだにアベノミクスによる影

響は全くないというか、トリクルダウンというの

は一切ないという状況が続いていて、やはり労働

者の賃金を引き上げていくということで、景気回

復を図っていかないと、相当難しいのだろうなと

いうふうに思っているところです。 

 次に、行きます。 
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 季節労働者の関係でありますが、これも資料を

いただきました。残念ながら、季節労働者の職種

別動向ということで、平成27年度の部分について

数字が書いておりませんでした。ハローワークと

の関係だということなのですが、ちょっとこの辺

について説明をいただきたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 季節労働者の数の関係で

すけれども、今、委員のおっしゃるとおり、ハ

ローワークに連絡したのですけれども、まだ、こ

としの数字がまとまっていないという状況です。 

 それで、市のほうで斜網地域通年雇用促進協議

会という季節労働者対策の協議会を持っておりま

すけれども、そちらの担当者にいろいろ聞きます

と、季節労働者の数は、昨年来ずっと減少傾向に

あるというふうに認識しているということです。 

 今、人手不足、労働者不足という状況があっ

て、今まで季節労働者であったものを一般企業が

通年雇用化するのがかなり見られている状況があ

ると、そういうことで人手を確保していると。そ

ういうことから、季節労働者は減っている傾向に

あると。もともと人が減っているというのもある

のですけれども、そのような傾向にあると担当の

ほうでは申していました。 

○松浦敏司委員 ハローワークもしかし、この時

期になっても数字が出ないというのは、ちょっと

恐ろしい状況だなというふうに思いますし、実

は、ハローワークの正職員が極めて減少して、窓

口も含めて、臨時の人たちが受け付けているとい

うような状況も聞いておりまして、相当人手不足

になっているという、なぜかハローワークであり

ながら人手不足ということのようです。 

 それでもう一つ、冬季の雇用対策事業というこ

とで、これも一覧表をいただきました。平成27年

度については公営住宅の解体が一つあったという

ことです。住宅解体についても350万円ほどある

と。 

 高齢者世帯等除雪サービス事業ということで、

これが、昨年も大きく減りましたし、そして、平

成27年度も前年より大きく落ち込んでいるという

ことでありますが、この辺の理由について伺いた

いと思います。 

○田口徹商工労働課長 高齢者世帯除雪サービス

事業の関係ですけれども、一昨年、平成26年度か

ら、季節労働者だけではなかなか対応できないと

いう状況になってきておりまして、市内の業者に

一部お願いして、季節労働者も使っていただきな

がらお願いした経過があるのですけれども、その

ときに除雪機を使うことを認めていたということ

もあって、時間が短くなった。そういうことで全

体の金額が落ちていますし、平成26年度から27年

度にかけては、平成27年度のほうが降雪量が少な

かったというのもありまして、金額が減っている

状況にあります。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、除雪をして

もらっている各対象になる高齢者の世帯へのサー

ビスそのものは、件数も減っているわけではない

と、こういうふうに捉えてよろしいのでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 件数等につきましては、

大きく減っていない状況になっております。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

 季節労働者が、これまで受けていた組合も二つ

あったのが一つになり、その一つも、責任者が亡

くなるというようなことで、何とか再建したよう

にも聞いておりますけれども、相当、高齢化とか

ということで、大変な状況も聞いているところで

す。 

 高齢者は、より一層高齢者世帯がふえるという

ことは間違いのないところでありますので、こう

いったサービスをしっかりやっていく上でも、市

として、しっかり今後も対応していただきたいと

いうことで、私からの質問は終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○立崎聡一委員 成果報告書の65ページ、一番下

のところにあります道営担い手支援畑総事業分担

金のところでちょっと質問させていただきます。 

 毎年行われている事業だと思います。事業の内

容というか、分担金については、とりたてて質問

はないのですけれども、メニューなのですけれど

も、これについてちょっとお尋ねしたいと思いま

す。どのようなメニューがそろっているのでしょ

うか。 

○川合正人農政課長 道営担い手支援畑総事業分

担金のメニューについてでございますが、こちら

は、北海道が実施します事業、いわゆるパワー

アップ事業に乗って、網走市も実施を、負担金を

支出しているというところでございます。 

重立ったものとしましては、農地の整備がある

のですが、農地整備では、暗渠排水の改良、もし

くは近辺等区画整理というのが重立ったものでご

ざいまして、それ以外にも用排水路の整備等、ま

たエゾシカの柵の整備等もメニューには入ってご
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ざいます。 

○立崎聡一委員 このメニューに対してなのです

けれども、例えば新たにこういうことをやってい

ただきたいですとか、そういうふうな要望という

のは、道のほうに、こちらから要望して取り上げ

ていただくということにはならないのでしょう

か。 

○川合正人農政課長 こちら道営事業でございま

すので、道営事業の中の決まりはあるというふう

に考えております。 

第５期の今パワーアップ事業になってございま

すが、パワーアップ事業でも、北海道のほうでも

最近のゲリラ豪雨等がありますので、用水整備の

ほうに力を入れているというところになっており

ます。今後も、そういった排水対策のほうが主眼

になってくるのかなというふうには考えておりま

す。 

○立崎聡一委員 全く農地の基盤整備ということ

をうたってはいるのですけれども、間接的にいけ

ば、集中豪雨ですとか災害に対しても一助あるの

だろうなというふうに思います。今言った冠水の

整備ですとか、それから、もっと言えば、受益者

のほうから言えば、こういうのもやっていただき

たいというのがあると思います。その辺をやっぱ

り今後取り入れていただいて、引き続き第６期に

なるかと思うのですけれども、新しいパワーアッ

プ事業につなげていっていただければなというふ

うに思います。 

 続きまして、67ページ中段の保安林管理事業に

ついてお伺いします。 

成果等をお聞きします。 

○川合正人農政課長 保安林管理事業についてで

ございますが、網走市の中にも保安林が幾つもあ

ります。その中で、保安林を守っていくことも必

要でございまして、それに伴いまして、網走市と

しても治山の附帯施設等がありますので、そう

いったところの土砂撤去もしておりますし、危険

木の除去をしているというところでございます。 

○立崎聡一委員 これも、森を守る、木を守ると

いうことばかりではなくて、やはり防災の関係、

それから、今、漁業者のほうも植林にかなり力を

入れてきているのかなというのがあります。 

みんなそれぞれ、循環型の産業というのです

か、循環型になってきていると思うので、その辺

はこの事業に対してというやり方もすごくいいと

思うのですけれども、結局回っているのだから、

その辺をよく加味した中で、今後も進めていって

いただきたいなというふうに思います。 

 このたびの災害のように、大曲の湖畔園地に水

がたまったりとか、それから、実は卯原内ダムに

よって卯原内の一部の地域では水害から助かって

いるのだとかという声も聞いていますので、いろ

いろなことを含めて総合的にやはり考えていかな

ければならない。防災に対しても効果があるのだ

よということをお話しさせていただいて、私の質

問を終わります。 

○渡部眞美委員長 次。 

○金兵智則委員 まずは、食育推進事業について

お伺いをいたします。 

 平成27年度の決算額８万8,712円と予算の18万

7,000円から見ても、平成26年度決算でも16万

7,000円ぐらいあったのですけれども、小さくなっ

た理由というのを教えていただきたいというふう

に思います。 

○川合正人農政課長 食育推進事業の執行の減と

いうことでございますが、こちら18万7,000円のう

ち８万8,712円となってございます。 

こちら、いろいろな事業とあわせて執行してい

たということがございまして、昨年につきまして

は、小麦フェスティバル2016ということも開催し

ておりまして、そちらのほうで食育的なことも

やってございますので、そちらの事業とタイアッ

プをしたということで、金額の減ということに

なってございます。 

○金兵智則委員 そうしたら、もともとこの18万

7,000円の予算というのは、ほかのイベントとコラ

ボレーションというのか、わからないですけれど

も、そちらに使うための予算だったということで

よろしかったですか。 

○川合正人農政課長 この食育の事業でございま

すけれども、いろいろな食育のイベントがあった

ときのチラシの配布、広告料などもありますの

で、そういったところも、こういう小麦のフェス

ティバルのほうでも使いましたし、あと、北海道

とも連携をして、食育のイベントをやってござい

ますので、そういうところで経費が減になったと

いうところです。 

○金兵智則委員 そういったことで、食育推進事

業という中で何かやるということではなくて、そ

の辺のそういうイベントとの経費をここから賄う

という意味なのかなと。 

食育というのは地産地消という絡みにもつな
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がってくるのかなというふうに思いまして、余り

にもちょっと少ない金額なのかなと疑問があった

ものですから、お伺いしました。 

食育と言うと、地産地消とつながって、一番重

立って思いつくのが、生徒児童の給食で出すとい

うのが一番わかりやすいというか、思いつくとこ

ろではありますけれども、食育イコール子どもた

ちばかりではなく、市民の皆さんというのもある

と思いますので、食育というのがもっとわかりや

すくといったらいいのか、わからないですけれど

も、食育推進事業の今後の取り組みの方向性につ

いてお伺いしたいというふうに思います。 

○川合正人農政課長 食育推進事業の今後の方向

性というところでございますが、食育につきまし

ては、第２次の食育推進計画というものを今策定

してございます。 

こちらの中では、いろいろな委員の中で討論も

いただいて計画を策定しているということで、地

産地消というお話もありますけれども、それ以外

にも、食というのは生きていく上での基本だとい

うことでありますので、そういったところの健

康、栄養なり、あと食のマナー、あと網走市の中

の伝統、そういうところも理解しながら食育を推

進していくべきだろうというお話をいただいてお

ります。 

その中で、いろいろな委員からも言われている

のですが、網走市のそれぞれのセクションでは

やっていると、食育というところに関連して実施

をしているというところなのですが、なかなか連

携も少ないのではないかというような指摘も受け

たところであります。 

今回、網走市のホームページの中にもバナーで

食育というものをつけまして、皆さんからもわか

りいいようにしているということで、今後も食育

については網走市の中で皆さんと連携をしながら

やっていきたいというふうには考えております。 

○金兵智則委員 おっしゃるとおりだと思いま

す。余りにも連携というのが足りなかったのかな

というふうに思いますので、今後も推移を見守り

たいなというふうに思います。 

 続きまして、１点、お伺いしたいのですけれど

も、森林整備推進事業の中に、予算では森林整備

地域活動支援推進事業という80万円の予算が確保

されていたのですが、決算書にはないということ

で、多分使われていないのかなというふうに思い

ますけれども、この事業をしなかった理由といい

ますか、状況をお示しいただければと思います。 

○川合正人農政課長 80万円の事業の件でござい

ますが、当初、森林の所有者等を調査して、これ

からの森林経営計画を促進していこうというよう

な考えであったのですが、こちらの森林組合とも

話した結果、その年の該当事業がないということ

で、決算がないということになっております。 

○金兵智則委員 理解させていただきたいという

ふうに思います。 

 次に、木育推進事業、決算額が小さいというこ

とで、多分、昨年度と同様なのかなと思います

が、確認をさせてください。 

○川合正人農政課長 木育推進事業についてでご

ざいますが、昨年もお話をしましたが、今回も、

あばしり学のほうとタイアップをして実施すると

いう予定でおりました。 

平成27年度につきましては、天候が悪く開催が

できなかったということで、決算額につきまして

は、その前のチラシ配布をしていたので、その分

の決算額となっておりまして、実際には昨年は開

催できなかったという状況にございます。 

○金兵智則委員 たしか、昨年度の答弁の中で、

平成27年度もというようなことをおっしゃられて

いたと思うのですが、あばしり学とのコラボのほ

かに、何か独自でやろうという計画はなかったの

でしょうか。 

○川合正人農政課長 木育の中では、あばしり学

の中でのタイアップをした事業で実施しようとい

う考えで、それ以外のことは、予定はしておりま

せんでした。 

○金兵智則委員 ６万3,000円の予算というのは、

大きくないというのはわかりますけれども、平成

26年度のときに、たしか2,740円の決算額というこ

とは、あばしり学とコラボすると６万3,000円まで

かからないなというのは、もう既に見えていたの

ではないかなというふうに思うのですよね。 

木育というのを進めるのに当たって、何かほか

にないかというところも、あってもよかったので

はないかなというふうに思うのですけれども、も

う一度よろしいですか。 

○川合正人農政課長 ６万3,000円の予算につきま

しては、それ以外のいろいろなカリキュラム等も

ありますので、その中で使えるものは使おうとい

う考えで、予算は確保してございました。しかし

ながら、平成27年度は実施もしなかったというこ

とで、チラシ代だけで終わったというところでご
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ざいます。 

○金兵智則委員 先ほど、ほかの委員の中で、森

と緑づくり推進事業という事業の中でも、団体数

が減ったので決算額が減りましたという状況なの

か、多分植えるところが少なくなったのでしょう

かというような答弁だったと思いますけれども、

何か、そういった中で、推進をしていこうとする

なら、これは何で減ってしまったのか原因を探る

だとか、先ほどの委員でもありましたけれども、

この木育についても、例えば北見市なんかは、木

育に絡んだイベントなんかもやられていたりもし

ますよね。そういった観点で、ここについて余り

推進するつもりはないということはないとは思う

のですけれども、若干弱いという思いが私自身の

中であって、質問させていただいています。 

 今後も、この流れを継続していくのだというふ

うに思いますけれども、もう一歩進んだ取り組み

をお願いしたいなというふうに思いますけれど

も、いかがでしょうか。 

○川合正人農政課長 この木育の推進事業でござ

いますけれども、昨年もお話ししたように、やは

り大事な事業だという認識はしております。 

 道のほうでも、オホーツク公園のところでも、

木育の施設等も整備をしてきているというところ

もございますので、そういったところの活用なり

できるかどうかというのは、今後考えていきたい

というふうには思っております。 

○金兵智則委員 大事な事業であるというところ

が見えたらいいなというふうに思いますので、今

後の推移を見守りたいなというふうに思います。 

 最後に、観光で質問をさせていただきます。 

 外国人観光客がふえたということで、外国語関

連の事業がふえていたと思うのですけれども、

ちょっと私が理解不足であれば申しわけないので

すけれども、決算書233ページ、外国語リーフレッ

ト作成事業の決算額100万9,800円、それと海外宣

伝ＰＲ事業というのが122万818円というふうにそ

れぞれ事業で、海外宣伝ＰＲ事業については、主

要施策のほうにもどんなことがやられていたかと

いうふうには書いてあるのですけれども、これは

多分、補正が組まれたのか流用されたのかがわか

らないのですけれども、当初予算でいくと、外国

語リーフレット作成事業が49万7,000円、そして海

外宣伝ＰＲ事業が121万4,000円と、決算額より少

ない状況だったと思うのですが、その認識で間違

いがなかったかどうか、確認をさせていただきた

いというふうに思います。 

○伊倉直樹観光課長 まず、外国語リーフレット

作成事業についてでございますが、予算額が49万

7,000円に対しまして決算額が101万円という状況

になっております。 

○金兵智則委員 外国語リーフレット作成事業で

言えば、当初予算が49万7,000円で、決算額が101

万円、四捨五入でということだと思うのですけれ

ども、そうなると、当初の予算が少なくて、決算

が多くなったということは、当初やろうとしてい

たことよりも、もっと倍のことをやられたのだと

いうふうに思いますけれども、当初やろうとして

いた事業とふえた中身というのをお示しいただい

てもよろしいでしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 当初、中国語の繁体版の改

訂版のみの増刷を予定していたのですけれども、

平成27年にタイのほうにプロモーションに行く関

係がありまして、その分のチラシを１万部、それ

からあわせて英語版も5,000部増刷するということ

になりまして、決算額がふえたという状況になっ

ております。 

○金兵智則委員 中国版をつくる予算のさらに上

にというか、加えて、英語版とタイ版をつくった

ので大きくなったということでよろしかったです

かね。 

 外国人観光客が多くなってきているので、さま

ざまな対応が必要だというふうに思いますけれど

も、一方、外国語ホームページ更新事業というの

が、ことしの決算になかったのですが、これは、

事業が行われなかったということでよろしかった

でしょうか。 

○伊倉直樹観光課長 外国語ホームページ更新事

業につきましては、内容的に大きな変化がござい

ませんでしたので、実際のところ観光部の職員の

ほうで対応して更新を行ったということで、結果

的に、経費がかからなかったということでござい

ます。 

○金兵智則委員 ただでさえ超過勤務の中、御苦

労さまですという感じでございますが、外国人の

方がふえていますので、さまざまな取り組みが必

要になると思いますけれども、その辺の取り組

み、今後もよろしくお願いしますということで、

質問を終わります。 

○渡部眞美委員長 ここで、暫時休憩をいたしま

す。 

午後５時57分休憩 



－ 61 － 

午後６時04分再開 

○渡部眞美委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

 質疑を続行いたします。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問させていただき

ます。 

 成果等報告書の62ページ、農業担い手実践研修

支援事業に関連して伺いますが、一定程度新規就

農者がいらっしゃるということで、離農もされる

方もいる中で、継続的な農業を続けられる状態は

一定程度あるのかなと思いますが、離農の状況で

すとか、その結果、遊休地が多分生じずにうまく

やれているのだろうと思うのですけれども、その

辺の状況を、まず伺いたいと思います。 

○川合正人農政課長 担い手事業の関係で、離農

者等の状況ということでございますが、こちらの

ほうで押さえているところでいきますと、平成27

年の離農者は６名ということで認識しておりま

す。 

 ただ、農地の処分につきましては、農業委員会

のほうで農地のあっせん等をしておりますので、

耕作放棄地等はなく、利用はされているという状

況でございます。 

○平賀貴幸委員 ６名ということで、決して少な

くない方が離農されたのだなというふうに思いま

すけれども、離農された方の後というのは、網走

市内で何らかのお仕事につかれているのか、それ

とも、町を去られることになったのか、どういう

状況だったか、押さえていらっしゃいますでしょ

うか。 

○川合正人農政課長 離農された方というのは、

ほとんどが高齢になって後継者がいらっしゃらな

いという方がほとんどでございますので、そのま

まその地に残って、網走の中で生活をしていると

実態でございます。 

○平賀貴幸委員 理解をいたしました。高齢で離

農される方もいる、平成27年はそうだったという

ことですけれども、その年によっては恐らく離農

されて、網走市内で仕事が見つかればいいのです

けれども、なかなかそうならないという実態が

あって、人口の減少につながってきたという経過

もあるのだというふうに思います。 

 そこで、ものづくり総合支援事業について伺っ

ていきたいのですけれども、６次産業化について

なのですが、やはりものづくりの総合支援事業で

も意識しながらやっていかなければいけないと

思っています。 

６次産業化はいろいろな考え方があるのですけ

れども、実は、今質問させていただいた離農され

た方々が地域に引き続き住み続けられるために６

次産業化を進めるのだという考え方は、もともと

根本にあったのだそうでありまして、余りそれを

聞いたことが私もなかったのですけれども、そう

いったこともあったのだそうです。 

 ですから、やはりそこも意識して進めていかな

ければいけないなと思うのですけれども、先ほど

実績を伺うと、物づくりの事業等についてはなか

なか厳しい状況にあるのだというふうに答弁が

あったところですけれども、私、以前も申し上げ

たことがあるのですが、フリーのテーマといいま

すか、何もテーマがない状態で、どうぞ物づくり

やってくださいとか、あるいは起業家支援事業で

もそうなのですけれども、食を中心に起業してく

ださいというような感じで、いろいろなものが受

けられるのは受けられるのですけれども、漠然と

しているのですよね。 

フリーの部門も大事なのですけれども、一つ行

政として、これを中心に製品をつくっていくです

とか、起業していくですとか、一定の枠組みも持

ちながらやっていく部分と両方持っていったほう

が事業としては進みやすいのではないかと思うの

ですけれども、その辺どういうお考えを現時点で

お持ちでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 ものづくり総合支援事業

についてですけれども、こちらの新製品創出支援

事業とか、事業化スタートアップ支援事業につき

ましては、一定の幅を持った業種で取り組むこと

が可能となっておりますけれども、起業化支援事

業補助金につきましては、小売業、飲食店に限っ

ているような状況がございます。 

 これは、平賀委員から昨年も指摘された部分な

のですけれども、起業化支援事業の場合につきま

しては、市内一円のどこで開始事業をやっても対

象となるということから、業種をある程度絞って

いないとかなりの件数になってしまうということ

もありまして、当面２業種に絞っておりますけれ

ども、現在のところ、起業化支援事業につきまし

ては、創設以来必ず対象者があらわれております

ので、この事業を継続していきたいというふうに

は考えております。 

○平賀貴幸委員 そうは言っても、起業化支援事

業のほうは予算が満度に使われない状態で、この
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決算でも１件だけなのです。やはり、食に関する

事業、飲食店や小売業に限らず、ここは枠を拡大

してみるというのも一つ方法だと思いますので、

そこは積極的に検討していただきたいというふう

に思います。 

 それと、もう１点、ものづくり総合支援事業の

ほうなのですけれども、幅広い業種で使えるとい

うというのはわかるのですけれども、何でも使え

るのですよ。アイデアを先に業者のほうから出し

てきたら使えるという形になっているのですけれ

ども、私は、６次産業化のことも含めて、行政と

して、この農産物、あるいはこの海産物を使って

商品開発をしないかというテーマを一定期間持つ

という枠組みもあってはどうかということを、

二、三年ずっと同じ質問をしているのですけれど

も、その辺はどういうお考えをお持ちでしょう

か。 

○田口徹商工労働課長 特定のテーマを持って募

集なりしてはどうかということですけれども、そ

れについては、現在のところは実施する方向での

検討はしていない状況です。 

 ただ、今年度におきまして、地場産品特産品付

加価値向上支援事業という補助事業もつくりまし

て、網走産の農作物なり魚介類などを使った加工

等、新製品でなくてもいい、もう少しハードルを

下げて、加工等をするに当たっても一定の助成を

する制度などもつくっておりますので、そちらの

ほうも御活用の検討を願いたいというふうに思い

ます。 

○平賀貴幸委員 一定の理解はさせていただきま

すが、私はやはり、せっかく予算としてあって、

枠組みとして存在するのに、その予算が使われな

いということが非常にもったいないことだと思い

ますので、フリーで今のような形で募集を続ける

ことも、これは必要だと思うのですが、一方で、

行政として、このアイテムを使ってやりたいとい

う方向感を持ちながら取り組むという両方、私、

多分必要だと思いますので、ここは検討していた

だきたいと思いますし、起業家の支援について

も、食に限らず、起業したいという方の意図を組

めるような事業の展開をぜひ進めていただきたい

と思います。 

 もう１点伺いますが、観光のほうでさまざまな

形で、各地でＰＲをされておりますし、それから

商工のほうでも、いろいろなところで物産のＰ

Ｒ、大阪などでもされております。海外のことは

種々ありましたので、国内のことだけちょっと伺

いますけれども、ＰＲを特に関東圏や大阪圏でさ

れているのですけれども、されたときに、ふるさ

と寄附についてのＰＲは、そこでされたことはあ

るのかどうか、伺いたいと思います。 

○田口徹商工労働課長 企画のほうからチラシを

いただいて、それを持っていったこともあります

し、また、昨年、網走でやった皮膚科学会です

か、あのときも物販と一緒にＰＲさせていただい

ております。 

○平賀貴幸委員 一定程度対応されているという

のは、理解をいたしました。 

 担当は、企画調整なのですけれども、物を販売

するという形だというふうに置きかえると、私は

商工、あるいは観光も、実は密接に関係している

ものだと思っています。 

というのは、道内では根室市も一つ先進地で、

網走とふるさとチョイスでいただけるものは、中

身は似ているのですけれども、根室のほうははる

かに多い寄附を受けておりますし、今年度も網走

市は苦戦しているというイメージなのですけれど

も、根室市に先日行って伺うと、現状での数字で

すが、前年対比３倍の状況なのだそうです。ふる

さと寄附が寄せられているのが。 

大きな差が出ているのは何だろうというのを考

えると、ＰＲに対する意識の差というのも、どう

やらあるようだと思っています。一つは、根室食

堂という存在があって、根室のイメージが関東圏

なので、非常に網走は高い物があるからという点

もあるようですが、それと同時に、物産展、ある

いは観光ＰＲのときに、ふるさと寄附について

しっかりＰＲするという取り組みがされているこ

とも一因にあるようでして、結局は、ふるさと寄

附ですから、担当は企画なのですけれども、物が

出ていくということを考えると、実は商工の担当

でもおかしくないわけで、私はいずれかの時期に

商工が担当するようなことになってもおかしくな

い事業なのではないかなと思っているのですけれ

ども、その点もっと力を入れていける機会、特に

ふるさと寄附の場合は、関西と関東からの寄附が

多いというのはデータ上明らかになっているはず

なので、ぜひ取り組んでいただきたいと思うので

すが、いかがでしょうか。 

○岩永雅浩企画総務部長 ふるさと寄附の取り組

みですけれども、ことし、昨年度に比べてなかな

か寄附額が高まっていかないというのは事実とし
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て押さえております。 

根室の事例も御紹介がありましたけれども、網

走の返礼品は、その素材、加工など全て網走にこ

だわったものを、選考委員会を設けて決定をして

いるというところでは、業者にとって若干ハード

ルの高い返礼品のラインナップになっているとい

うふうに思います。 

 自治体によっては、ロシア産であろうが、アラ

スカ産であろうが、どこの素材を使っても、ある

いは札幌で加工したものも返礼品として出すとい

う姿勢を持っているところもありますので、そう

いった部分でいくと、返礼品の数をどのぐらい確

保するかという分については、網走は若干不利な

状況にあるかなというふうに思っていますが、こ

のふるさと寄附金ももちろん頂戴したいというふ

うに思いますけれども、これを始めたきっかけ

は、地元の事業者が通常の力でもうけていただく

というか、公共の名前でＰＲをしていくというこ

とに力を入れておりますので、そこは若干取り組

みの姿勢としては違うのかなというふうに思って

おります。 

 その中で、先ほど申し上げた選考委員会につい

ては、観光や商工はもちろん、水産港湾部なども

入った中で、その品物の選考に当たっております

ので、全庁的な取り組みというふうに我々は考え

ております。 

○平賀貴幸委員 そこは引き続き、全庁的な取り

組みで進めていただきたいと思いますが、物づく

りのほうに一旦戻りますけれども、ふるさと寄附

の新たなアイテムのための開発というふうにはっ

きりうたって、物づくりでどうだという募集をか

けていくという方法も私はあると思います。 

目的をはっきりさせていくことで、商品開発の

方向性が定まるというのは、至極当然の流れだと

思いますので、その辺を行政としてもうまく意思

として発信していっていただきたいなと思うので

すけれども、その辺いかがでしょうか。 

○田口徹商工労働課長 その件につきましては、

特にふるさと納税と絡めた物づくりということは

検討しておりませんので、今後ちょっと検討させ

ていただきたいと思います。 

○平賀貴幸委員 理解をさせていただきました。 

 ここは、納税から考えると、ちょっと制度とし

てはどうかなというのもあるのですけれども、今

御答弁にあったとおりでして、そこと絡めながら

やっていくことで、ここは一つの手段を手に入れ

たということになります。 

実際に、ふるさと寄附で想定されているマー

ケット規模は、まだ10％から20％ぐらい、多く見

積もってですけれども、多分十数％ぐらいしか開

拓されていない分野で、まだまだ相当大きなマー

ケットとしての規模があるというふうに言われて

いて、そこに向けて今いろいろな自治体が取り組

んでいるわけですから、ここはいち早く取り組み

を進めていくというのは大事ですので、そこと物

づくりの事業をしっかり絡めていくことで、まだ

まだ網走は根室に追いつけるだけのポテンシャル

あるはずですから、ぜひ取り組みを進めていただ

きたいということで、私の質問を終わります。 

○伊倉直樹観光課長 先ほど、古都委員から御質

問のあった観光案内所のインバウンドの内訳につ

いて、数字が整いましたので説明させていただき

ます。 

 平成27年度の道の駅における観光案内の関係で

すが、外国人の総数でいくと、先ほど5,062名とい

うことでお答えをしました。そのうち上位６カ国

について御説明をさせていただきます。 

中国の方、英語とか中国語をしゃべる方がいる

ので、ちょっと国別ということで、まず、１位が

台湾で1,935人、2位が中国で868人、３位が香港で

637人、４位がタイで269人、５位が韓国で229人、

シンガポールが６位で227人と、ここが大きく上位

６カ国ということになります。 

 この上位６カ国でいきますと、ここの総数が

4,165人になるのですが、このうち国別で英語を話

すであろうと思われる、この分でいきますと、香

港とタイ、シンガポールが1,133人おりますので、

上位６カ国になりますが、27％が英語を話すであ

ろうというような状況です。 

 ちなみに、中国語圏につきましては、中国と台

湾ということで、4,165人中、2,803人ということ

で67％という状況になっております。 

  以上でございます。 

○渡部眞美委員長 古都委員のほうから何かござ

いますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で、本日の日程であります認定

第１号中、企画総務部、議会、会計、選管、監

査、公平委員会、固定資産評価審査委員会、経済

部、観光部及び農業委員会の所管に関する細部質

疑を終了いたしました。 

 再開は、９月20日午前10時といたしますので、

御参集願います。 
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本日は、これで散会といたします。 

 御苦労さまでした。 

午後６時20分散会 

────────────────────────── 

 


